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国際生命科学協会（InternationalLife Sciences Institute. ILSI）は、 1978年に

アメリ力で設立された非営利の団体です。

ILSIは、健康－栄養・安全性－環境に関わる問題の解決および正しい理解を目指す

； とともに、今後発生する恐れのある問題を事前に予測して対応していくなど、活発

：な活動を行っています。現在、世界中の300社以上の企業が会員となって、その

活動を支えています。

：多くの人々にとって重大な関心事であるこれらの問題の解決には、しっかりとした

科学的アプローチが不可欠です。 ILSIはこれらに関連する科学研究を行い、あるい

関係にあり、国連食糧農業機関（FAD）に対しては特別アドバイザーの立場にありま

す。アメリ力、ヨーロッパをはじめ各国で、国際協調を目指した政策を決定する際

には、科学的データの提供者としても国際的に高い信頼を得ています。

特定非自利活動法人日本国際生命科学協会（ILSIJapan）は、 ILSIの日本支部として

1981年に設立されました。ILSIの一員として世界的な活動の一翼を担うとともに、

日本独自の問題にも積極的に取り組んでいます。
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ヒューマンサービ‘スと栄養学研究

ヒューマンサービ‘スと栄養学研究

神奈川県立保健福祉大学

栄養学科

中村丁次

看護、社会福祉、さらにリハビリテーション等の領域では、目の前の病人や障害者の問題点を分析し、彼らを苦

しみから解放させる方法を研究の起点にする。つまり、個々の問題を解決すべき技術の積み重ねを、 学問的に体系

化する方法を取るのであるが、栄養では実践的研究においても、基礎研究の原則からできるだけ逸脱しないように

応用問題を解いていく方法をとる。

しかし、高齢化社会を迎えて、これからの栄養学はヒューマンサービスを行っている他領域の価値観や研究方法

を学んでいく必要がある。幸いにして、近年、殴米先進諸国では人聞を対象とした栄養学の実践的、社会的、臨床

的な研究が発展し、高い評価を受けるようになってきている。！LSIJapanの国際的活動が、我が国の栄養学研究、さ

らに栄養の専門家教育を国際的レベルまで発展させる原動力になることを期待している。

* * * * * * ＊常食＊ * * * * * * * ＊づ.* 

<Summary> 

In the訂 eaof nursing, social welfare, and rehabilitation, the problem of a person and the physically handicapped 

person in the presence is analyzed, and the method of making them liberated from suffering is made the starting point 

of the research. In a word, it educates to solve the unseen passage so as not to deviate from the principle of the basic 

research as much as possible, it is trained, and practicing research is designed by the extension in nutrition though the 

method that is piled up and systematized heavily and academically by the technology which should solve an individual 

problem is adopted. 

There sense of values and the method of study of another area humanly served on the nutritional study in the future 

aging society however. It does fortunately, a social of nutritional study intended for man practice clinical research 

develops in advanced nations in Europe and America in recent years, and it has come to receive the high estimation. An 

international activity of 11ILSI Japan" is expected to motivate the research of the nutritional study of our country and 

develop the expert education of nutrition to an international level in addition. 

Human Service and Research of Nutrition 丁目JINAKAMURA 

Kanagawa University of Human Service 

ILSI No.75 -1  



ヒューマンサービスと栄養学研究

著者は、この4月から「神奈川県立保健福祉大学」で勤

務することになった。本大学は看護学科、社会福祉学科、

リハビリテーション学科、それに栄養学科から成り、お

互いが学科聞の垣根を取り除き、ヒューマンサービスを

基本理念として連携し、これからの少子高齢化社会にお

ける保健医療福祉の領域に、貢献できる人材を養成する

ことを目的としている。

「栄養学は他の3領域とどのように連携でき、ヒューマ

ンサービスの一環としていかに貢献できるのか」4月以降、

頭を悩ましている。

ところで、学科聞の垣根を取り除いた他学科の先生方

の話を聞くと、栄養の領域にどっぷり漬かつてきた私に

とって、すべての事が新鮮である。知らない領域を知る

楽しみがあるが、それと同時に研究デザインの作り方が

異なっているのではなL功ミと思う。一般に栄養において

は、臨床的あるいは実践的活動に関する研究をする場合、

基礎的研究成果を、健康増進や疾病予防、さらに医療や

福祉にいかに応用すべきかを考えるのであるが、看護、

社会福祉、さらにリハビリテーションの領域では、苦し

んでいる病人や障害者を目の前にして、その問題点を分

析し、彼らを苦しみから解放させるにはどうすればよい

かを研究の起点にする。

もともと複雑で、多様な人聞を対象としてきたこのよ

うな領域においては、現実に存在する傷病者、個々の問

題を解決すべき技術の積み重ねを学問的に体系化し、場

合によっては基礎的研究に発展させていく方法を取るよ

うである。それに対して、栄養の専門家は、基礎研究の

成果から導かれた原則から、できるだけ逸脱しないよう

に応用問題を解いていく方法が体にしみ込んでいるよう

に思える。栄養学では原則から外れる事例には、あまり

興味が示されず、個人や少数例の検討は、普遍性が無い

とか、科学的でないとか言われ、真剣に議論されてこな

かったようにも思える。

栄養学も、もともとは栄養欠乏で苦しむ少数例の人た

ちを救うための実践的学問として発展したのであるが、

栄養素をもとに、一方では生理学、生化学、さらに分子

生物学へと発展し、もう一方では食品分析学、食品加工

学、さらに調理学や機能性食品の研究へと拡大して体系

化されたために、出発点であった栄養障害で苦しむ人た

ちの顔が見えないまま研究が進み、栄養が人間に貢献、

奉仕するという観点が希薄になってきたのではないかと

思う。

2一一ILSINo.75 

私也、このような環境で育てられてきたので、人権と

多様’性を持った個人の生物的、社会的価値を高める努力

をすることに、専門家としての価値を見出している他領

域の研究、さらに教育、養成の方法は、これから学ぶ点

が多いのではないかと思っている。

ところで、アメリカでは 1960年代、 Hospital 

Malnutritionが大きな注目を浴びた。マサチューセッツ

工科大学医学部付属病院で、入院患者の約半数が栄養失

調状態にあることが報告され、その後いくつかの大病院

において同様な発表がなされた。このような栄養失調を

放置しておくと、手術や薬物療法の治療効果を低下させ、

薬物や検査等を増大させ、さらに入院日数を増加させ、

結局、医療費の増大を助長させることも明らかになって

きた。本来、栄養失調とは食糧不足に悩む発展途上国の

集団的問題であり、食糧が溢れているアメリカで、しか

も世界最高の医療技術を持ち、優秀な栄養士が管理して

L、る病院において栄養失調が個々に起きていることに、

アメリカ国民は大きなショクを受けた。

1970年頃、臨床栄養に興味を持つ専門家が入院患者の

栄養管理の重要性を議論し、“Meetingtogether, 

Working together”を合言葉に、チーム医療を基本とし

た栄養の専門組織を作ることを検討した。このことが

Nutrition Support Team (NST）の出発点だと言われてL、

る。病気で痩せてくることを必然的に発症する症状とし

て放置するのではなく、栄養管理上異常なことと捕らえ、

強制的な栄養補給法も考慮して、積極的に栄養状態を改

善することに努力し始めたのである。 1980年代にはNST

の有効性が認められ、全米に広まって行った。 1,2年前

から、日本静脈経腸栄養学会(JSPEN）の指導により、わ

が国でもいくつかの病院でNSTが立ち上がってきた。

以前、勤務していた聖マリアンア医科大学横浜市西部病

院でも、昨年から全科型のNSTが始まった。例えば、病気

は比較的安定しているのだが、多くの薬物が使用され、食

欲が低下し、摂食障害で食べられなく、体重が20kg台まで

痩せ細り、しかも経腸栄養や静脈栄養を拒否する患者さん

にどのように体内に栄養素を補給すればよいのか。栄養障

害を起こし、体力を失っている患者さんを目の前にして、自

分の持っている知識や技術がいかに無力であるか、しばし

ば経験させられている。病院で勤務する管理栄養士は、複

雑で多様な病態や栄養状態を持つ個々の患者にどの様に

対応すればよいのか、充分な教育、訓練を受けてこなかった。

我が国には参考となる研究も資料も少ない。



たった一人でも良い、人間の命を救うための技術研究

が、なぜ、我が国の栄養学の中では科学的ではないとか学

問的ではないとか言われて、評価されないのであろうか。

なぜ、人間の栄養状態を良好にすべき栄養の専門家を臨

床の場で養成しなかったのであろうか。著者は臨床現場

にいながら、このことを30年近く考え続けてきた。

高齢化社会を迎え、生活習慣病のような非感染性の慢

性疾患の対策が重要視される中で、わが国に於いても、

個々の傷病者を対象にした効果的な栄養管理の方法を確

立すべき研究を始めなければならない。幸いにして、近

年、欧米先進諸国では人聞を対象とし、保健、医療、福

祉の領域では栄養学の実践的、社会的、臨床的な研究が

発展し、高い評価を受けるようになってきている。

ILSI Japanの国際的活動が、我が国の栄養学研究、さ
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ミネラルの生理機能（2)
一微量元素ー

聖徳大学大学院人間栄養学研究科

横井克彦

Trace elements are usually defined as essential minerals wi出 arequirement less than or equal to the requirement of 

iron. U1仕atraceelements are trace elements of which requirements are less than 1 mg/ day for humans or less than 1 

mg/kg diet for animals.τ'he essentiality for humans of iron, zinc, copper, manganese, chromium, molybdenum, 

selenium, iodine and cobalt (as a component of vitamin B12) is established. Possible essential elements with 

circumstantial evidences may include lithium, boron, fluorine, aluminum, silicone, vanadium, nickel, arsenic, bromine, 

rubidium, cadmium, tin and lead. This list of possible essential elements may be expanded. In the 6仕iedition Japanese 

Recommended Dietary Allowances (RDA), a reference dietary intake, ＂日yo-Shoyo-Ryo"in Japanese that does not 

distinguish RDA and adequate intake (Al) was determined for仕aceelements including iron, zinc, copper, manganese, 

iodine, selenium, chromium and molybdenum. In the 2001 US Dietary Reference Intakes, RDA or AI for arsenic, boron, 

nickel, silicone, and vanadium is under consideration waiting for the definite evidences in addition to the above 8 

elements found in the Japanese RDA The essential roles of trace elements are diverse. Several new findings on trace 

elements were reviewed in this article. The major problem in iron nutrition is impairment of learning ability and 

cognitive function. A novel method to estimate iron requirements based on the population data about iron nutriture, i.e., 

dis凶butionof iron intake and the prevalence of iron deficiency, was developed. 

百ie6血 editionof Japanese RDA in 1999 employed this method. Zinc deficiency deteriorates cognitive function and 

moods in humans as well as experimental animals. The loss of chelatable zinc仕omsynaptic vesicles in mossy fibers of 

the rat hippocampus leads to the diminished long-term potentiation (LTP) and memory disturbance. Recent 

developments in the zinc kinetic research may be used for an accurate estimation of zinc requirements in humans. 

Nickel deficiency impairs reproduction of rats and goats; induces male reproductive function abnormalities, 

hypertension, and kidney damage. The physiological concen凶 tionof nickel is known to stabilize cyclic nucleotide-

gated cation channels that regulate signal transduction in vision, olfaction, natriuresis, blood pressure control and 

sperm mo凶ity.

Keywords；仕aceelement, mineral, RDA, essentiality 

Physiological Functions of Minerals (2): 
Trace Elements 
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1.微量元素の定義

ヒトや動物が個体や種族の生命を維持するのに必須で

ある微量栄養素の中でも、鉄および鉄よりもその必要量

が少ないミネラルを必須微量元素と呼ぶ。鉄よりも必要

量が多いミネラルは、多量ミネラルあるいは狭義のミネ

ラルと呼ばれる場合がある。

通常、ヒトにおける必要量lmg／日ないし動物の飼料

中必要量lmg/kgを境として、それ以上のものを狭義の

微量元素、それより少ないものを超微量元素（ultratrace 

element）と分類することが多L'I)。

体内で生理作用を発現する際には、①セレンのように

タンパク質の構成成分として共有結合性に有機化合物に

結合している場合、②モリブデンのように共有結合を介

して補酵素（モリブデンではモリブドプテリン）の構成

成分となっている場合、③ヨウ素のように共有結合を介

してホルモン（ヨウ素では甲状腺ホルモン）を構成して

いる場合、④へム中の鉄やビタミンB12のコバルトのよ

うにイオン結合を介して強固な錯体を形成している場

合、⑤亜鉛のように比較的緩やかなイオン性結合によっ

てタンパク質に結合している場合などがある。

生体分子での結合様式は多彩であり、微量元素が体内

でも無機性成分すなわち無機イオンや無機塩類として作

用すると捉えるのは不適切である。しかしながら、ビタミ

ンB12の構成成分としてのコバルトを除くと、微量元素は

l Eずれも有機化合物として摂取しなくても無機化合物と

して摂取することにより、栄養作用を発現するという特徴

を持っており、栄養素摂取の観点からは無機成分あるいは

灰分という古典的な概念は有効である。従って、ビタミン

B12の構成成分としてのコバルトは、通常、微量元素ある

L刈まミネラルの生理作用には分類されない。なお、メチオ

ニルアミノベプチダーゼは、コバルトを補酵素として要求す

る。このようにコバルトには無機質としての固有の栄養機

能が存在するので、微量元素に分類することが可能である。

セレンは有機化合物であるセレノシステインやセレノメチオ

ニンあるいはそれを含有するタンパク質として摂取しでも

栄養機能を発現するが、体内では－_El_、無機化されたのち

セレン酵素やセレン含有タンパク質に取り込まれる。

微量元素が結合することによって機能を発現するタン

パク質のなかには、古典的な酵素だけではなく、種々の

調節タンパク質や情報伝達システムを構成するタンパク

質がある（亜鉛とジンクフィンガープロテイン、ニッケ

ミネラルの生理機能（2）一微量元素一

ルとcyclicnucleotide-gated cation channel、クロモデ、ユ

リンを介するクロムとインスリン受容体、ホウ素とプロ

ゲステロン受容体）。

表1に示すように、狭義のミネラル（あるいは多量ミネ

ラル）は、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、カルシ

ウム、リン、塩素の6元素であり、狭義の微量元素は、鉄、

亜鉛、銅、マンガンである。ヒトに対するRecommended

Dietary Allowance (RDA、伝統的には栄養所要量と訳さ

れた）ないGAdequate Intake (Al、適正摂取量。ただし定

訳はない）が定められている超微量元素は、クロム、モ

リブデン、セレン、ヨウ素である。なお、米国では麟歯

予防の観点からフッ素のAIが定められている。マンガン

は、通常の摂取量はlmg／日を超えるが、必要量はそれ

よりも少ないと推定され、国際的には超微量元素に分類

されることもある。なお、コバルトはビタミンB12として

の所要量が定められており、ビタミンB12以外の生理作

用の観点から所要量が定められているわけではない。

表1 必須元素の分類

元素数 元素記号

有機物を構成する元素 5 H,C,N,O,S 

多量ミネラル 6 Na, Mg, K, Ca, P, Cl 

微量元素 4 Mn&, Fe, Cu, Zn 

所要量の決まっている 5 Cr, Mo, Se, I, Co# 

超微量元素

動物での欠乏症あるい 13? Li, B, F, Al, Si, V, Ni, 

はヒトの健康への有用 As, Br, Rb, Cd, Sn, 

性が報告されている超 Pb 

微量元素

（準必須元素）

＆国際的には超微量元素に分類されることがある。

＃ビタミンB12として（但し、近年、非コパラミン性

補酵素作用も発見された）。

ヒトにおける必須性が確立していないが、動物での欠

乏症あるいはヒトの健康への有用性が報告されている一

連の元素が存在する。これらの元素を「準必須元素

(possibly essential elements）」と呼ぶが、この中には研

究の進展によってその必須性が広く認められ、将来、所

要量策定の対象となるものも含まれると考えられ、今後

の研究の進展によってその数は更に増加すると考えられ

る。 2000年に発表された米国の食事摂取基準Dietary
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Reference Intakeで、は枇素、ホウ素、ニッケル、ケイ素、

パナジウムが取り上げられたが、所要量を定めるには知

見が不十分であり、ニッケルおよびパナジウムに対して

許容上限摂取量のみが定められている2）。なお、上述の

ようにフッ素にはAIが定められているが、ヒトにおける

フッ素の必須性は確立されていない準必須元素である。

参考のため、表2に我が国の栄養所要量（18～29歳） 3) 

と米国の食事摂取基準（DietaryReference Intake）を示し

た2）。アメリカ合衆国の食事摂取基準では、 RDAとAIの

区別が、前者は、推定平均摂取量を決定したもの、後者

は推定平均摂取量決定に至らなかったものとして明確化

された。一方、我が国では、 RDAとAIの区別は明確化

されず、ともに栄養所要量と呼ばれることになったので、

第6次改定では、第5次改定までのようにRDAすなわち

栄養所要量という 1対1の訳が成立しなくなった。

2. 主な微量元素の機能

個々の微量元素の機能は様々であり、全体を通して一

括りに論ずることはできない。表3に個々の微量元素の

主な作用をまとめた。ここでは、いくつかの微量元素を

トピック的に取り上げる。

表2 微量・超微量元素の栄養所要量

( 1）鉄

近年、鉄および亜鉛欠乏による学力・生産性の低下が

注目されている。鉄欠乏症による学力・生産性の低下は確

定した事実であり、国際的には政策策定の段階であるが、

我が国では認知されていない。 1996年にUNICEF/WHO

の専門家会議において児童の鉄欠乏症克服が課題に掲げ

られた。 2001年、 InternationalLife Sciences Instituteの主

催で、“ForgingEffective Strategies to Combat Iron 

Deficiency （鉄欠乏症克服の効果的戦略の創出）”に関す

る国際会議が開催された。アジア開発銀行のHuntは、ア

ジア諸国における鉄欠乏症による生産性の低下を報告

し、持続的な経済成長のためには鉄欠乏症の克服が必要

であると提言している 4）。 UNICEFのYipは、具体的な数

値目標として鉄欠乏症克服による知能指数の5点の向上

と10%の学習能力の回復を提言している 5）。

国民栄養調査によれば全般的にタンパク質、糖質、脂

質、エネルギー摂取量は充足しているものの、鉄、カルシ

ウム、マグネシウム、亜鉛、銅摂取量は所要量を満たし

ていない。特に、思春期や20歳代女性では貯蔵鉄不足お

よび鉄欠乏症の有病率が50%近い。我が国の鉄欠乏性貧

血の有病率は先進国の中では最も高く、東南アジア諸国

並みである。鉄と亜鉛はその良い摂取源（獣肉など）と吸

収阻害物質（フィチン酸など）が共通しており、鉄欠乏と

亜鉛欠乏は併発しやすp6）。

我が国は第六次改定（18～29歳）、アメリカ合衆国は2000年食事摂取基準（鉄、

モリブデンは19～30歳、マンガンとセレンは 19歳以上、他の元素は 19～50歳）

6-ILSI No.75 

日本 アメリカ合衆国

男 女 男

鉄 lOmg 12mg RDA 8mg 

亜鉛 llmg 9mg RDA llmg 

マンガン 4mg 3mg AI 2.3mg 

銅 l.8mg l.6mg RDA 0.9mg 

フッ素 AI 4mg 

ヨウ素 15oμg 15oμg RDA 15oμg 

セレン 60μg 45μg RDA 55μg 

クロム 35μg 3oμg AI 35μg 

モリブデン 3oμg 25μg RDA 45μg 

RDAは、 recommendeddietary allowance （従来の栄養所要量）

AIは、 adequateintake （適正摂取量ないし充分摂取量）

女

18mg 

8mg 

l.8mg 

0.9mg 

3mg 

15oμg 

55μg 

25μg 

45μg 

我が国では、 RDAとAIの区別は明確化されず、ともに栄養所要量と呼ばれること

になったため、 RDAの訳語として栄養所要量を用いることが難しくなった。
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表3 微量元素の主な欠乏徴候と生理機能

元素名

鉄

銅

亜鉛

マンガン

セレン

ヨウ素

モリブデン

クロム

コ；｛ルト

ニッケル

ホウ素

枇素

錫

ルビジウム

リチウム

カドミウム

ケイ素

フッ素

ノtナジウム

鉛

アルミニウム

臭素

主な欠乏徴候と生理機能

小球性低色素性貧血；易疲労性、最大酸素摂取量の低下、労働能力の低下；認知能の低下；主な鉄

含有タンパク質：ヘモグロビン、シトクローム、アコニターゼ、一酸化窒素合成酵素など

鉄欠乏様貧血；高コレステロール血症；動脈の粥状硬化症；不整脈；中枢神経の脱髄；骨形成異常；

皮膚毛髪の形成不全；色素脱失；不妊；頼粒球減少、好中球機能低下；主な銅含有タンパク質：セル

ロプラスミン、シトクロームCオキシダーゼ、チロシナーゼ、スーパーオキサイドディスムターゼなど

成長抑制、低身長、第二次性徴の欠知；昧覚障害；皮膚炎、湿疹、にきび；腸炎；創傷治癒遅延；免

疫能低下；認知能低下；短期記憶障害；暗順応低下；主な亜鉛含有タンパク質、 DNAポリメラーゼ、

アルカリホスファターゼ、スーパーオキサイドディスムターゼ、炭酸脱水酵素、ジンクフィンガープ

ロテイン（ステロイド受容体、レチノイン酸受容体、甲状腺ホルモン受容体など）；シナプスでの神

経伝達の調節

ヒトのマンガン欠乏症は症状は不明確；動物では成長抑制；精巣の変性；腔の滑落；骨形成異常；糖

不耐症；運動失調；毛髪の脱色素；主なマンガン酵素：ピルビン酸カルボキシラーゼ、アルギナーゼ、

マンガンスーパーオキサイドディスムターゼなど

ヒトの克山病、カシンベック病；家畜の心障害による突然死、筋肉、肝臓壊死；ニワトリの腔滑り

症；ラットの腎障害；動物の繁殖障害、溶血性貧血；セレン酵素構成成分

ヒトの先天性ヨウ素欠乏（クレチン症）、後天性ヨウ素欠乏（粘液水腫）；甲状腺ホルモン構成成分

ヒトの完全静脈栄養法施行時の神経症状；ヤギの繁殖率低下；補酵素モリブドプテリンの構成成分

完全静脈栄養法時のインスリン不応性耐糖能異常、神経症状；ラットなど実験動物の耐糖能異

常；インスリン受容体に作用？

ビタミンB12構成成分一悪’性貧血；非コパラミン補酵素機能－Methionyl aminopeptidase 

ラット、ヤギの成長低下、繁殖率低下；豚のビタミンB12欠乏性高ホモシステイン血症増悪；ラッ

トの高血圧； cyclicnude。tide-gatedchannelの調節？

ヒトの低ホウ素食による血清カルシトニン低下；ニワトリの骨粗暴毒症；ゼブラフィッシュ、カエ

ルの怪発生不能

ヤギ、豚、ラットの成長低下、繁殖率低下、組織中ミネラル濃度の変化； DNAメチル化低下

ラットの成長低下、組織中ミネラlレ濃度の変化、血清脂質異常（高中性脂肪、低コレステロール）

ヤギの成長低下、流産；ラットの組織中ミネラル濃度の変化、 BUN上昇； Na,K-ATPaseの阻害（生

体内では阻害によって調節）；ヒトにおける抗欝効果、透析患者の血襲ルビジウム低下と抑惨状

態；動物における脳内カテコラミン遊離促進

ラットの不妊、行動異常；ヒトにおける抗牒効果、水道水中リチウムが低い地域では犯罪・薬物依

存発生率が高い；ミオイノシトールリン酸化酵素阻害と遺伝子多型、牒病：リチウム必要量高い？

ヤギ・ラットの成長遅延；ヤギの性成熟遅延；ヒト・霊長類特有の酵素Serumcarnosinase 

(3.4.13.20）の補酵素活性Cd>Mn

ラット、ニワトリの成長遅延、骨形成低下、結合組織の異常； Prolylhydroxylase活ソ性低下

マウスの成長遅延と繁殖率低下；ヒトの師歯、骨粗軽症予防

ニワトリの羽の形成不全、成長遅延；ヤギの流産率上昇

ラットの鉄代謝異常（鉄欠乏様）

ラットの成長遅延

血液透析患者の血襲臭素低下と不眠、臭素補充で治癒

本表を作成するに当たり、総説剖一部）と個々の微量元素に関する原著論文、ニッケル約側、ルビジウム8:l.91）、コノtルト 92.93）、

リチウム94～捕）を引用した。
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鉄摂取量の分布と鉄欠乏症有病率を集団の鉄栄養状態

に関するデータに基づいて科学的妥当性を持った仮定の

もとに必要量が推定され、 97～98%の者の必要量を満た

す摂取量として所要量を定めることが可能である。第六

次改定日本人の栄養所要量では、閉経後女性と閉経前女

性の所要量策定に当たり本法が適用された。

摂取量と必要量の関係を記述する最も一般的な式は次

のように導出される7）。栄養欠乏とは、個人の摂取量が

必要量を下回る状態であり、この関係を式で表すと下記

のようになる。

（個人の摂取量＜個人の必要量）の人数

D=  対象集団の人口

但し、 D：欠乏症の有病率

連続分布に対しては以下のように摂取量と必要量に関

する二重積分によって有病率が表現される。

D = J J p(x, y; R0)dy出
一~x

但し、 p(x,y;Ro）：摂取量xと必要量yの2変量分布関数

摂取量と必要量が2次元正規分布に従う場合は、

Ro 

-b士長亡五；

2a 

但しα＝（φ叱D))2k2ー 1,b=2(xo-P≪φ一＇（D))2σxk,)

c＝（φ－＇（D))20/-xo2-

xo：摂取量の平均値

σx：摂取量の標準偏差

R。：推定平均必要量

k：必要量の相対標準偏差，変動係数／100

p：摂取量と必要量の聞の相関係数

φ：累積標準正規分布関数

解は形式上二つ存在する

ので、 Dが0.5より大きい場

合には、 Xoより大きい解を、
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Dが0.5より小さい場合に

は、 Xoより小さい解をRoと

して採用する。

閉経後女性では月経による鉄損失がなく、基礎的鉄損

失（basalloss）のみである。基礎的鉄損失は、正規分布

に従うと考えられるので、相関係数、必要量の変動係数

を設定し、推定平均必要量が計算される。第六次改定日

本人の栄養所要量では、佐藤の報告した集団の鉄栄養状

態に関するデータ（鉄摂取量平均値ll.2mg／日、摂取量

の標準偏差2.6mg／日、欠乏症有病率11.3%）が採用され

た。このデータに基づき種々の条件の下に必要量を推定

した結果が表4である7）。

(2）亜鉛

亜鉛はその欠乏によって多彩な欠乏症状を示す。亜鉛

欠乏による成長障害、食欲低下、低身長、皮膚炎、下痢、

口内炎、虹門周囲炎、第2次性徴の消失、毛髪の生育障

害、味覚障害、免疫能低下、記憶力低下、気分の変調は

その代表的なものである。晴乳類の亜鉛酵素は300種類

以上あるとされ、タンパク質の種類としてはこれよりさ

らに多くなる。代表的な亜鉛酵素には、銅，亜鉛スーパー

オキシドディスムターゼ、アルコール脱水素酵素、炭酸

脱水酵素、アンギオテンシン変換酵素、カルボキシペプ

チダーゼ、アルカリホスファターゼなどがある。また、

ステロイド受容体、転写因子などはジンクフィンガープ

ロテインであり、 DNAからRNAへの転写には亜鉛が必

要である。 DNAの複製に必要なDNAhelicaseの構成要

素とされるサブユニット群Mcmは、ジンクフィンガー

モティーフを含み、その活性発現に亜鉛が必要であるこ

とが明らかにされている8）。

亜鉛欠乏症によって小児の成長が遅延することは有名

であるが、子宮内亜鉛欠乏すなわち母体の亜鉛欠乏によ

って低出生体重を生じ、母子保健上での大きな問題とな

っている。

米国の低所得者層を調査したSchollら9）によれば、亜

鉛の摂取量が6mg未満の妊婦で、は、亜鉛を6～15mg摂取

していた妊婦に比べて低出生体重児を出産するリスクが

約2倍に上昇していた。また、亜鉛摂取量が6mg未満の

妊婦では、亜鉛摂取量が6mg以上で、あった妊婦に比較し

てエネルギー摂取量が低く、鉄欠乏性貧血である割合が

高く、妊娠中の体重増加が有意に低かった。同様に米国

の低所得者層を対象に介入研究を実施したGoldenberg



表4 閉経後女t｜主の推定平均必要量の計算結果

-1 -0.50 

。
0.05 7.59 7.79 

k 
0.10 7.18 7.51 

0.15 6.81 7.22 

0.20 6.48 6.95 

0.30 5.91 6.43 

p：摂取量と必要量の聞の相関係数

k ：必要量の相対標準偏差，変動係数／100

ら10）によれば、 BMIが26kg/m2未満の妊婦に亜鉛サブβリ

メントを与えた場合、亜鉛サプリメントを与えなかった

妊婦に比較して新生児の平均体重が248g高く、頭囲が

0.7cm大きかった。

我が国では、 1980年以降、年々、新生児のうち低出生

体重児である割合が直線的に増加し、出生時体重が減少

している II）。低出生体重児の増加・出生時体重の低下と

期をーにして、妊婦ならびに妊娠前女性のBMIの低下

（すなわち痩身）、喫煙率の上昇が見られることから、

Ohmiら11）は、栄養不良と喫煙が、子宮内発育不全の原

因だと推定している。東京都の妊婦を調査した中村ら I2)

の研究によれば、分娩時週令別に出生時体重を比較した

場合、出生時体重はあらゆる分娩時週令において低下し

ていた。これとは独立して早産の割合も年々増加してい

た。妊婦の妊娠前のBMIは、妊娠中体重増加、出生時体

重、分娩時週令と有意に正に相関していた。

低出生体重児増加の背景には、美容を目的とした過度

のダイエットが20歳代、 30歳代の女性に流行し、さらに

妊婦にまで痩身による美容を勧める風潮のあること、産

科でも妊娠中毒症の軽減を目的とした食事制限を勧めて

いる状況がある。ワコール人間科学研究所の調査によれ

ば、 1980年に比較すると2002年の妊婦は、身長がより高

く、体重はより軽く、腹部がより小さく、ウエストにく

びれのある体型となっている I3）。

国民栄養調査成績によれば、 20歳代女性の亜鉛摂取量

は所要量を下回っている。栄養摂取不足による栄養失調

が、我が国妊婦の栄養状態の基調を成しており、それが

出生時体重の低下を招いていることは明らかである。中

でも亜鉛は体内での貯蔵もなく、妊婦の亜鉛摂取不足が

胎児の子宮内発育不全に直結することが明らかにされて

ミネラルの生理機能（2）一微量元素一

p 

。 0.50 1 

8.05 

8.01 8.27 8.57 

7.91 8.41 9.16 

7.75 8.47 9.84 

7.55 8.43 10.6 

7.12 8.13 10.5 

L、る。出生時体重の低下は、糖尿病、高脂血症、高血圧

症などの種々の慢性疾患を増加させることが明らかとな

っている I4ーI8）。亜鉛をはじめとする妊婦栄養の改善を

図る必要がある。

近年、亜鉛欠乏による認知の低下が注目されている。

特に、中国人やメキシコ系アメリカ人の児童を対象にし

たPenlandらI9-22）の研究の結果、亜鉛添加が認知の中で

も注意や理由付けを向上させることが明らかとなってい

る。また、穆病患者では、血清亜鉛濃度が健常者よりも

低下していることが知られているお～25）。

亜鉛は大脳辺縁系、特に海馬中濃度が最も高く、シナ

フ。ス小胞は海馬全体の約8%の亜鉛を含む21)0 大脳辺縁

系は最も原始的な部分であり、嘆覚、性行動、欲求、情

動、認知の中枢である。亜鉛欠乏では海馬苔状神経線維

シナプス小胞のキレート可能（chelatable）亜鉛と長期活

性化が消失し、短期記憶が損なわれるお）。亜鉛欠乏動物

では、体重低下、体脂肪の喪失、食欲不振と周期性摂食、

ストレス反応や攻撃性の昂進がみられる2九ヒトの神経

性食思不振症では、体重の低下、体脂肪の喪失、拒食

(anorexia）と大食（bulimia）の繰り返し、抑惨状態、不

安の昂進、亜鉛摂取量の低下、血清亜鉛・尿中亜鉛排池

の低下が見られることから、亜鉛欠乏が本症の病因ある

いは増悪化の原因であると推測する研究者も多いc実際、

神経性食思不振症の患者は、亜鉛摂取量が低く、亜鉛サ

プリメントの投与によって体重の回復が見られ、抑穆状

態や不安が改善したことが報告されているzx-:12lつ

米国の2000年の食事摂取基準にも記載があるように、

亜鉛トレーサーを用いて亜鉛代謝を速度論的に解析する

技術が発達し、亜鉛の必要量決定に利用できる可能性が

ある。 1963年、 Prasadら33）は、亜鉛補充によって治癒し

ILSI No.75-9 
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た肝牌腫、性腺発達不全、血清鉄低下がみられた低身長

（小人症）の少年では、静脈内投与された放射性65Znト

レーサーが正常よりも急速に消失することを報告した。

Prasadらの論文33）は、ヒトの亜鉛欠乏症における亜鉛代

謝動態の変化を最も早く報告したものである。この急速

な亜鉛トレーサーの消失は貯蔵鉄の少ない女性6）や実験

的に低亜鉛食を摂取した男性34.35）でも発見されている。

なお、米国の月経のある女性（18歳から40歳）では、亜

鉛トレーサーの急速な消失に伴う食事性要因は、亜鉛の

良い摂取源である赤身の獣肉の摂取不足と亜鉛の吸収阻

害因子である高頻度の牛乳の摂取およびビタミンCサプ

リメントの摂取であった6）。 Millerら36）は、亜鉛トレー

サーを用いて速度論的に求められる急速交換性亜鉛プー

ル（Rapidlyexchangeable zinc pool、48時間以内にほぼ全

量が交換されるプール）と亜鉛摂取量の聞に正の相闘が

存在することを見出した。さらに亜鉛摂取量と亜鉛の速

度論的指標の関係が究明されれば、亜鉛代謝を定量的に

評価できるようになり、必要量の推定がより精密になる

と考えられる。

(3）銅

銅欠乏によって生ずる鉄欠乏性貧血に類似するが、鉄

不応、性の鉄芽球性貧血ならびに好中球減少37）を伴うこと

があり、単に鉄の利用効率が下がることが銅欠乏性貧血

の発生機序ではない。銅はコラーゲンの架橋形成をする

lysyl oxidaseの補酵素であり、銅欠乏によってコラーゲ

ン形成不全に伴う骨異常、動脈癒、心臓の破裂、肺気腫

など多彩な症状が発生する。銅欠乏症の動物38.39）には

不妊症が発生し、不妊症の女性では血清中銅濃度が低下

していたという報告がある 40）。 Cu/Znsuperoxide 

dismutase (SODl）を中断させたマウスは完全な不妊とな

るか、あるいは妊字性が低下し、血清中卵胞刺激ホルモ

ン（FSH）と黄体化ホルモン（LH）は低下していた41)0 雌

ウサギは、銅投与で排卵が誘発され、ウサギの視床下部

の神経分泌頼粒にCuATPを加え培養するとLHが遊離さ

れる 42）。したがって、銅はLHの遊離に必要であり、そ

の欠乏によって排卵が阻害されると考えられる。

若年成人男性における実験的な銅欠乏では、 0.83mg/ 

日の銅欠乏食の給与により、血清銅の低下、高コレステ

ロール血症、不整脈が発生した43）。銅をl.03mg／日給与

する銅欠乏食では、 24人の男性被験者中4名に心臓の異
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常（1名は心筋梗塞、 2名は重度の頻脈、 1名は期外性心

拍）が発生した制。銅を補酵素とするドーパミンpモノ

オキシゲナーゼの活性低下によりノルエピネフリンの合

成が障害され、心臓の刺激伝導系機能障害を来たし、不

整脈が発生したと推定される。

Menkes病はP-type-ATPaseの1種であるATP7Agene 

product （またはprotein）あるLミはMenkesdisease protein 

の異常が原因である。 ATP7A protein は主にtrans-Golgi

networkに分布し、細胞内に取り込まれた銅を

basolateral membrane Iこ細胞内輸送する45. ~Ii）。 Wilson病

はP-type-ATPaseの1種であるATP7Bgene productあるp

はWilsondisease pro舵inの異常を原因とする。ヒトでは

ATP7Bが肝臓および腎臓で発現している47）。

(4）モリブデン

モリブデンは、体内でモリブドプテリンに生合成され

てモリブデン補因子（MoCo）となり、亜硫酸酸化酵素、

キサンチン酸化酵素、アルデヒド酸化酵素の補酵素とし

て機能する。長期完全静脈栄養法施行中に発症したモリ

ブデン欠乏症例では、昏睡に至る易刺激性、頻脈、呼吸

数の増加、夜盲がみられ、症状・徴候は、蛋白や含硫ア

ミノ酸の制限で緩解、亜硫酸イオンの投与で悪化した。

組織中亜硫酸酸化酵素活性は低下、チオ硫酸イオンの排

池は25倍に増加し、硫酸イオンの排池は70%低下、血禁

中メチオニン濃度は著明に上昇した。これらの症候は、

147μg／日のモリブデン（300μgのモリブデン酸アンモニ

ウム）の投与で治癒した48）。

Gephyrin （ジェフィリン）は、中枢神経系では抑制性

神経伝達物質（グリシンやガンマアミノ酪酸）の受容体

を細胞膜に固定し、全身の組織ではモリブデン補因

(MoCo）を生合成する酵素権合体の一部を形成するとい

う2つの機能を併せ持つ（moonlighting）タンパク質であ

る49～ 52）。ジェフィリンは、スプライシングの｛士方によ

って1種類の代謝型と 10種類の神経型のアイソフォーム

が形成される。代謝型はヒトの全身の組織で発現し、神

経型10種は中枢神経系で発現している。ジェフィリンを

欠損させたマウスでは、抑制性神経伝達物質受宮体とモ

リブデン酵素活性の両者が失われ、早期死亡、過度の驚

博反応を中心とする中枢神経症状（hyperekplexia）、亜

硫酸の蓄積がみられた52）。この病像は、ヒトの遺伝性驚

博症（humanhereditary hyperekplexia）に類似してL、る。



(5）クロム

1959年SchwarzとMertz53）は、トルラ酵母ーショ糖飼

料で飼育したラットにみられた耐糖能異常が酵母から抽

出した「耐糖因子（glucosetolerance factor) Jの投与によ

って治癒されることと、 3価のクロムが耐糖因子の活性

要素であることを発見し、クロムの必須性を提唱した。

耐糖因子の化学的性状は明らかにされなかったが、クロ

ム欠乏による耐糖能の低下は3価のクロムそのものによ

って改善されることが明らかとなった。

長期完全静脈栄養法によってインスリン不応性の広範

な糖脂質代謝異常（高血糖、耐糖能の低下、エネルギー

利用障害、呼吸商の低下、血清中遊離脂肪酸濃度の上昇

など）、窒素代謝異常、体重減少、末梢神経障害、代謝

性脳症類似の昏迷状態等を発症し、しかもクロム投与に

よってそれが改善または治癒されることからヒトにおい

てもクロムが必須で、あるとされ54-58）、 AIないし栄養所

要量が策定されている。

1980年、 WuとWada1ま、ラットの肝臓および尿中に

低分子量のクロム結合物質が存在することを発見し、低

分子量クロム結合物質low-molecular-weightchromium-

binding substanceと命名した。 YamamotoとWadaは、ウ

サギの肝臓から抽出した低分子量クロム結合物質は、分

子量約1,500のオリゴペプチドであることを突き止め、

副皐丸傍脂肪組織においてインスリンによって活性化さ

れるグルコースの輸送と酸化を促進することを明らかに

した59）。低分子量クロム結合物質は、細胞膜のホスフォ

チロシンホスファターゼを活性化すること60）並びに、イ

ンスリン感受性インスリン受容体チロシンリン酸化酵素

を活性化すること 61.62）が発見された。これらの結果に

基づいてDavisとVincentは、低分子量クロム結合物質が

インスリン受容体における情報伝達システムに必要でーあ

るとするスキームを提唱し63）、 Vincentは低分子量クロ

ム結合物質に対してchromodulin（クロモデ、ュリン）と Lミ

う名称を用いることを提案した出）。

(6）ホウ素

ホウ素は、アフリカツメガエル（Xenopuslaevis）の初

期発生に必要である65-68）。正常な匪発生の指標である

卵核胞崩壊（germinalvesicle breakdown）は、ホウ素欠

乏によって発生率が減少した。この崩壊率の低下は、プ

ロゲステロンとホウ素を同時に投与した場合のみ改善し
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た。プロゲステロンの受容体への結合はホウ素欠乏によ

って低下したが、ホウ素投与によって正常に復した66）。

従ってホウ素はプロゲステロン受容体機能発現に必要で

あると考えられる。

ゼブラフィッシュではホウ素欠之によって受精眼の

45%が死滅するが、ホウ素投与怪では2%しか死減しなか

った日）。マウスの初期怪を72時間培養した場合、ホウ素

欠乏雌マウスから採取した目玉の57%が変性したが、ホウ

素投与雌マウスから採取した怪ではその割合が20%に止

まった河）。

ビタミンD欠乏のヒヨコの骨塩沈着は、ホウ素欠乏で

更に低下した71)。ヒトでは、ホウ素投与が、閉経女性の

エストロゲン補充療法への反応性を向上させ、低銅・マ

グネシウム食誘発性の血清カルシトニン並びにオステオ

カルシン濃度上昇を減弱させることが明らかとなってい

る72）。このようにホウ素の不足が、ヒトの健康に悪影響

を及ぼすという証拠は多い。

(7）ニッケル

ヒトや高等動物におけるcyclicnucleotide-gated cation 

channel (CNGC）は環状グアノシンモノヌクレオチド

(cGMP）によって開閉されるカチオンチャンネルである。

ニッケルは網膜粁状体外節型のCNGCの開放状態並びに

嘆細胞型のCNGCの閉鎖状態を安定化する 7:1)0 ニッケル

とCNGCの解離定数は約60nM(3.5ng/mL)で、生理的濃

度3ng/mL（ヒト血清平均値）程度である。 CNGCは網膜

光受容細胞、嘆細胞、中枢神経ニューロン7:l）、循環器74）、

腎集合管制、生殖器、精子76）などに広く存在する c

高等動物におけるニッケル欠乏でラットの繁殖率が低

下する77）。ニッケル欠乏ラットでは、精嚢重量、前立腺

重量、精巣の精子産生速度、精巣上体中精子数や精子の

運動能が低下し、精子の精巣上体通過時間が短縮してい

た。ニッケル欠乏ラットでは収縮期血圧が有意に上昇し

ていた78.79）。 Dawsonらは、正常対照集団に比較して血

圧が有意に高く、精禁中ニッケル濃度が有意に低い精錬

工の1集団を発見している問）。

これらの欠乏徴候を説明するメカニズムとしてはニッ

ケル欠乏によるCNGC機能の障害あるいは、 CNGCを終

末に持つ情報伝達系の上流側の障害が想定されるので、

今後の研究が期待される。
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(8）ルビジウム

RbはNa+_K+-ATPase （従ってNa+pump）によるATP

の加水分解並びにカリウムとナトリウム輸送を部分的に

阻害する 81）。ラットの腎尿細管におけるATPのNa+-

K+-ATPasel二よる加水分解速度はVmax:の約20～30%

であり 82）、 Rbを含む通常の飼料を摂取している動物で

は体内のNa+-K+-ATPaseの活’性が部分的に阻害され

た状態にあると考えられる。ルビジウム欠乏によって高

カリウム血症などのカリウム代謝異常や心臓中銅濃度の

低下を来す83）。銅の膜輸送および細胞内輸送を担うタン

パク質は銅輸送ATPaseであり 46）、 Rbが銅輸送ATPaseの

機能の調節に関与している可能性もある。

3.結語

このように微量元素の生理機能は多彩であり、一纏め

にすることはできない。それぞれの微量元素の生理機能

の解明が進み、すべての微量元素に対して科学的根拠に

基づいた栄養所要量が策定されることが理想である。早

急に食品成分表が完備され、栄養所要量の定められてい

る微量元素について栄養計算が可能となるよう望まれる。
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ジアシルク‘リセロールの栄養特性
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「エコナク ッキングオイル」は、 1998年に特定保健用食品として 「この油は、ジアシルグリセロールを主成分とし

ているので、他の食用油と比較し、食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、しかも体に脂肪がつきにくいのが特長で

すJという表示内容を許可された。ジアシルグリセロールのもつ上記の特徴は、単回および長期ヒ卜摂取試験により

検証されている。すなわち、試験油摂取後の血中脂質分析から、同じ脂肪酸組成のトリアシルグリセロールに比較

し、血中中性脂肪上昇が小さく、更に、長期摂取試験における体脂肪量の解析から、 トリアシルグリセロールに比

較し、腹部脂肪量の低減が認められている。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊安安

<Summary> 

“EconaR Cooking Oil”has been approved to uηγclaims saying出at''Since this oil consists mainly of diacylglycerol, 

it has the nature of suppressing postprandial serum triglyceride increase as well as excess body fat accumulation.. as 

Food for Spec泊edHealth Use (FOSHU) in 1998. Such nature of diacylglycerol was confirmed by single-dose and long-

term studies in humans. Results of serum lipid analysis showed that increase in serum triglyceride was lower when 

diacylglycerol was consumed in comparison wi出 consumptionof triacylglycerol whose fatty acid profile was identical to 

diacylglycerol. Also in long-term studies, abdominal body fat amount was smaller when compared to triacylglycerol 

凶｛ensubjects. 

1. はじめに

Nutritional Characteristic of Diacylglycerol 

を抑え、かつ独特の風味を与える優れた調理法と言われ

ている。

しかしながら、 一方で脂質の過剰摂取による肥満への

影響が問題となりつつある。平成12年国民栄養調査によ

ると、日本人のエネルギー摂取量に占める脂質エネルギ

ーの比率は、昭和20年代で10%以下であったものが

TAKUJI YASUKAWA 

Health-care Laboratory, 

Kao Corporation 

脂質は同じ重量で比べると、タンパク質や糖質に比し

最も高いエネルギーを産生することができる栄養源であ

り、各種脂溶性ビタミンの吸収にも重要である。さらに、

指質による調理は高温短時間で済むため、栄養素の損失

Health Function Claims and the Scientific 

Substantiation -6-
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26.5%に増加している。 20～30代の日本人男性では、 1

日当たり約70gになっており、 40～ 50代でも、 60g以上

の脂質摂取量となっている。肥満は脂質の過剰摂取が大

きな要因と考えられるが、特に内臓脂肪蓄積型肥満は、

高脂血症、高血圧、糖尿病などのいわゆる生活習慣病の

発症に深くかかわっていることが明らかとなってきてい

るI）。日本では日本肥満学会基準により、 BodyMass 

Index (BMI＝体重÷身長2）が25以上となると肥満と判断

されるが、上記調査においてBMIが25以上の肥満者の

割合は全体の22.7%であり、 30～ 60代の男性では約3割

が肥満となっている。

このような状況を踏まえ、脂質代謝改善を目的とした

様々な機能性食品・素材の開発が活発になっている。

「エコナクッキングオイルjは、 1998年に特定保健用食品

として「この油は、ジアシルグリセロールを主成分とし

ているので、他の食用油と比較し、食後の血中中性脂肪

が上昇しにくく、しかも体に脂肪がつきにくいのが特長

です」という表示内容を許可された。本稿ではジアシル

グリセロール（DAG）の栄養特性、許可表示内容に関す

る科学的根拠について紹介したい。

2. DAGの構造、分布、製造

図1にDAGとトリアシルグリセロール（TAG）の構造を

示した。 TAGはグリセロール骨格に3個のアルキル基が

結合しているのに対し、 DAGは2個のアルキル基が結合

している。 DAGにはアルキル基の結合部位の違いによ

り、 1,2 （または2,3)-DAGおよび1,3-DAGの2つの構造

体が存在しており、その存在比は3:7である。

Triacylglycerol 
(TAG) 

<(H20COR 

!(HOCOR 

CH20COR 

(R:fa仕yalkyl) 

Diacylglycer。I
(DAG) 

r-． 
・・・圃園田

70% 
<(H20COR 

!(HOH 

CH20COR 

30% 
<(H20COR 

!(HOCOR 

CH20H 

1,3・Diacylglycerol1,2-Diacylglycerol 

図1 卜リアシルク‘リセロールとジアシルク、リセロール

の構造

Figure l Structure of triacylglyse「oland diacylglycerol 
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一般の食用油の主成分はTAGであるが、表1に示すよ

うに、 DAGは全ての食用油lこ、 1～10%程度含有されて

いる2,3）。しかし、 DAGに関する栄養学的研究は、消化

機能が未発達な乳児の舌腺リバーゼによる DAG産生に

関するScowらの研究4）等があるだけで、これまでほとん

ど報告例はない。近年DAGを酵素法で大量かつ高純度

で製造する方法が開発された5）。この方法により、 80%

以上のDAGを含む油脂を製造することが可能になった。

この場合も含有されるDAGの約7割が1,3-DAGであるこ

とがわかっている。

表1 食用油中のジアシルク、リセロール含量

Table l Contents of DAG in the edible oils 

Soibean oil 

Monoacyl-
glycerol 

Cottonseed oil 0.2 

Palm oil 

Corn oil 

Safflower oil 

Olive oil 0.2 

Rapseed oil 0.1 

Lard 

Diacyl- Triacyl 
glycerol glycerol 

1.0 97.9 

9.5 87.0 

5.8 93.1 

2.8 95.8 

2.1 96.0 

5目5 93.3 

0.8 96.8 

1.3 97.9 

3. DAGの食後血中指質上昇抑制効果

(Weight弛）

Others 

1.1 

3.3 

1.1 

1.4 

1.9 

2.3 

2.3 

0.8 

油を含む食事を摂ると、血中中性脂肪値は一時的に上

昇する。これは、小腸由来のリボタンパクであるカイロ

ミクロンと、カイロミクロンの代謝の過程で分解されず

に残った小型のリポタンパク粒子であるカイロミクロン

レムナントの増加、ならびにカイロミクロンレムナント

により運ばれた脂肪を利用して肝臓で生成されたVLDL

の増加によるものである。空腹時の血清脂質は正常を呈

していても、食後の血清脂質が異常に増加する症例、あ

るいはこの増加が長時間にわたって持続する症例が報告

されている。こうした症例は「食後高脂血症Jと呼ばれ

ており、動脈硬化性疾患との関連が問題となっている6）。

近年、疫学的にも食後高脂血症が動脈硬化性疾患の危険

因子であることを示唆する多くの成績が発表されてい

る。このような背景から DAGの食後血中中性脂肪に対

する影響について検討が行われている。
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(1) DAGの食後血中中性指肪上昇抑制効果

健常男子10名に対して、体重印kg当たりDAG油20gある

いは脂肪酸組成をほぽ困じにしたTAG油20gを単回摂取さ

せ、摂取後2時間おきに血中中性脂肪値を二重盲検クロス

オーバー試験にて測定した。その結果、血中中性脂肪値の上

昇量が、摂取後4時間目でTAG油摂取群より有意に小さい

結果が得られた。更に、図2に示すように、この試験におい

て分析したカイロミクロン中の脂質の変動について調べた結

果、 DAG群ではTAG群に比し、カイロミクロン中TAGが有意

に低下していることがわかった九また、単回摂取量をlOg

(n=13）あるいは44g(n=17）に設定した同様な試験において

も、食後の血中中性脂肪の上昇抑制効果が認められた8）。

100 

'80 

- 60 
ω ω 。』
~ 40 
訴CJ、

、~ 2日
。
。 2 4 6 

Time (h) 

図2 食後力イロミクロン中性脂肪値の変化

e: DAG，口 TAG. 初期値に対する変化量平均

値±SD、n=l0、＊:TAGに対して5%の危険率

で有意差有り

Figure 2 Mean change from baseline (Ll) in 

postprandial chylomic「onneutral fat concentration. 

Mean± SD. n= l 0. e: DAG.口 TAG.ヤ Significantly

different from the corresponding values for the TAG. 

P<0.05 (Student's t test for paired values) 

(2) DAGの食後血中レムナント指質上昇抑制効果

健常男子6名に対して、単回摂取（体表面積lm2あたり

30g）試験によりレムナントの指標とされるレムナント様

リポタンパク恨LP）中のコレステロール値および中性脂

肪の定量を行った。その結果、 DAG油摂取群は、 TAG油

摂取群よりもRLPコレステロールおよびRLP中性脂肪の

上昇が有意に抑制されることを確認し、食後のレムナン

トの上昇が抑えられたことが明らかになった（図3)9）。

RLP-Cho RLP-TAG 

車 P<0.01

au

凋
守

ω凶
C
伺
Z
0
4
F

0o 2 4 6 8 0 2 4 6 8 

Time ( h) 

図3 RLPコレステロールおよびRLP中性脂肪の食後

経時変化

・： DAG.口 TAG. 平均値±SE、n=6、

十two-wayANOVAで有意差あり

Figure 3 Change of RLP Cholesterol and RLP TAG目

Mean± SE. n=6.・： DAG，口： TAG.*・ P value is 

significant main effect by two-way ANOVA. 

4. DAGの体脂肪蓄積抑制効果

近年、内臓の脂肪細胞は単なるエネルギーの貯蔵臓器

としてだけではなく生理活性物質（アディポサイトカイ

ン）を産生していることが明らかにされている。アディ

ポサイトカインには、インスリン抵抗性の要因となる

TNF－α（Tumor Necrosis Factor－α）や血栓を作りやすくす

るPAI-1(Plasminogen Activator Inhibitor Type 1）、血管

平滑筋の遊走・増殖をひき起こすHB-EGF(Heparin 

Binding-Epidermal growth factor-like Growth Factor）など

が報告されており、内臓脂肪型肥満は高脂血症、高血圧、

糖尿病等の様々な生活習慣病の発症に深く関わっている

ことが明らかになっている 10）。このような背景からDAG

長期摂取による腹部脂肪、特に内臓脂肪量に対する影響

について検討がなされている。

(1) DAGを1日10g長期間摂取したときの効果

DAGを長期に摂取した場合の効果を以下のように検

討した。平均BMIが24の27～49歳の健常男子38名を2

群に分け、 1日あたり試験油摂取量をlOg、総脂質摂取量

を約50gとし、 12週間の長期摂取試験を行った。 4週毎

にCTスキャンによる腹部内臓／皮下脂肪量の測定を含

む身体測定と採血を行った。腹部脂肪量は、瞬中心の腹

部CT像から内臓脂肪面積および皮下脂肪面積を求めて

ILSI No.75-19 
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脂肪量とした。内臓脂肪、および内臓脂肪量と皮下脂肪

量を合計した体脂肪量において、 DAG群はTAG群に比

し、有意に低い値を示した（図4）。また、体重、 BMIに

おいても、 8週目以降に、 DAG群はTAG群に比し、有意

に低い値を示した11）。

Total Fat Visceral Fat Subcutaneous Fat 

100 
は札 I 110 I hi. 105 

g 90 ~ ~Ill ＼孟、～ I95 

ヌ 80' 80 

8 12 4 8 12 8 12 

Week of Study 

図4 腹部体指肪量（体脂肱内臓脂肱皮下脂肪）の変化

・： DAG，口： TAG. 平均値±SE、n=l9、

本：TAGlζ対して 5%の危険率で有意差有り、

料・:TAGに対して 1%の危険率で有意差有り

Figure 4 Mean change in abdominal fat (total fat. 

visceral fat. and subcutaneous fat) 

Mean土SE. n=l 9.・： DAG.口： TAG.Significantly 

different from the corresponding values fo「theTAG.*: 

P<0.05. **<0.0 l (Student『st test for paired values) . 

(2）米国人を対象にした長期摂取の効果

平均体重95kg、BMI34の米国人被験者（n=127）を対象

にした長期連用試験を実施した。普段の食事から一日当

たり約500-800kcal低減した食事を設定し、全摂取エネ

ルギーの15%相当のDAG油もしくはTAG油を試験食とし

て24週間摂取させた。全試験期間にわたり、体重と

DEXA法により求めた体脂肪量が、 DAG油摂取群におい

てTAG油摂取群より有意に低下した（図5)12）。

5. DAGの作用機構解析

( 1）燃焼エネルギーおよび消化吸収率

ボンブカロリーメトリーによるDAG油およびTAG油

の燃焼エネルギーは、 DAG油が9.30kcal/g、TAG油が

9.46kcal/gで、あり、実際の食事ではほとんど影響のない

差と考えられる。ラットに試験油を投与し糞中の脂質含

量を定量することによって得た消化吸収率は、 DAG油

およびTAG油ともに96.3%であった 13）。このことから、

DAGの栄養特性は、吸収エネルギーの低下によるもの

ではないと考えられた。
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Fat mass 
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ー12
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図5 米国での長期摂取試験（体重、体脂肪の変化）

．目 DAG，口・TAG. 平均値±SE、

DAG群：n=65、TAG群：n=67、

two-way ANOVAで有意差あり

24 

Figure 5 Change of body weight and body mass in 

US study 

Mean± SE. DAG:n=65. TAG:n=67.・： DAG.口TAG.P

value is significant main effect by two way ANOVA. 

(2）エネルギー消費量

ラットの呼気分析から、 TAG油に比べ、 DAG油は投

与後の酸素消費量が増加し14）、呼吸商が低下したことか

ら、脂質の燃焼によるエネルギー消費量の増加が起こっ

ていることが示唆された15）。

(3）消化管内での消化生成物

TAGは、消化過程で1位および3位のエステル結合が

騨液リバーゼにより加水分解され、脂肪酸と2－モノアシ

ルグリセロール（MAG）に消化され小腸上皮細胞に吸収

される。これに対してDAGの主成分である 1,3-DAGの

消化生成物は、ほとんどが脂肪酸と 1-MAGであり、こ

うした消化生成物の違いがDAGの栄養特性発現につな

がっているものと考えられる 14）。

(4）吸収後の小腸上皮細胞での代謝

小腸上皮細胞においてTAGの消化生成物である 2・

MAGと脂肪酸は、再びTAGに再合成されて中性脂肪と

して、カイロミクロン中に取り込まれリンパへ放出され

る。 1,3-DAGを摂取した場合の消化生成物である 1-MAG

は、小腸上皮でのTAG再合成が生じにくく、そのことが

DAG摂取後の血中中性脂肪の上昇抑制の原因であると

推察される7）。

さらに、肥満マウスを用いた実験では、小腸で、の熱産成

タンパク質である脱共役タンパク質（UCP-2; uncoupling 

protein-2）および脂肪酸の戸酸化分解に関与する酵素群の
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遺伝子発現が増加し、脂肪酸の戸酸化分解活性が上昇す

ることが報告されている。また、 DAG投与後の小腸上

皮細胞における中性脂肪への再合成速度の低下に伴っ

て、遊離脂肪酸の濃度が高まることが認められており、

これが小腸における脂質の分解・燃焼機能を克進させる

という機序が示唆されている 16）。

DAGの作用機構についてのより一層の解明のために

は、生化学的および生理学的手法を用いた更なる試験、

解析が重要と考えられる。

6. おわりに

DAGの栄養特性に基づくヘルスクレームの科学的根

拠を紹介した。

DAGは必須脂肪酸の供給源や、ビタミン類の吸収を

助けるなどの油としての必須特性を欠くことなく、食後

の血中中性脂肪が上昇しにくく、体脂肪になりにくい機

能を有するため、一般の油（TAG）に置き換えて使用す

ることで、肥満や生活習慣病の一次予防の改善に寄与す

ることが期待される。
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シリーズ「ニュートリゲノミクスの食品機能への応用」－2ー

ニュートリゲノミクスの誕生と

その原理および食晶への応用
東京大学大学院震学生命科学研究科

阿部啓子

ヒトゲノム計画の完了は食品研究に新たな扉を聞き、ニュートリゲノミクスと呼ばれる科学が誕生して世界各国

で急速に発展している。その基盤原理は、食品摂取後の標的器官組織での遺伝子発現を主にDNAマイクロアレイ解

析によって網羅的に検証し、体内でのトータルな効果を予測することにある。われわれはタンパク質栄養、味覚刺

激、食品安全性のニュートリゲノミクスに従事している。本項ではその最近のデータをこの科学の国際的発展状況

とともに報告する。

女＊＊女＊＊ヲ毎食安安安安安安安＊安＊安安

<Summary> 

The completion of the human genome program opened a new door to food and the science, referred to as 

nutrigenomics, was born to develop rapidly in many countries of the world. The principle is based on comprehensively 

verifying, primarily by DNA microarray analysis, the gene expression is target organs and tissues after food ingestion 

for assessment of its total effect in the body. We are engaged in nutrigenomics involving protein nutrition, taste 

sensation, and food safety. The author reports here on our recent data as well as an the internationally developing state 

of the art. 

1. はじめに

生物の本質であり、そして生命活動を担う遺伝情報は

ゲノム（DNA）に刻まれている。その情報を伝えるG,A, 

T,Cの4文字で表される塩基は核の中にあって対になり、

二重らせん構造をとっている。ヒトの場合、全部で約30

億対があり、これを読み取る作業が2001年に完了した。

Applying Nutrigenomics to Food Sciences -2-
The Birth of Nutrigenomics and Its Basic Principle, 

with Special Reference to the Food Applications 
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ヒト以外にもマウス（2002年）を含む真核生物約10種、

原核生物約80種そして古細菌約20種の生物のゲノム情

報が明らかになった（表1）。つまり、私たちは誰でも、

いつでも、どこでも知りたい時にこのような遺伝情報を

手にすることが可能になったのである u 食品の研究にゲ

ノム情報を取り入れようという流れが起こり、

・・Nutrigenomics （ニュートリゲノミクス）という新しい
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Professor 

Depa門mentof Applied Biological Chemistry, 

Graduate School of Agricultural and Life Sciences, 

The University of Tokyo 



シリーズ「ニュートリゲノミクスの食品機能への応用」－ 2一二ユー卜リゲノミクスの誕生とその原理および食品への応用

表l いろいろな生物のゲノム

Table l Genomes of various organisπ1S 

種 塩基数 染色体数 遺伝子数

ポリオウイルス 7,500 (1) 
マイコプラズマ 58,070 (1) 467 
大腸菌 4,640,000 (1) 4,397 
パン酵母 12,100,000 4 約6,000
線虫 1 00,000,000 6 約14,000
ショウジョウバエ 14,000,000 4 約12,000
稲（お米） 430,000,000 12 約50,000
サンショウウオ 90,000,000,000 12 ？ 

マウス 3,300,000,000 20 約30,000
チンパンジー 3,000,000,000 24 約30,000
人間 3,000,000,000 23 約30,000

科学が誕生した。 2002年2月にEUの産・官・学を中心

とした第1回国際会議がオランダで聞かれた。筆者も参

加したが、この会議は“ニュートリゲノミクス”をどのよ

うにとらえるかの枠作りであった。本項では、“ニュー

トリゲノミクス”の誕生のきっかけと、この新しい技術

の紹介とその食品研究への活用法などについて述べてみ

たい。

2. 機能性食品

食品に機能があると提唱されたのは約20年前である。

それまでの食品研究は、栄養面（一次機能）と晴好面（二

次機能）から主として行われてきたが、これらとは全く

異なる視点として「病気を予防する機能」として生理面

（三次機能）からの働きを解明する研究がクローズアップ

された。「食は医なり」と考えられていた古来より、食は

健康の源であったが、それに加え長寿社会を迎え「生活

習慣病を防ぐ食品」に学会、官界、産業界が注目した。

そしてわが国の大学、国立研究所、企業の食品科学者の

多くが生理機能の研究に従事し、現在に至っている。

このような状況の中、三次機能研究は「機能性食品」

(functional food）とL、うネーミングを産み出し、そのコ

ンセプトと共に日本発で世界に広まっていった。一方

“functional food”に遅れをとったアメリカやEUは、巻き

返しを図り、「次世代機能性食品」「三世代機能性食品」

というネーミングを掲げ始めた。とくにEUでは産業界

を中心に「ポストゲノム研究Jを食品研究に組み込む仕

組み作りをスタートした。“Nutrigenomics”は、まさに

そのような背景の中、 EUにおける産官学共通の技術と

して掲げられたのである。 2002年2月のオランダで開催

された会議では、「Nu仕igenomicsの概念j、「食品研究へ

の利用法」、「消費者にこの新しい技術をいかに受け入れ

てもらうか」等、むしろ、基盤づくりに腐心した感じを

受けた。この技術を使うに当たり、「ヒトの健康」に貢献

する食品だからこそ、消費者に受け入れられるような配

慮が大切であり、「GM食品の二の舞はご免」といった感

想すらサイエンテイストの口から聞かれた。しかし、

「個々の研究者は着々とnutrigenomicsの研究を進めてお

り、食品開発に積極的にこの技術を使用している」気配

を感じた。そして何よりも、 EUはnutrigenomicsの手法

を用いて「機能性食品j研究を大きく発展させ、世界の

主導権をとる戦略が明確に打ち出された。

最近、 Naturegenetics誌に「Nutrigenomics:goal and 

strategiesJの総説が掲載された。栄養学研究の新手法で

あるNutrigenomicsは、食品を介して生じる生体の恒常

性（変化程度）や代謝をゲノムへの影響でみようとする

道具であろうと提唱している。そして、その利用として

次の2つの具体例を挙げている。

(1）栄養素が直接遺伝子発現に関与する、例えば食品

成分と転写因子の関係の解析

(2）健康と何らかのストレスを受けている身体におけ

る栄養素の影響の解析

著者らは、 nutrigenomicsをpharmacogenomicsと比べ

て説明している。食品中の栄養素「dietarysignalsJは単一

化合物である薬（drugsignal)と異なり、権合因子を同時

に摂取することから、その効果也被合的な遺伝子発現を

導き出すことを想定し、そこに意味があると強調してい

る。つまり、 dietarysignalsのアウトプットを遺伝子発現

プロファイルで判断するのである。そして場合によっては、

糖尿病や高血圧症などの病態モデルを使うことにより、

病気や代謝異常との関係を解明することも可能で、あると

述べている。要するに本論文により、①＂ Nutrigenomics”

が学問分野で認知され、② Nutrigenomicsは食品を摂取

することによって生じる生体（生理）応答をgenome-wide

で理解するという共通の認識が確立したわけで、ある。

3. DNAマイクロアレイ

食品を摂取したことにより生じる変化をトランスクリ

プト（m貯仙）から解析する利点は何であろう。ヒトのゲ

ノムは約30億塩基対あるが、実際に転写される遺伝子の

種類は約30,000である。ところが、細胞の中で翻訳を受

ける際、その開始点が数カ所あったり、さらには翻訳さ

ILSI No.7s-23 
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れた産物（タンパク質）が修飾され、実際には1種類の遺

伝子から数10種類の異なったタンパク質が生成すること

も珍しくなL、（図1）。これらのタンパク質を解析する手

段も、二次元電気泳動やマススベクトル等の機器を使用

する方法、抗原抗体反応、リガンド結合を利用する方法

など、めざましく発展している。が、すべてのタンパク

質の動態を一挙に同時に調べる（プロテインチップ）技

術は、現在のところまだ開発されていない。それに代わ

り、約3万の遺伝子の量は測定することができる。それ

を可能にする装置がDNAマイクロアレイである。 DNA

チップとも呼ばれるDNAアレイとは約2cm四方のスラ

イドグラスの板に約3万の全遺伝子断片を固定化したも

のである。生体組織や細胞からmRNAを抽出し、それに

蛍光標識をして、 DNAアレイ上のDNA断片とハイブリ

ダイズさせる。その結果、その組織（細胞）中での全遺

伝子の発現状態を網羅的に知ることが可能である。発現

量の大小は、タンパク質の量とも相関し、その結果、代

謝産物にも関係すると推定される。したがって、図2に

示したようにnutrigenomicsはトランスクリプトーム解

析を中心とする方法ではあるが、それはプロテオームや

メタボロームをも包含するといえる。

現在、使用されているDNAマイクロアレイ用のチッ

プは、さまざまな会社から市販されている。各々細かい

特徴はあるものの、大別すると2つの方式に分かれる。

固定するDNAにoligonucleotidesを用いるか、比較的長

~ 、cDNA断片を用いるかの遣いである（表2）。前者は発

現量の定量性に、後者は異なる2つの組織間で相違のあ

る遺伝子を抽出することに優れている。

RT-PCR、ノーザ、ン、 RNAプロテクションなどによる

遺伝子発現量の測定やディファレンシャルスクリーニン

グ法による特異的発現遺伝子の同定は、古くから行われ

ゲノム

転写時調節

翻訳時調節

後翻訳時修飾

プロテオーム

3,000,000,000塩基対

↓ 
30,000遺伝子

↓ 

～3倍
↓ 

～1.2倍
↓ 

10倍以上
↓ 

>1,000,000種のタンパク質

図1 ヒトのゲノムとブロテオーム

Figure 1 Human genomes and proteomes 
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Nutrigenomics 

ノl遺伝子 ・ G… 
同→｜転写産物 • Transcriptomics 

出、｜タ川質 P… 
＼｜代謝産物 ・Met油olomics

図2 食品研究におけるこユ一卜リゲノミクスの概念

Figure 2 Concept of nutrigenomics in food research 

ニュートリゲノミクスは、食品を摂取することによるト

ランスクリフトーム、ブ口テオームそしてメタボローム

の影響全体をゲノム情報か5解析する

表2 DNAマイクロアレイ
Table 2 DNA microarray 

Affymetrix方式

oligonucleotides on glass in plastic 
case→GeneChiP 

断片化したcRNAを
ハイブリダイズさせる

個々の遺伝子に対してバッ
クグラウンド測定用配列が
存在（単一組織のRNAのみ
で発現解析が可能）

定量性が高い

Stanford方式

cDNA on slideglass 

長いcDNAをハイブリダイズ
させる

異なる状態の同組織または異
なる組織をバックグラウンド
とする（二つの組織由来の
cDNAを競合的にハイブリダ
イズさせる）

定量性は低い

てきた。 DNAマイクロアレイ法は原理的には上記の方

法論と同じであるが、一挙に全遺伝子の発現量のデータ

が得られる点に特徴がある。したがって、 DNAアレイ

解析は得られるデータ処理過程がポイントになる。

Affymetrix社の場合、データはまずデータソフト

(MicroArray Suite）を用いて解析すると、表3のようなテ

キストファイルとして出力される。整理番号、シグナル

強度（発現量）、発現の検定（発現が認められる（P）、不

明瞭（M）、認められない（A））、検出の有意差、 Gene

bank／こ登録されている遺伝子の説明などが表示される。

一般に“A’と判定された遺伝子は対象外とする。だが、

2つの組織や状態の異なる組織をくらべる場合は、両者

の相違を示す、例えば、一方で“P＂，他方で 1”となる遺

伝子こそ注目すべきである。つまりどのような遺伝子群

に着目するかは、どのような情報を望むかによって異な

る。たとえこのようにして絞り込んだとしても遺伝子群
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表3 MicroArray Suiteによる解析結果

Table 3 Outcomes from Microarray Suite analyses 

AFFX M"'IL2_ot 
AFFXMu刈L10_at
AFFX M"rlL4 at 
AFFX MurFAS at 
AFFX B'oll-S_at 
AFFX B'oB M_at 
AFFX Bi。B3 at 

↓ 
整理番号

s;gn•I 。etecUocDot P""'"° De<e ipti。n
3.724 A D.941556 附 67日 Mo国 einte巾＂＇＇＂＇＇＂・ 2)geoe e>oo 4'' 
2.005 A 0 937071 M37B97 Moo,. lot°''""" 10 mRNA oomplote od•" 
0.716 A 0.999143 M25B92 M回 m＂喧＇＂＇＂喧 inter1euk加4(Iト4)mRNA 
3.294 A 0.760937 M83649 M＂隠 m"""'"''" •ntigen mRNA oomplete od•" 

176.314 P 0.001593 JD4423 E coli bi。Bgeoe biotin synt>etase （ー5M-3 
457.757 p 0.00回 目 J04423 E coli bioB gene blot川S卯曲目ぉe十5M-3 
212.980 P 0.000127 J04423 Ecoli bioB ge闘 bio山 synthet3'e(-5 M 3 

発現の検定
“P’’re5ence 
“M”町ginal Gene bankに登録され

“A”bs聞 ce ている説明l↓i 
シグナル強度 検出の有意差

はまだ数千はある。これ以降の解析はシグナル強度の高

（低）！｜闘に数を限定したり、両者のシグナル強度の倍率差

を設定をしたり、ある特定のメタボリック系に焦点を絞

ったり、あるLミはt－検定をする等の方法により注目する

遺伝子数を狭めるのがよく行われる方法である。 DNA

アレイはあくまでもツールであり、 これを利用して「は

じめて抽出される遺伝子群」をL功、に見つけるかである。

統計学の知識と、その食品の機能特性の知識が重なって

はじめて意味のある遺伝子群を見い出すことができると

思われる。

以下にいくつかの具体例を紹介する。

4. 研究例

。タンパク質の栄養効果の検証

東京大学の加藤グループは、小麦グルテンをタンパク

質源とした飼料をラットに与え、その効果をカゼイン飼

料を与えたときの効果と比較している。

雄ラット（Wistar）を2群に分け、試験群には12%グル

テン飼料を、対照群には12%カゼイン飼料を7日間投与

した後、それぞれの群のラットから肝臓を摘出し、全

RNAを抽出した。両群RNAを次にcDNAに、さらに

cRNAに変換した後、ラット由来の約8000の遺伝子を配

列させたDNAマイクロアレイ（A帥me凶xU34）にハイブ

リダイズさせた。

解析の結果、対照群と比較して試験群で2倍以上の有

意な強度で発現が変化した遺伝子の数は111に及んだ。

ここで、上向き調節されたのは61、下向き調節されたの

は50であったが、興味深いのは、上向き調節されたもの

のうちの15はコレステロール代謝関連のタンパク質（例

えば hydroxymetylglutaryl-CoAや cholesterol7・α

hydroxy laseなど）の遺伝子であった（表4）。事実、血清

の総コレステロール濃度は試験群で、93±8mg/dl、対照

群で、68±6mg/dl(p<0.05）であったので、グルテン食が

示すこの効果の原因が遺伝子レベルで推定されたことに

なる。

．呈味成分の生理効果の検証

私たちは、 トウガラシの辛昧成分であるカプサイシン

をラットの舌に塗布し、それが口腔の体感感覚神経（た

とえば三叉神経）に与える影響をしらべている。

試験群のラットの舌には50μ g/mlカプサイシンの

O.IMジメチルホキシド（DMSO）溶液を対照群のラット

の舌にはO.lMDMSOを与え、 4時間後に三叉神経節を摘

出して全RNAを抽出した。以後は上記の操作で試験群の

cRNAと対照群のcRNAを調整し、アレイ解析を行った。

その結果、試験群の体性感覚神経では、免疫を増強さ

せるタンパク質である主要組織適合抗原（MHC）型の遺

伝子、ある種の殺菌タンパク質の遺伝子など、生体防御

に寄与するタンパク質をコードする遺伝子群が上向き調

節されていることが判明した。これはカプサイシンを摂

取し、「辛い」（hot）という感覚が脳に伝えられたことが

きっかけとなり、それと連動して日中に自己防御のシス

テムが出来上がることを示唆する。

．食品安全性予測の試み

高崎健康福祉大学の渡辺グループおよび広島大学の回

辺グループの共同研究チームは、小麦のアレルギ一保因

者用の低アレルゲン小麦食品を開発した。彼らは、低ア

表4 タンパク質栄養に応答して発現が変化した遺伝子

の機能分類上の遺伝子数

Table 4 Numbers of genes whose expressions were 

up-or down-regulated at least twofold in live「

12G PF 
Functions 可p-DoWn"

~出
Gro岬 thfactors 3 3 3 5 

Rec泡ptorsand signal transduction 3 3 4 25 

Energy metabolism 2 6 4 10 

Transport and binding proteins 2 6 6 19 
G匂neexpression control 5 6 5 16 

Stress responses 3 2 I 3 

Cholesterol metaboli叩 l 15 0 0 11 

Lipid metabolism 0 6 3 8 
Metabolism of xenobiotics 4 2 7 5 

Amino acid metabolism 2 0 7 13 

Biologic oxidation 3 0 8 7 
Inflammatory responses 0 0 0 2 

Cell cycle 0 2 0 6 

Cell structure 2 O 0 3 

Ribosormal pro包ins 0 0 II 0 

Unas日畠ned 17 14 38 51 

Total 61 50 97 184 

I2G: 12%グルテン食、 PF：無タンパク質食
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レルゲン小麦製品の酵素分解物であるグルテンペプチド

がグルテン組織のアミノ酸混合物と栄養学的に有意差が

ないことを動物実験で確認した。東京農業大学の荒井ら

は、低アレルゲン小麦粉を試験試料、原料試料としてラ

ットを飼育し、常法に従って、肝臓RNA→ CDNA→c 

RNAの操作を行った後、アレイ解析を行った。

その結果、試験群と対照群でほぼ同等の遺伝子発現が

起きていることを見いだした。これは、アレルゲン小麦

粉が通常の小麦粉とほとんど変わらない影響を約8000の

遺伝子に対して示したことを意味し、安全性に関しては

同等で、あることを物語る。

このように、ニュートリゲノミクスは食品安全性の事

前予測にも使用されうるのである。

5. おわりに

ヒト・ゲノム計画の完了はゲノム情報利用科学（ポスト

ゲノム科学）の時代の幕を開けた。食品科学・栄養科学

の新領域である機能性食品科学の分野に誕生したニュー

トリゲノミクスは、安全性を含めた食品のトータルな効

能効果を網羅的に解析し、生体に対する食品の働き（機

能）の実態を根源的に（DNAレベルで）解析する先端科学

である。

このような研究を産学で行うため、近く東京大学大学

院農学生命科学研究科にILSIJapan寄付講座「機能性食

品ゲノミクス」が開設される。
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1969年 お茶の水女子大学家政学部食物学科卒業

1971年 同大学大学院家政学研究科食物学専攻修士課程修了
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食品ゲノミクス研究センター ILSI Japan寄付講座設置に向けて

食晶ゲノミクス研究センター
ILSI Japan寄付講座設置に向けて

本年2月に開催された平成15年度総会で承認いただい

た、機能性食品科学のプロジェクトの具体的な進行計画

に掲げられた標記の寄付講座について、開設の目途がつ

いたので、概要を紹介します。

1. 背景

アメリカで、 1978年に発足したILSIの活動は、今や全

世界約400の会員企業から構成される、巨大組織に成長

した。日本支部は確かに！LSIGlobalの世界規模で、の各種

メガプロジェクトに参画し、それなりの貢献はできてい

るが、 一方ではフリーライダー（ただ乗り）と称する人

もいる。すなわち、 ILSIの他支部の成果物や、 ILSIのブ

ランドに依存（寄生）するばかりで、 ILSIGlobalへの貢献

が少なすぎるとの批判である。

機能性食品科学については健康表示研究部会のたゆま

ぬ永年の活動で、研究成果を「日本の機能性食品の現状

と課題J、「機能性食品の健康表示一科学的根拠と制度に

関する提言 jとしてまとめ、更に英語版へ翻訳して他

支部へ紹介し、高い評価を得てきている。この部会の活

動成果はその後2001年10月パリで開催された 「機能性食

品：科学的および世界的な観点jで日本支部から発表さ

れた。

EUではもともと ILSIの活動に公的資金が導入されて

いる上、機能性食品プロジェクトにも大型の研究費がつ

いており、戦略的な取り組みのおかげでここ数年間の間

ILSI Japan-Endowed Chair: 

ILSI Japan理事

明治乳業株式会社

常務取締役研究本部長

桑田 有

に飛躍的に科学の領域、制度面での充分が計られ、今や、

機能性食品科学の中核を担う勢いである。

h医食同源”の現代科学として日本が世界に発信した機

能性食品のサイエンスが、このように近年、ヨーロ ッパ、

北米に追い越されてきている。

日本の食品産業の発展に欠かせない基盤研究領域の一

つであるニュートリゲノミクス分野を、欧米と競合しう

るレベルに高める必要がある。

日本のBT戦略会議で強調された研究開発の圧倒的充

実の研究分野として、食品機能解明も研究項目に掲げら

れてはいるが、バイオの大型研究は、ヒトゲノムの解明

と合わせて、テーラーメード医療やゲノム創薬のような

医療、創薬領域へ重点が置かれている。

今春、横浜で開催された日本農芸化学会総会時の産学

学術交流委員会で、尾身幸次先生（前科学技術政策担当

大臣、ライフサイエンス議員連盟会長）は、バイオ技術

が実用化され産業に貢献しているのは、各種の発酵産業

を中心とした農学領域である事実の認識を高められた。

このことは今後、食品を扱う産・官・学にとって大いに

歓迎すべき事である。

2. 提案

このような背景を受けて、 ILSIJapanは、食品産業界

の意志として学界と連携して、先行研究を共同で実施し、

研究成果を集積するほか、行政に対してバイオの重点領

TAMOTSU KUWATA, Ph.D. 
Research Center for Functional 

Food Science and Nutrigenomics 

Managing Director, Division of Research and Development, 

Meiji Dairies Corporation 

Member of the Executive Committee, 

ILSI Japan 
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域としての食品機能研究への関心を高め、次世代の機能

性食品研究へ大型研究予算を取り込むために寄付講座の

設置を考えている。

寄付講座に参画される会員企業にあっては、次のよう

なメリットが考えられる。

①各社の基盤研究の効率的推進

②先端的な知的創造物の創出

③研究員の研究能力向上

④基盤研究のアウトソーシング

~研究費の効率的運用

⑥学界とのネットワーク、緊密な関係強化

等が考えられる。

ILSI Japanの研究部会は、糖質部会活動を除くと大部

分の活動は情報の収集、整理、解析であり、会員企業の

保有する研究能力を発揮する具体的な研究業務の受け皿

を作ってこなかった。食品機能性研究を中心に各種委託

研究にILSIとして応募したくても、具体的に対応する研

究機関がなかった。

この寄付講座が開設されると、すぐには対応できない

にしても適当な応募課題があれば申請できるようになる。

3. 寄付講座の概要

寄付講座への参加申し込みは5月30日で最終締め切りと

し、当初の目標5,000万円には達しなかったが、 25社、

4,400万円が確保できた。年度毎の東京大学への寄付金は、

4,400万円を超える分については問題ないので、次年度以

降、本寄付講座への参加を希望される会員企業も歓迎する。

ILSI Japan内での推進体制については、専任のコーディ

ネーターを採用し、各社研究のサポート体制、大学内他

教室との協力体制も構築する予定である。詳細な説明会

は7月初旬開催を目途に日程調整に入っている。

①設置年月日（設置期間）

平成15年11月1日（平成15年11月1日～平成20年10

月31日） 5年間

②大学名（部局名）

東京大学大学院農学生命科学研究科

③寄付講座の名称、

機能性食品ゲノミクス研究センター

④寄付者

日本国際生命科学協会（略称 ILSIJapan) 

28一一ILSINo.75 

⑤担当教官及び職名

助教授1名、助手1名（選考中）

⑥研究目的

21世紀に入って“食と健康”への社会的関心が一段と

高まる中、産学連携の共同利用センターとして開設

される本寄付講座は、食品が生体に対して示す諸々

の働き（機能）を遺伝子レベルで根源的に解析・評価

しつつ栄養面、晴好面、そして病気予防面に優れた

安全な機能食品の設計・開発の主要基盤を提示し、

学術の研究・教育および産業の創出・育成の両面で

国際社会に新たな貢献を果たす目的で設置される。

⑦研究内容及び研究課題

上記の目的を達成するため、その学術基盤として日本

が世界へ発信し、欧米が鋭く追随し始めた機能性食

品科学を技術基盤として、今世紀に入って画期的進

展のあったゲノミクスの食品・栄養学的側面である

ニュートリゲノミクスを駆使し、下記の課題を推進する。

a.新開発食品および本邦固有の食品素材につき①

栄養面、②感覚面、そして③生理面での機能を

DNAアレイ解析などによって評価するυ

b.評価結果に基づき①栄養特性、②晴好特性、そし

て③生活習慣病の予防効果に優れた安全な機能

性食品を、さらに近い将来は個人差（特定の遺伝

子の一塩基多型）に対応したテーラーメード食品

を設計し、具体的な各個製品の開発を実現する。

⑧期待される成果

a.従来の帰納法的（各論始動型）開発研究に網羅的

ゲノミクス基盤の演緯法的（総論始動型）解析研究

を加昧し、基礎解析から応用開発までの新しい研

究体系を産と学が一体になって確立する拠点が形

成される。

b. この拠点を1つの核として、すでに欧米の機能性食

品分野で実現している産・学（さらに産・学・官）コ

ンソーシアムを圏内で初めて構築し、学術面・産業

面（そして行政面）で国際競争に克ち得る体制を組

織するためのストラテジーが具体化される。

4. 寄付講座の仕組みと食品機能性研究の将

来展望

( 1）寄付講座の仕組み

寄付講座の仕組みは図1に示す通りである。
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図2 食晶機能性研究の将来展望
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図3 食品機能解析ゲノミクスセンター（東京大学大学院農学生命学科研究科）｜しSIJapan寄付講座

(2）食品機能性研究の将来展望

ILSI Japan全体の中における本講座の位置付けは、従来

のライフサイエンス研究委員会の健康表示部会が中心と

なった機能性評価基準グループと連携して、学界、官界ナ

ショナルプロジェクトも巻き込んだ食品機能性研究フォーラ

ム内で研究成果を整理・統合・解析し、世界の食品機能

性研究をリードしつつ、！LSIGrobalと共同歩調を取りな

がら、広義の機能性食品の評価や、表示の国際標準化の

作製の一翼を狙う事ができれば幸いと考えている（図2、3）。

!LSI Japanが寄付講座を開設する事は、 ！LSIGlobalの

視点からも緩めて画期的な施策であり、 日..SI各支部から

注目され、大いなる期待も寄せられている。

また一つの企業が単独で、寄付講座を設置する事はめず

らしい事ではないが、食品産業25社が！LSIの名の下に集合

し、共通の目的で活動する事は、日本の食品業界で初めて

の試みであり、注目も集まるので、 5年後には立派な成果

が創出できるように調整・運営に当たりたいと考えている。

略歴

桑田有（くわたたもつ）農学博士

1968年 北海道大学農学部大学院修士課程修了

1968年 明治乳業株式会社入社

中央研究所・調製粉乳の開発

1980年 カナダ、プリティシュコロンピア大学留学

1985年 農学博士（北海道大学）

1989年 中央研究所、技術開発研究部長

1994年 栄養科学研究所所長

1999年 研究本部長（取締役）

2001年 常務取締役研究本部長

日本農芸化学会評議員（1998年4月一）、日本畜産学会評議員

(1998年4月一）、日本食品科学工学会 理事（2002年4月一）、

DHA ・EPA協議会会長 （2003年5月～）

全国牛乳普及協会健康っくり委員会副委員長（2000年4月一）、

乳業技術協会理事（2000年5月一）、日本国際生命科学協会（！LSI

Japan）理事（1994年4月一）
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シリーズ安全性評価 11-4 

水の安全性評価
水質基準に基づく水の品質保証

サントリー株式会社

品質保証部’分析科学センタ 所長

但馬良一

飲料メーカーにとって水は極めて重要な原料である。井戸水や水道水をそのまま製造に使うにしても、何らかの

処理をして使うにしても、その水質を如何に管理するかが、最終製品の品質を大きく 左右する と言っても過言では

ない。日本の場合、食品衛生法で「飲用適jの水を使用することが義務付けられており、その要件の中で26の項目が

設定されている （2003年4月末現在）。

法律上は「管理運営基準jによ って「年にl回以上jと定められているが、現実には殆どの飲料メ ーカーは、 年に数

回以上の分析を更に多くの項目について分析実施していると思われる。今回、 WHOの水質ガイ ドラインおよび、水

道法の大幅改定の動きを受けて、飲料メーカー各社はその対応方法を考え直す必要が出てきた。本稿は、 一飲料メー

カーを例として「水質基準に基づく水の品質保証」の方法を紹介するものである。

* * * * * * * * * * ＊可~ ＊オ. ＊求女＊ * * 

<Summary> 

Water is a very important resource for beverage industry. When well water or tap water is directly used for 

production or used after certain processing, the control of its quality markedly affects the quality of final products. In 

Japan, the Food Hygiene Act requires the use of water “appropriate for drinking”， imposing 26 requirements (as of April 

2003). The law requires water analysis “once a year or more”according to '"control criteria", but most manufacturers 

appear to perform analysis in more than the 26 items a few times a year or more. Due to the establishment of WH01s 

Guidelines for Drinking-water Quality and marked revisions in the Waterworks Law, it became necessaiγfor beverage 

manufacturers to re-evaluate water quality control measures. This article presents an example of water quality control 

to meet the established water standards in Japan using a beverage manufacturer as a model. 

Safety Assessment ｜卜4

Safety Assessment of Water -Quality Assurance to 

Meet Water Standards in Japan 

30ー ILSINo.75 

RYOICHI TAJIMA 

Executive General Manager 
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1.はじめに

地球上における水循環の過程下で、人類のために不可

欠な水はその利水目的ごとに、上水、下水、農業用水な

どに区分され、それぞれに求められる基準は異なる。中

でも上水は、我々の生活の中で最も身近であり、人々の

意識の中で注目を受け、安全性や美味しさといった要求

品質も高度で‘ある。取り分け、食品メーカーにとって用

水は、総ての商品に何らかの形で影響を及ぼすものであ

り、何を ・どれだけ ・どのようにと言う、安全性保証の考

え方と技術の確保は極めて重要である。最近、内外の法

規制を見ても水道法やWHOガイドラインの大幅改正が

実施されようとしており、その大きな流れの中で、用水

品質保証をどのように再構築するかが重要になってきた。

2. 水質基準の現状と今後

水道法、 WHOの改正点や項目毎の安全性解説などは、

インターネットのホームページでも極めて丁寧になされ

ているので、本紙での深い説明は避け、以下にそのポイ

ントを示すに止める。

http:/ /ygnet.mizudb.or.jp/ippan/Suidou Kaisetu/ Asp/Sui 

douKaisetuFrame.asp 

http://www.jwwa.or.jp/infoindex.html 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0203-3.html 

http://www.who.int/water_sanitation_health/GDWQ/Up 

dating/3rdedition.htm 

( 1）食品衛生法

1978年に水道法が改定されて以来、表1に示す26項目

が「飲用適」の基準とされている。食品メーカ ーの場合、

その基準を遵守すれば法規格上の問題は無いが、食品品

表 1 食品衛生法「飲用適Jの基準

Table 1 The standard of “Appropriate for drinking" 1n 

the Food Hygiene Act 
軍百
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質への影響項目や、より高いレベルの安全を保証するた

めに、水道法やWHOガイドラインを参考に、さらに多

くの項目を追加して保証しているのが現状と考える。特

に、 1992年の水道法大改正で「基準項目Jが46項目にな

った以降その傾向は強い。

(2）水道法

日本の水道法は、図1に示す通りの変遷を続けてきた。

このうち、基準項目は、水道水に遵守義務が諜せられた

項目であり、 2003年4月末現在で46項目が定められてい

る。その内訳は、図示する通り「健康に関連する項目jで

ある29項目と、 「水道水が有すべき性状に関連する項目」

の17項目で構成されている（「水質基準に関する省令J

1992年12月12日付厚生省令第69号）。基準項目及びそ

の規制値は、 WHO等の検討対象項目を参考にしつつ、健

康影響等に関する知見、諸外国の基準等の設定状況、検

査技術等を総合的に踏まえたとされている。現在、その

水道法が来春の施行に向けて大幅に改正されようとして

L、る。今までと大きく変わった点は、地域のリスク調査

に基づいて重点管理すべき項目を決めることと、農薬の

管理に総農薬方式が導入されたことである。具体的には、

測定した1種類でも目標値を超えではならず且つ、測定し

た農薬の全体の濃度も、数式で定められた一定量を下回

らねばならないとされている。これにより、効率的で地域

に則した水道水品質保証が可能になるとの狙いがある。

(3) WHO水質ガイドライ ン

水質ガイドラインの改正（第三版）が今まさになされ

ようとしており、注目すべきは、 'ten-fold concept .. （ガ

イドライン値原案の1/10を超えて検出される場合にガイ

水

区画面E 1957年

工工
｜箆 J1> ~iF （クRti同 l l 1978年

立笠隻＝

1 健庫に関する29項目 l 同 抽 射 晴 樹 ｛ 羽 す る17咽

・－・－ーし一一．一一－＂一一－一一ー長一一ー
; -~!1!.91$1 ..：司~~IL ； 巴吃＇！6き哩！警 ：.~；宅号 ；！.聖書~翌日ょ ~3:_!1$1 ;

（指針値〉 I1 ｛目標値｝ よ〕，｛目標値）

l木省河kの安全件向上｜ ｜ 水道水の質的向上｜

水道水質に関宮る11 7項目 2004年一予定

｜白血llI I 
I 岡市E I 

肉、農薬101種薮含む

図 1 水道法改正の変遷

Figure 1 The transitio「lof water supply law rev1s10門．
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ドラインf直を設定しようとするもの）の考え方を明確に

導入したことであろう。これについても、より合理的に

客観性のある基準作りが実現されたといえる。また、多

くの項目で基準値の見直しもなされており、是非前述の

ホームページでチェックしておいて戴きたい。

3.社内基準

大きく変化する内外の水質基準改正の流れを受けて、

飲料メーカー各社は科学的な安全と、消費者の安心を得

るために確実で、効率的な社内基準作りをしなければなら

ない。それは、各社のリスクマネジメントによるもので

あるが、以下に食品企業を例としてその考え方を示す。

(1）食品製造に用いる社内水質基準のあり方

前述の通り、食品衛生法で定められた26項目以外に、

現在の水道法基準項目である46項目のうち、少なくとも

健康に関連する29項目を満足させる努力が払われている

ものと思われる。更に、企業によっては汚染リスクが否

定できない監視項目をも追加し、社内の食品製造用水水

質基準としてその保証に努力されているものと考える。

原水および処理水について、水道法やWHOガイドライ

ンなどを参考にしつつ、独自に集めた情報を元に安全性

に関する基準っくりを行う。更に食品企業の場合、濁り

や沈殿、槌色といった食品の安定性に関わる項目や、美

昧しさ、有効成分変化といった機能性に関わる項目にも

注意が必要である。即ち、安全性、安定性および機能性

を満足するための基礎データの蓄積と、科学的な設定根

拠がその企業の技術力といえる。

(2）分析頼度

食品衛生法では、水道水以外の水を食品製造に用いる

場合、管理運営基準の準則（法19条18第2項の規定）によ

って年に1回以上の検査が義務付けられている。実際に

は、特に飲料メーカーの場合、年に数回の分析を毎年決

まった月に実施することにより、水質の傾向を読み取っ

ているものと考える。その分析は、外部分析機関に出し

ているところが多いと推察されるが、管理運営基準の準

則に定められた「年に1回以上Jの分析は、一定の施設と

設備を有する社内分析部門で、適切にバリデーションさ

れた方法に則って分析されていれば社内データでも良

く、更に、社外から分析技術や施設・設備に関する何ら
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かの認証を受けたり、 f§iJえば環境計量士を設けるなど、

信頼性に対する配慮、がなされていればなお好ましい。

(3）データの共有化と異常時の対応

水質分析は偶発的な汚染や変化のみならず、定点観測

による傾向を読み取ることが重要である。そのために、

毎回の分析だけで完結するのではなく、全データを使つ

ての視覚化や統計学的解析が必要となる。そこで有用な

のがパソコンを用いてのデータベース化であり、必要な

時に誰もが漏れなくデータを抽出し、様々な解析が可能

となる。複数の工場や用水を対象としている場合は特に

有用で、、ホストコンビュータにデータを格納することで広

範囲な共有化が可能となる。異常時の対応もデータベー

ス化されることで、その解析は迅速となり、小さな傾向

も発見し易くなる。異常若しくはその傾向が発見された

場合、迅速に的確な対策をとるとともに、必要であれば

理論の異なる複数（3通り以上）の方法で分析の信頼性を

確保する。重要な決断を遅らせないためにも、日頃から

そのような分析技術を確立しておく必要がある。

4. 用水品質保証の考え方と事例

本項では、食品企業の用水品質保証の考え方と事例を

以下に紹介したい。

( 1）分析体制

特に、全国各地・世界各国に工場を有するメーカーの

場合、数多くの井戸水や処理水を有することになり、そ

の分析と評価のシステムをどのように構築するかは重要

な課題である。例えば、工場毎に分析施設や設備を有す

べきか？もしくはー箇所に集めて一斉に分析すべきか？

の選択が必要となる。前者の場合、工場毎の個別管理が

可能となるが、各工場毎に施設と設備が必要となる。同

時に、分析と保守管理ができる技術者と、法律や水に関

する専門家が必要となる。更に、会社全体で見れば工場

聞の情報交換や、技術の水平展開をスムーズに行うため

に相当の工夫と労力が必要となる。一方、後者の場合一

箇所に集中して分析ができるので、施設や設備に思い切

った投資をしても全工場に導入することに比較すれば投

資金額は遥かに小さい。また、担当する技術者も実務を

通じて圧倒的な量の技術的経験が積めることから、専門

家としての育成も効率的であり加えて、情報が一元化で
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きることから技術・知見の社内各部への水平展開も容易

である。それでも、 pHや濁度及び臭気・味など、水質

の異常を発見するために頻度高く検査すべき項目は現場

に移管せざるを得ないことと、各工場に対する個別の木

目細かな管理を十分行うためには、前述のデータベース

や後述する 「5.7.技術の共有化」などの工夫が必要となる。

(2）用水品質保証の事例

具体的な話の方が分かり易いと思われるので、当社の

例を紹介すると次の通りである。

・水分析の流れ

年間延べ分析検体数： 1000数百検体、 1検体あたりの

年間延べ分析項目数 ：300数十項目の場合、外部検査機

関に委託した時の推定費用はl億円を下らない。ここで

社内分析の場合、設備投資額（人件費込み）は年間換算

で約2500万円と経費だけを見ても断然有利で、ある。更に、

前述の通り水平展開、専門家の育成の外、迅速性や秘密

保持にも安心して対応できるため、社内での集中分析の

メリ ットは極めて高いといえる。

毎月の手順

①日本各地、世界各国から 100数十の検水が毎月分析

科学センタ ーに送付される。

②採水容器寸法とモジュール化された専用の大型引き

出し式冷蔵庫に保管する（図2）。

③後述する方法により分析を実施する（約120検体 ・

数十項目の分析を、開始から報告まで3週間以内に

終了）。

図2 水専用引き出式冷蔵庫

Figure 2 Water Bxclusive use drawable type refrigerator 

④データは特注のデータベースで管理し、 管理職によ

る承認作業もパソコンで行う 報告書は、 当該工場

に対するコメントも付記できるようにな っており、

データを元に加えた考察を記入する。データベース

は毎月更新され、検索は各種演算子を使って迅速 ・

簡便にできる。

⑤報告は総て表計算ソフ卜に自動的に変換され電チメー

ルで日本各地、世界各国に送信する。受け予は、分

析科学センターから発信されたコメント（提案～警

告）を読み取ると共に、受け手である工場自身も自

分たちに合った図表を活用し、水質のトレンドを読

み管理に役立てる。

⑥年度末には、その年の全データを用いて用水の種類

毎に中長期トレンドを解析し、関係各部署に報告す

る。勿論、毎月の分析において要注意の傾向が認め

られれば、別途対応することは言うまでも無い。

5. 分析方法と注意点

どの項目に、どの分析法を用いるべきかの説明は、前

述のホームぺージに詳しく述べられている

本項では、当社における用水分析法の考え方と事例を

紹介したい。

(1）連続流れ比色分析

比色分析可能な項目は、臨床分析に広く活用されてい

る連続流れ分析装置を使用する。筆者の部署では、ブラ

図3 オートアナライザ（TRAACS)

Figure 3 AutoanalyzerσRAACS) 
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ンルーべ社のオートアナライザー（図3）を使用しており、

蒸留もインラインで可能なため、フッ素やフェノールと

いった項目にも極めて有効である。この場合、信号の形

状がステディーステートであることから、バラツキは極

めて小さくデータの信頼性は高い。また、少量の検水で

多項目が同時に分析できることから、用水分析に無くて

はならない装置であり、既に30年前から導入している。

(2）重金属等を始めとする金属類

重金属を始め多くの金属類は原子吸光分光光度計また

は、高周波結合型プラズマ質量分析装置（ICP-MS）及び、

高周波結合型プラズマ発光分析装置（ICP-AESと略）を使

用している。基本的にはICP-MSまたはICP-AES用いる

が、濃度の高いアルカリ、アルカリ土類金属は原子吸光

（または原子発光）分光光度計を用いる。また、更に高

L、信頼性を必要とする場合は、全く理論の異なる3通り

以上の方法で分析することにより、自信を持って工程に

フィードパックすることができる。

(3）低沸点有機化合物類

低沸点有機化合物類（VOCと略）には、工業薬品とし

て使用されるトリクロロエチレンを始めとする化合物類

と、塩素殺菌により生成するトリハロメタン（以下THM

と略）類があり、いずれもヘッドスペースガスクロマト

グラフ質量分析装置（GC-MSと略）で分析するのが一般

的である。ここで、注意が必要なのはTHMの温度依存

性である。それも経時的に濃度変化が起こるため、試料

移送にはTHMの生成を抑制するために酸を添加してpH

を下げたり、還元剤を添加してその消長を防止する必要

がある。また、管理面で注意が必要な点として、水処理

工程でしばしば使用される活性炭の破過がある。その性

質上、 voeの中で、分散力が小さいクロロホルムからリー

クが始まる。分析技術者は、用水の定期分析において、

クロロホルムリークの兆候を見逃してはならない。また、

voeは一般に極性が低く、同じような極性を持つ設備に

収着を起こす。例えば、イオン交換樹脂に対する収着性

も高く、樹脂の再生にTHMを多く含む水道水を使った

場合、樹脂（ポリマー）にTHMが収着し、次にきれい

な用水を流した場合、逆に樹脂からのTHM溶出を受け

ることになる。このような現象は、活性炭塔の後にイオ

ン突換樹脂塔を設置している工程で見受けられる現象で

ある。
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(4）農薬

農薬分析には液体クロマトグラフ質量分析装置（LC-

MSと略）及び、 GC-MSを使用する。水に溶けている（高

極性）農薬の場合、基本的にはLC-MSで分析できるもの

が圧倒的に多く、最近の超高感度LC・MSであれば、相当

数の農薬が一斉分析可能でーある。農薬分析で重要なこと

は、何月に分析（採水）するか？の決定と、周辺でどん

なリスクがあるか？の調査である。筆者のところでは、

毎年、全工場に対してリスクを聞き取り調査し、コアの

農薬とリスク農薬を含めて、最も汚染リスクの高い6～ 7

月に分析を実施する。また、痕跡でも農薬が検出された

場合、今度は汚染リスクが低い筈の11月に再分析し、そ

れが一過性のものか否かを見極めている。

(5）その他の分析手法

1) 理化学試験

少数試料の陰イオン分析は、多項目同時分析可能なイ

オンクロマトグラフを活用する。ただ、この場合ステデ

ィーステートが得られないことから、繰り返し分析によ

りその信頼性を確保しなければならず、多検体同時分析

に有用な連続流れ分析との守備範囲は異なる。その他、

最近では多くの試薬メーカーなどから、高性能な簡易分

析キットが販売されており、現場分析やスポット分析に

重宝する。また、社内で分析を鴎賭する項目の1つにダ

イオキシン類がある。そのような項目は、割り切って外

注に廻すことも重要な決定である。そのためにも日頃か

ら社外分析機関の信頼性、納期、価格など必要な項目を

ピックアップし評価しておくことが必要で、ある。

2) 生化学試験

近年、抗原抗体反応を利用した測定法が盛んに開発さ

れ、理化学試験用分析キットと同様、多くの試薬メーカー

などから販売されている。注意すべきは擬陽性が出易い

ことであるが、スクリーニングには極めて有効である。

その他、固相抽出法による変異原性試験も化合物種を限

定しないマクロ分析としての位置付けがあり、より高い

安全・安心が求められる用水管理などで活用されてい

る。一方、現場での原水管理法としてヒメダカを用いた

魚毒性試験があり、特に、表流水や化学物質の混入若し

くは、病原性物質の混入が予測される場合に有効である。
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6.分析機器の管理とデータの信頼性確保

分析が高度化すればするほど、分析数が増加すればす

るほど、迅速性が要求されればされるほど、分析装置は

専用化の方向に進む。例えば、 GC-MS分析の場合、分

離カラムの交換をするだけでも①温度を下げ②真空を

破り ③カラムを交換し ④真空に戻し ⑤温度を上げ

⑥漏れ検査を実施と半日を要する。そのようなことでは、

人が何人いても足りないばかりか、緊急時の要求速度に

ついて行けない。それより、目的別にセットアップされ

た装置を準備し、次から次に分析をするほうが、遥かに

効率的である。特に、水分析の場合常に最高感度が要求

され、コンタミネーションも許容できないことから、分

析機器類の専用化が必要となる。また、実験室にも工夫

が必要で、あり、室内での環境汚染に注意を払わねばなら

ない。例えば、有機溶媒抽出をしている実験室と共通で、

あれば、 voe分析に影響を及ぼす恐れがあるし、検水の

近くで油性フェルトペンを使われただけでもトルエンの

汚染を受けてしまう。筆者のところでは、用水分析の専

用実験室を設け、床・壁・天井材は言うに及ばず、建具

や備品に至るまで可能な限り有機溶剤の使用を避け、汚

染防止への配慮を行っている。次に、問題になるのが膨

大な装置の管理である。検出感度が高くバラツキが小さ

いだけでは駄目であり、カタヨリに問題があってはなら

ない。その信頼性は一定の試薬の純度と化学天秤の精度

に遡る。同時に、計器類の適合性や取扱い技術の信頼性

が必要となる。それら一定の信頼性の中から得られた標

準液を用いて、分析機器類の校正を行うのであるが、デ

ータのトレーサビリティーは客観的に認知されなくては

ならない。すなわち、その記録は明確で、あると共に改ざ

んされないよう工夫が必要である。これも弊社の例で恐

縮であるが、 1987年に環境計量事業所として登録し、機

器類の日常点検、定期点検の方法と記録簿の整備、分析

方法とそのバリデーションの確保及び、技術者教育のシ

ステムに至るまで整備した。

設備が整った分析施設（当社の場合は分析科学センター）

の分析信頼性が確保されて始めて、工場を含めた全社の

データ信頼性、言LEかえれば飲料製品の品質信頼性に結

びつくと考える。

7. 技術の共有化と用水品質保証レベルの向上

全国各地・世界各国には、イントラネットを用いて全

項目についての技術解説を始め、法基準や処理技術につ

いても情報を提供する。社外のインターネットにもリン

クして、社内のイントラを充実させることで社内教育の

教材として活用できる。更に、各工場が抱える個別問題

については、解決のための技術支援を実施するが、今ま

での経験で有効と感じた方法に出張セミナーがある。こ

れは、当該工場が抱える問題や興昧のある課題に対して、

集中講義すると共に対応策を指導するものであるが、全

社からー箇所に集めて一般論を講義するのと違い、聴講

者の関心度は当然の事ながら高く、極めて効率的なセミ

ナーが実現する。以上のような対応に加え、 pHや残留

塩素、濁度、臭気、微生物等、日常的な分析を工場で実

施し、それを技術支援することによって確実Eつ、効率

的な用水品質保証が安価に実施可能となる。

略歴

但馬良一（たじまりょういち）

サントリー株式会社品質保証部・分析科学センタ一所長

日本包装学会・理事／日本食品化学学会・評議委員／！LSIJapan 

安性全部会・オフプレーパ一分科会長／大阪生活衛生協会・理

事／PETボトルBTB技術検討委員会・委員／環境計量士／公害

防止主任管理者／大阪環境計量協会会員
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安全性評価ミニ講座（9)

水の安全とモニタリング・データの信頼性

(Water Safety and Reliability of Monitoring Data) 

今回のシリーズ安全性評価11-4では、水の安全性を取り上げ、食品企業において製造に供する用水の品質をどのよ

うに保証しているかを具体的に飲料メーカーを例としてご紹介しました。食品衛生法で規定されている「飲用適jの

基準を満足し、更により高いレベルの安全性と品質を保証するために必要な対応についてご理解頂けたと思います。

本文でご紹介したように、水道法では、微生物、重金属を始めとする金属類、有機化合物類、また農薬といった、

水を汚染する可能性のある様々な項目について水質基準が設定されています。実際に飲料水や食品の製造に用水と

して使用される水がそれらの基準を満足しているかどうかを確認するためには、定期的に実施されるモニタリング

が重要な役割を果たすことになりますが、そのようなモニタリングも、サンプルの採取、輸送、保存、分析、そし

てデータの管理といった一連の過程を通じ、高い信頼性が確保されなければ、本来の役割を果たすことはできませ

ん。水の安全性確認のためのモニタリングは、分析項目が多岐にわたり、また、高感度の分析を迅速に実施するこ ｜ 

とが要求されることから、信頼性の確保はそれほど容易なことではありません。

水質基準が設定されている項目について分析法が定められているとはいえ、それぞれの検査項目について自社の

分析機関で信頼できる分析法を確立するには、検出感度や再現性の確認、使用する分析機器の性能の確認・維持、

分析者の技術水準の確認等が必要です。また、分析サンプルの取り扱いについても、採取手順の標準化、コンタミ

ネーションの防止、輸送中や保存中の条件によって生じる分析対象物質の分解や保存容器への吸着の可能性に対す

る配慮等、検査項目の性質に応じ、様々な点に留意する必要があります。農薬のように使用時期に偏りがあり、年｜

間で変動が予想される物質については、サンプリングの時期の設定も重要です。

安全性試験の分野においては、我が国でも 1980年代からGLP制度の導入が進み、信頼性を確保する仕組が普及し

ていますが、モニタリングや分析の分野への同じような制度の導入は米国やEUの状況に比べ、まだ遅れています。 ｜ 

多くの企業は、社内分析の信頼性を確保し、また、外部検査機関での委託分析の信頼性を確認するため、独自の工

夫を行っているのが現状だと思われます。分析法の信頼性の確認には、複数の検査機関にまたがったデータの比較

が有効なこともあり、分析機関の枠を越えた情報の共有化も望まれます。今後モニタリングや分析の分野でも、デー

タの信頼性を保証する制度の普及が進むことに期待したいと思います。

(ILSIJapanサイエンティフィック・アドバイザー 武居綾子）
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微生物組換え体利用食品の

安全性評価実施基準案について
コーデックス・バイオテクノロジ一応用食品

部会で合意された概要の紹介一

日本国際生命科学協会 （ILSIJapan) 

バイオテクノロジー研究部会・微生物分科会

明治乳業（株）研究本部食品機能研究所

佐々木隆

本年3月、横浜で、Codexバイオ部会が開催された。議論の中心は、微生物組換え体を利用した食品の安全性評価に

ついてであった。討議の結果、全参加国 ・団体の合意が得られ本案はステ ップ8まで進んだ。

微生物組換え体に関する論議の特徴は、植物の組換え体と共通の部分は既に合意されている考えをほぼ適用し、

微生物独自の問題を掘り下げて議論した点である。微生物独自の問題とは、例えば、微生物の増殖が盛んなこと、

比較的短期間に遺伝学的変化を起こすこと、微生物組換え体が腸管内でなんらかの作用を及ぼしたり微生物間で遺

伝子の移行を起こしたりする可能性があること、などである。このような複雑な背景があるものの、本会議の議論

では現時点の科学的根拠に則って安全性評価を行おうとする姿勢が貫かれ、全体として科学的で、納得できる内容の

ガイドラインとなった。

本稿では、発酵食品やその製造に関与する微生物にも触れながら、合意されたガイドライン案（4節、合計60段落）

の概要について紹介する。

＊＊＊＊＊＊安＊＊＊＊＊＊＊＊＊女＊＊＊

<Summary> 

The fourth session of Codex Ad Hoc Intergovernmental Task Force on Foods derived from Biotechnology was held 

in Yokohama, Japan, 11 through 14 March, 2003. In this meeting it was agreed to adopt '"Draft Guideline for the 

Conduct of Food Safety Assessment of Foods Produced Using Recombinant-DNA Microorganisms'" to step 8 of the 

procedure. 

Many issues related to food safety were discussed especially concerning features directly related to microorganisms: 

rapid growth, relatively high mutation rates, possible survival and colonization in human intestinal tract, gene transfer to 

and from intestinal bacteria, interaction with gastrointestinal flora, and so on. After discussion in the light of recent 

Outline of “Draft Guideline for the Conduct of Food 
Safety Assessment of Foods Produced Using 

Recombinant-DNA Microorganisms”which was 
agreed in March, 2003. 
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biological information, the session succeeded in providing an overall scientific guideline which was agreed among the 

participants from all over the world. 

This paper describes outline of the draft guideline containing 4 sections and 60 paragraphs, together with a brief 

introduction of microorganisms used in production of traditional and industrial fermented foods. 

本年3月11日から 14日、横浜で、Codexバイオ部会の第

4回会議が開催された。議論の中心は「微生物組換え体を

利用した食品の安全性評価Jについてであった。昨年の

同会議で議論され、かなりまとまった案について、吉倉

議長の卓越した議事進行のもと、整然と討議が進められ

た。最終的に全参加国・団体の合意が得られ、本案はス

テップ8まで進んだ。

本稿では、微生物を利用した食品（発酵食品など）の

背景にも触れながら、合意されたガイドライン案につい

て紹介する。

1. 食品と微生物

まず、微生物組換え体を利用した食品の安全性を考え

る際に必要な「食品と微生物の関わり」を確認しておき

たLミ。一般に食品とは、ヒトが生きるために摂取しなけ

ればならないもので、植物・動物あるいはその加工品で

ある。人類の誕生以来、長い年月の聞にヒトが口に運ん

だ無数のものの中から本能的・経験的に生体維持や健康

に良いと認めたものが食品である。すなわち、安全性を

確認してから食べたのではなく、逆に、食べてみて歴史

的に「安全性」を確認してきた、あるいは「安全」と考え

ているものである。

次に、食品と微生物の関わりについて考える。ヒトが

食べる植物や動物は栄養に富むため、微生物の作用を受

けやすい。地球の誕生以来、数多くの微生物が進化を遂

げ、ヒトが地上に出現した時には無数の微生物が地球の

至る所に存在していた。したがって、ヒトが食べようと

したすべてのものになんらかの微生物が付着し、増殖し

ていたと考えられる。つまり、ヒトは意識せずに様々な

微生物を口から摂取してきた。その中には、食品を腐敗

させて毒性を示すなど、有害な微生物がいる。しかし、

パンや各種の酒を作る酵母、チーズやヨーグルトなどを

作る乳酸菌、その他発酵食品製造に欠かせない麹菌・酢
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酸菌・納豆菌など、我々の食生活を支え、豊かにする有

用な微生物もいる。また、ヒトの体にも多数の微生物が

存在し、特に腸内には数百種類もの細菌が常在して健康

に様々な作用を与えている。

すなわち、食品との関連で微生物の影響を考える際に

は、以上のような複雑で、多様な関係を考慮する必要があ

る。今回合意されたガイドラインには、これらの多様な

側面を検討しようとする努力が盛り込まれている。

2.微生物利用食品と組換え技術の応用研究

伝統的な「微生物利用食品」とは、元の素材（植物ある

いは動物）に特定の微生物（食品を発酵する微生物）が繁

殖して、アルコールなど新たな物質が作られたり、昧や

風昧が艮くなったり保存性が向上するなど、有益性が付

加されたものである。初めは自然にできたものを利用し

たが、多くの経験と試行の後、これら食品は意識的に作

られてきた。

近代になって発酵食品の製造に関わる微生物が明らか

にされ、食品産業で広く利用されるようになった。酵

母・乳酸菌・麹菌などの中で特に重要な菌株について

は、 1980年頃から世界中で遺伝子組換え研究が盛んに進

められ、 DNA組換え技術の応用によってビール・パン、

発酵乳製品、各種の醸造食品などの製造分野で大きな効

果が得られると期待されている。そして、先進企業によ

る研究のみならず、欧州連合のもとでは各国の研究機関

にわたるプロジェクト研究が長い間行われてきたじその

他、日・米などの研究を含め、伝統的微生物利用食品

（~、わゆる発酵食品）の改良や効率の良い製造を可能にす

る応用研究が進められてきた。そして、産業的に有用で

安全と考えられる微生物組換え体が作成されてきたが、

今のところ微生物組換え体を利用した食品（生きた組換

え体を含むもの）は市場に出ておらず、今後、本格的に

実用化され、販売されるようになると思われるυ
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3.バイオテクノロジー研究部会・微生物分

科会の取り組み

日本国際生命科学協会(ILSIJapan）バイオテクノロジー

研究部会・微生物分科会では、生きた微生物組換え体を

利用した食品が市場に現れる可能性が考えられる状況の

もとで、組換え食品の安全性評価に関して検討するため、

1996年から活動を始めた。

しかし、生きた微生物組換え体の食品としての安全性

評価に関する報告はほとんどなかったので、様々な点に

ついて議論し、その一部をイルシー誌に連載した（1997

年～1999年）。 1999年にはILSIEurope Novel Food Task 

Forceが本件に関する体系的な報告書を出版したが、当

分科会ではこれを翻訳して（文献1）情報の普及に努めた。

また、 2000年には、生きた微生物組換え体の安全性評

価に関する座談会を催した。この座談会では各方面の専

門の先生を招き、多面的に討議して頂いたが、様々な情

報を含む示唆の多いものとなった。この座談会の内容を

まとめ、同時に上記の連載報告を再録した報告書（文献2)

を作成した。

さらに、 Codexバイオ部会で本件が議題として取り上

げられ、厚生労働省を中心に本格的な準備が始まってか

らは、行政担当者に上記の出版物を参考にして項くとと

もに、分科会メンバーが厚生労働省の方々に情報提供す

るなど、若干の貢献を行った。

例えば、 2001年10月には厚生労働省の担当の方々と

合同庁舎内で会合し、 ILSIJapanの取り組みについて説

明するとともに、食品製造に関わる微生物組換え体の研

究・開発の世界的な状況などについて解説した。また、

2003年1月には厚生労働省の要請により、 Codex；＼イオ

部会最終回にあたっての事前検討会を持ち、ガイドライ

ン最終案に関する意見と疑問を伝え、一部については具

体的な改訂の要望を提出した。

4. Codexバイオ部会で合意されたガイドラ

イン

次に、本稿の主題である「ガイドライン」の内容紹介

に移る。概要を簡単に紹介するので、正確な内容や詳細

は元の報告書（文献3）を参照して項きたい。

微生物組換え体に関する論議の特徴は、植物の組換え

体と共通の部分は既に合意されている考えをほぼ適用

し、微生物独自の問題を掘り下げて議論した点である。

微生物独自の問題とは、例えば、微生物の増殖が盛んな

こと、比較的短期間に遺伝学的変化を起こすこと、微生

物組換え体が腸管内でなんらかの作用を及ぼしたり微生

物間で遺伝子の移行を起こしたりする可能性があるこ

と、などである。特に腸内での出来事については科学的

に解明されていないことが多いため、明確に規定するこ

とが困難なものも多い。このような複雑で未解明な背景

があるものの、本会議の議論では現時点の科学的根拠に

則って安全性評価を行おうとする姿勢が貫かれ、全体と

して納得できる内容のガイドラインができたと判断して

いる。

ガイドライン案は、 4節、合計60段落から成っている。

以下、 fl慎に紹介する。

第1節：ガイドラインの適用範囲

本ガイドラインの対象は、食品製造の歴史のある微生

物（細菌・酵母・糸状菌など）の組換え体が生死を問わ

ず含まれるか除去される食品・食品成分の安全性と栄養

に関してである（食品製造の歴史のない微生物は適用範

囲外であり、農業用の微生物や環境放出の安全性などの

問題も対象外である）。

また、従来の食品やその製造に用いられる微生物は安

全性評価を受けてきたわけではないし、化学物質や病原

微生物の安全性評価法をそのまま食品に適用することは

できない。したがって、微生物利用食品に適した方法が

必要であり、生きた微生物の影響やヒトの腸内での影響

なども考える必要がある。安全性評価は微生物組換え体

を中心に食品中の代謝産物についても行うが、その際、

長い間ヒトが食べてきた“conventionalcounterpart" （以

下の定義参照）との比較によって行う。

第2節：語句の定義

“Recombinant-DNA Microorganism" : in vitroで組換

えたDNAを直接細胞などに注入して遺伝子を改変した

細菌・酵母・糸状菌など。ここでは「微生物組換え体J

と訳す。

“Conventional Counterpart”：微生物組換え体に対応す

る微生物株で食品製造・加工などで安全に使われた歴史

を有するもの、または伝統的な食品製造微生物で作られ、

安全性が確立している食品。ここでは「伝統的対照微生

物（食品）Jと訳す。
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第3節：食品の安全性評価に関する序論

－微生物を利用した食品は古くからあり、従来の方法

で改変された食品微生物は安全と考えられている

が、科学的な安全性評価を受けてきたわけではない。

微生物組換え体の安全性評価では、病原性や食品に

ふさわしくない性質がないことが必要である。

－動物を使った毒性試験はヒトがごく少量摂取する物

質のリスク評価には重要だが、多種類の物質からな

る食品の安全性評価では限界がある。ヒトの摂取量

より遥かに多量に動物に与えることはできないし、

微生物は腸内で生き延びることもあり、動物実験で

評価することは困難である。ただし、 DNA供与

体・遺伝子・遺伝子産物が食品として安全に摂取さ

れた歴史がない場合には、適切な動物実験が必要で

ある。

－従来の方法では食品全体の安全性評価が難しいの

で、微生物組換え体利用食品の安全性評価には「実

質的同等性Jの概念の適用が重要である。しかし、

この概念は、食品の絶対的安全性を評価するのでは

なく、伝統的対照微生物（食品）との遣いを検討し

て微生物組換え体（食品）の安全性を評価するもの

である。

＜意図せぬ効果＞

・組換え体を作成する際に、意図しない形質の付与あ

るいは欠失が起こり得る。意図せぬ効果によって、

遺伝子発現の変化、キメラタンパク質の生成、遺伝

的不安定性の増加、代謝産物や代謝経路などの変化

などがあり得る。これらは組換え技術のみならず、

従来の育種技術でも起こる一般的なことであるが、

安全性評価の際、微生物組換え体利用食品が意図せ

ぬ不都合な効果を持つ可能性を減らすべきである 0

・意図せぬ効果は多くの場合、導入した形質や代謝活

性、挿入位置などから予測でき、ゲノム情報などを

使って今後は簡単に予測できるようになるであろ

う。組換え体利用食品の安全性評価には意図せぬ効

果を含めて多くのデータが必要だが、それらを総合

的に考慮すればその食品がヒトの健康に悪い影響を

与えないだろうという保証が得られる。この保証が

あって初めて、微生物組換え体は第4節に示す安全

性評価にかけられる。

＜食品安全性評価の枠組み＞

－微生物組換え体利用食品の安全性評価項目は、 A)
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微生物組換え体、 B）宿主と宿主の食品製造での利

用、 C)DNA供与体、 D）ベクターを含む遺伝的改変

の記述、 E）遺伝的改変の説明、などであるさこれ

らを実験で評価し、当局の求めがあれば生データを

提出する。

－安全性評価の目的は、食品が害を与えないという保

証を得ることである。対象は免疫不全の人・乳幼

児・老人を含む全ての人々であり、新しい食品や微

生物が伝統的対照微生物（食品）と比べて、安全性

で遜色ないという結論を得ることが最終目標であ

る。すなわち、リスク管理者が消費者の健康を守る

のになんらかの方策が必要かどうかを判断し、適切

な決定を下すためのものである。

第4節：一般に考慮すべき事項

－組換え体はストックカルチャーとして保存し、規制

当局の求めに応じて提供する。

＜宿主微生物＞

・宿主は食品製造で安全な利用の歴史を持つもので、

毒素・抗生物質・食品にふさわしくない物質などを

産生する生物、遺伝的不安定性・抗生物質耐性・病

原性をもたらす遺伝子を持つ生物は宿主として使つ

てはならない。菌株の同定・利用の歴史・遺伝子型

と表現型などの記載が必要である。

<DNA供与体生物＞

－供与体生物、中間体生物などについて、同定・安全

性に関わる情報・遺伝子型と表現型・利用の歴史、

とりわけ、病原性・毒素生産などの性質に関する記

載が必要でらある。

＜ベクターと構築物を含む遺伝的改変の記述＞

－すべての遺伝的改変が明確に同定できる充分な情報

が必要である。微生物株改変の記述には、遺伝的改

変方法、 DNAの起源・同定・機能、プラスミドの

コピー数、中間宿主など、また、マーカー遺伝子・

ベクター遺伝子・制御因子・ DNAの大きさと同定

結果・最終ベクター／構築物における位置と向き・

機能など、改変DNAの情報を記述する必要がある。

＜遺伝的改変の説明＞

－遺伝的改変の影響を明確にするため、分子生物学

的・生化学的記述が必要で、ある。なお、挿入する

DNAは意図する機能を実現するのに必要な配列に

限定するのが望ましい。
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・組換え体の遺伝的改変に関する情報では、導入遺伝

因子とベクタ一、ゲノムへの挿入数、挿入遺伝因子

のコピー数・配列情報、隣接配列、ベクターの配列な

どの情報、導入DNAのORF情報、有害な機能を有

する可能性があるあらゆる配列、などが必要である 0

．組換え体で発現しているすべての物質に関する情報

では、遺伝子の転写あるいは発現産物の情報、導入

した遺伝的改変が安定か、意図した効果が現れてい

るか、融合タンパク質や機能の変化したタンパク質

が現れているか、などの情報が必要である。

＜安全性の評価＞

・安全性評価は、導入する改変の性質や程度によって

ケース・パイ・ケースで実施する。その物質が食品

中で安全に摂取された歴史のある場合には、従来の

毒性試験は不要である。安全性を保証するデータが

得られていない場合には、適切な動物実験などが必

要であろう。

＜発現産物：毒性と病原性に関わる形質の評価＞

・発現産物が食品で新規なものであれば、食品中の機

能と濃度を考えて毒性試験を行うことが必要であ

る。産物がタンパク質の場合、アミノ酸配列と機能

から毒性などの可能性を評価する。非タンパク性産

物でこれまで摂取していないものは、構造、濃度、

機能などに応じて毒性評価をする。評価項目は、代

謝・慢性毒性・ガン原生、催奇形成など0

・供与体の望ましくない形質や遺伝子が、組換え体で

発現したり移行したりしてはならない。

発現産物の毒性を調べる追加試験が必要な場合も考

えられる。

＜キーとなる食品成分の組成分析＞

・キーとなる食品成分の組成を、微生物組換え体、お

よび伝統的対照微生物で作った食品で比較する。

（食品中の産物が健康に悪い可能性があることを否

定するため）

＜代謝産物の評価＞

・遺伝子改変によっては、新規な代謝産物ができたり

量が変わったりする場合がある。また、混合培養の

微生物集団の組成が変わり、有害な微生物あるいは

物質が増加する可能性もある。複数の微生物による

混合培養発酵では、組換え体が他の微生物に与える

影響も考慮する。

＜食品加工の影響＞

・遺伝的改変によって、毒物の熱安定性増加・栄養素

利用性の変化などが考えられるので、調理を含めた

加工による組換え体利用食品の影響を検討すべきで

ある。

＜免疫学的影響の評価＞

－組換え体タンパク質のアレルギー原性を調べる。ア

レルギー性のある生物由来の遺伝子は、アレルゲン

遺伝子が含まれない証拠がない限り使うべきではな

い。また、組換え体が腸管免疫系に作用するかもし

れないので、伝統的対応微生物と比較すべきである。

＜ヒト腸管での微生物の生残性と定住性＞

－組換え体が食品中で生きている場合には、腸管ある

いは食品中の生菌数あるいは滞留時間、および、腸

内フローラに対する影響などを示すことが望ましい。

＜抗生物質耐性と遺伝子移行＞

－食品製造に使われてきた微生物の多くはなんらかの

抗生物質耐性を持つが、宿主として不適当だと考え

なくて良い。しかし、移行可能な耐性遺伝子を持っ

ている株は使うべきではない。抗生物質耐性以外の

選択マーカー遺伝子を使うべきである。（ただし中

間宿主でのみ用い、耐性遺伝子が最終的な組換え体

に全く残らなければ問題はないと言える）

－摂取された組換え体と腸内微生物などとの間でプラ

スミドや遺伝子の移行は起こり得る。遺伝子移行の

可能性を最小限にするためには、遺伝子を染色体に

組込むのが好ましい。腸管内で宿主菌株の生存に優

位性を与える遺伝子の利用は避けるべきであろう。

＜栄養学的な改変＞

・バイオ技術で栄養的な改変が行われたら、その食品

で試験を行って改変の影響を調べ、総合的な栄養評

価を行う。また、改変された栄養素の生物利用性と

安定性も調べる必要がある。もし食品の組成が伝統

的対応物と著しく変化した場合には、その組成に類

似した伝統的食品と比較すべきである。生物利用性

が変わったり食品の組成が伝統的食品と比べられな

Lミ場合には、動物試験などが必要かもしれない。

＜安全性評価法の見直し＞

・科学の進歩に照らしてこの安全性評価に不備が見つ

かった場合には見直す。

ILSI No.75-41 
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5. まとめと今後の展望

本年3月のCodex会議で、上記ガイドラインが合意され

た。その結果、微生物組換え体を利用した食品の安全性

を評価するための共通原則や基準が国際的に明確にな

り、組換え体微生物を食品に応用する研究や開発にポジ

ティブな刺激となっている。

そして、今年中にはCodexの正式決定となり、その後、

各国政府がこれをもとに具体的なガイドライン作成に進

むと思われる。その結果として、微生物組換え体を利用

した食品が政府機関の審査を経て、ごく近い将来市場に

現れる可能性が極めて高くなったことは確かで、あろう。

ただし、発酵食品には大変多くの種類があり、一つの商

品の販売量は膨大ではない。例えばビールやチーズとい

う商品を考えても数多くの種類があるため、組換え食品

を1種類開発しでも、一般に期待される販売量は作物1

品種と比べるとはるかに小さい。また、組換え食品に対

する消費者の反応はまだまだ厳しいものがあり、有用性

が明確でL安全性が充分に確保された食品が消費者に理解

されるまでは「微生物組換え体を利用した食品」が市場

に溢れるようにはならないかも知れない。

今後、様々な可能性はあるが、今回、合意されたガイド

ラインが微生物組換え体およびそれを利用した食品の安

全性を評価する科学的な土台になることは確かである。
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2003年コーテ‘ックス食面表示部会報告
一「疾病のリスク低減表示」が最終ステップヘー

フレスコ ジャパン代表

ILSI Japanサイ工ンティフィック・アドバイザー

清水俊雄

This year’s Codex Committee on Food Labelling was held in Ottawa in the beginning of May. The session was 

attended by about 200 delegates and observers representing 38 Members and 30 international organizations. This 

report summarized the discussion and agenda items, mainly the Guidelines of Use for Nutrition and Health Claims. 

The Committee agreed to advance the Proposal Draft Guideline for Use of Nutrition and health Claims, which 

includes “Nutrient function claims”，＇・Other Function Claims (formerly Enhanced Function Claims）“ and ・・Reduction of 

Disease Risk ClaimsヘtoStep 8 for adoption by the Codex Alimentarius Commission. 

This advancement will influence regulatory systems in member countries. Japanese Ministry of Health is expected lo 

take a readership in this area with scientific and practical data and experience of the approval regulation of FOSHU 

(Foods for Specified Health Use). 

1. はじめに

コーデックス委員会（CodexAlimentarius）は、消費者

の健康の保護と食品の公正な貿易の保護の確保を主な目

的として、 1962年に国連食糧農業機関（FAO）と世界保

健機関WHOにより設置された合同食品規格委員会であ

り、日本は1966年に参加している。1995年に設立された

世界貿易機関（WTO）が食品の国際規格の作成を委託し

たことにより、その重要性が大きく増大した。加盟国の

圏内規格は特別の理由がない限り、コーデックスで策定

された規格を基礎とすることになっている。健康強調表

示に関連する部会はカナダで開催される食品表示規格部

会とドイツで開催される栄養・特別用途食品部会であ

Report of the Codex Committee on Food Labelling 

る。原案の作成から始まり、加盟国の意見集約の！去、最

終討議・採択、加盟国への通知まで8つのステ ッフがあ

り、国際会議が開催されるのはステ ップ3とステ ップ5

である（表l参照）。

カナダを議長固とする食晶表示部会は、 4月初日に分

科会が行われ、 28日から5月2日にEって本会議が聞か

れた。今年の焦点の一つは栄養・健康強調表示（ヘルス

クレーム）のテーマであった。日本の栄養機能食品の表

示に相当する栄養素機能表示と、特定保健用食品の保健

の用途表示に相当する高度（その他）機能表示に加えて、

疾病のリスク低減表示の検討が行われた。

これらの表示は1999年に提案され、 2000年から2002

年にかけての検討の結果、昨年のハリファクス 会議で

Dr. TOSHIO SHIMIZU 

Fresco Japan 

Scientific Adviser to ILSI Japan 
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表 l. Codex における規格の策定手順

ステップ l Codex委員会は規格の設定検討を開始することを決め、担当の部会に割り当てる。

ステッフ。2 事務局が提案規格案を作成する。

ステップ3 提案規格案を各国政府 ・国際機関に送付し、コメントを要請する。

ステップ4 事務局は受領したコメントを担当部会に送付し、担当部会で規格案の改正を検討する

ステップ5 改正された規格案は、 Codex委員会に送付され、規格案として採択がなされる

ステップ6 採択された規格案は、各国政府・国際機関に送付され、コメントが要請される。

ステップ7 事務局は、受領したコメントを担当部会に送付し、規格案の再改正が検討される。

ステップ8 規格案は、事務局からCodex委員会に再ひ’提出され、国際規格として採択される。

step3からstep5にステージ ・アップされ、今年の会議は

最終ステップヘ進むか否かの重要なターニング・ポイン

トとなっていた。

分科会には、 17カ国の派遣団と 15のNGOを中心とす

る国際機関が参加し、カナダを議長国として討議が行わ

れた。昨年までの会議で結論に達していない部分を中心

に討議が行われ、本会議で最終8ステップへ上げること

が承認された。本会議は、 38の加盟国の派遣団と30の国

際機関の参加があり、議長団はカナダに加え、 WHOと

FAOからの派遣団により構成された。日本からは、厚生

労働省、農林水産省、（独法）国立健康 ・栄養研究所、

（財）日本健康 ・栄養食品協会、（財）食品産業センター

に加え、！LSIJapanが参加した。今回の議事運営は、「栄

養表示j及び「健康強調表示jの議題が、昨年まで長時間

の議論が行われた「有機食品jと「遺伝子組換え食品」の

前に討議され、議長団が「栄養・健康強調表示Jをステ

ップ・アップすることへの意欲が現れていた。

会場写真
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2. 栄養及び健康強調表示の使用に関するガ

イドライン

( 1 ）討議内容

1) 適用範囲（Scope)

① 「このガイドラインは食品の表示 (labeling）におけ

る栄養・健康強調表示の利用に関するものであるJ

の文章を、分科会においてNGOおよび発展途上国

の提案を議論し、「このガイドラインは食品の表示

と宣伝（advertising）における栄養・健康強調表示の

利用に関するものである。」に変更することになっ

た。本会議では「宣伝jの言葉を追加するか百かの議

論が行われたが、分科会の提案通り、追加すること

になった。しかし本会議の最後に異論が出て、事務

聞で再検討することとなった。表示部会の基準が商

品の表示だけに留まるのか、新聞、テレビなどを含

めた広告にまで拡大されるのか、企業にとっては重

大な問題となる可能性がある Q

② 栄養 ・健康強調表示を乳幼児用食品に認めるかの議

論が行われ、分科会では「乳幼児用食品の栄建・健

康強調表示は関連するCodex基準と各国の規則が特

に設定された場合のみ許される。jとなったG しかし

本会議において、乳幼児用金品に関連する国際団体

の巻き返しにより、「乳幼児用食品の栄養・健康強

調表示は関連するCodex基準と各国の規則に特に設

定されない限り、許されないJに変更され、乳幼児

用食品の表示は、より厳しく制限される方向となっ

た。

③ 分科会でアルコールを1.2'川%以上含む、飲料のアルコー

ル低減、カロリー低減に関する強調表示は禁止する」

旨の条文の提案がなされたが、健康強調表示の適用

条件（条文72）に「各国での健康に悪影響がある食品
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の表示の規制jと「健康に悪影響のある食品の過剰摂

取を薦める健康強調表示の禁止」があることで充分

であるとの結論に達し、本会議での議論は行われず

に、条文には加えないことで終了した。

2) 定義

①栄養成分含有表示と、比較強調表示に関しては前年

までに合意が得られているとして、内容に関する本

質的な議論は行われなかった。

② 分科会において、健康強調表示（ヘルスクレーム）の

表示方法は従来、疾病のリスク低減表示にのみ採用

されていた2step方式が、栄養素機能表示と高度（そ

の他）強調表示の2つの表示にも適用されることと

なり、本会議で最終的に、健康強調表示は下記の2

つの部分により構成されることになった。

a）栄養素の生理的役割または受け入れられた

(acceptable）食品または食品成分と健康の関係に

関する

b）その栄養素または食品成分に関する製品中の組

成に関する情報

i）栄養素機能表示倒凶ientFunction Claims) 

定義については前年までに合意が得られているとして

変更はなく、下記の通りで結論に達した。

「身体の成長、発達、および正常な機能における

栄養素の生理的役割に関する表現」

ただし、例文は下記の通りの2step方式に設定され

Tこ。

「（a）身体の健康の維持と正常な成長と発育の促進

についての栄養素の生理的役割。（b）食品Xは栄養

素Aの供給源である。」または「（b）食品Xは栄養素A

の高い供給源である。」

ii）高度（その他）機能表示（OtherFunction Claims) 

前年のハリファクス会議で、アメリカがまず栄養素機

能表示と高度機能表示をひとつにまとめる提案をし

たが、討議の結果、否決された。次の提案として、

「enhancedfunction claim」の「enhanced」を「otherJ

に変更することを提案し、採用された。今回、元の

「enhanced」に戻すことをILSIが提案し、日本、南ア

フリカ、スイスの賛同を得て分科会と本会議で討議

が行われた。しかしながら、「enhancedJが医薬品表

示を暗示するとのことで、一部の国及び消費者団体

が「enhancedJの言葉に反対したため元に戻すことは

否決された。「otherfunction claimsJの意味は、「栄

養素機能以外の強調表示」となる。「otherfunctionJ 

の言葉は単独に用いることが出来ず、常に栄養素機

能表示を比較とすることが必要となり、使用しにく

い定義となった。最初に提案したアメリカには圏内

に栄養補助食品栄養教育法（DSHEA）と栄養表示教

育法（NLEA）の2本立ての法体系がある。この法体

系とCodexのガイドラインとの整合性を取るために、

まず2つを一体化することを提案したと考えられる。

最初の案が否決されたことにより、実際上、栄養素機

能表示と一体化するために「enhancedfunction claimJ 

を「otherJに変更することを提案したと考えられるが、

結果としてアメリカにとって思わぬ援軍でめる消費者

団体と発展途上国により最終合意を得ることになっ

。
た

「精神的効果（psychologicaleffect）」について討議

が行われ、分科会でILSIから「ブレイン機能」に変更

する案が出されたが、最終的には削除され、生理機

能と心理機能を合わせて「正常な機能」という言葉

にまとめられた。本会議での最終的な定義は、「こ

の表示は、全体の食事の中で、ある食品または食品

成分を摂取することにより、身体の正常な機能また

は生物的活動への有用な効果に関するものである。

そのような表示は健康への有用な貢献、機能の改善、

健康維持または健康調整（modifying）に関するもの」

と定められた。また、表示は下記の例が記載される

ことになった。

「（a）成分Aは健康に関連する正常な機能と生物的

活動を改善または調整（modifying）する効果を有す

る。（b）食品Yは成分AをXg含む。J

益i)疾病のリスク低減表示（Reductionof Disease国sk

Claims) 

「リスクJを「リスクファクターJとする案が分科

会で提案されたが、疾病のリスクファクターは多数

あり、その多くは充分明らかになっていない。さら

に「ファクター」の言葉は消費者を混乱させる可能

性があることから、定義により「リスクファクター」

の意昧を含むようにすべきであるとの考えが会議の

大勢を占めた。よって「リスクファクター低減表示j

ではなく、原案通り［リスク低減表示jとするとの結

論に達した。分科会の結論を受けて本会議で討議し

た結果、最終的に次のように定義された。「疾病の

リスク低減表示は、全体の食事の中で食品または食
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品成分を摂取することにより、病気が進行するリス

クを減らすことに関するものである。」この表示の例

としては、

「（a）成分Aまたは栄養素Aの低い健康的な食事は、

病気Dのリスクを減らす可能性がある。（b）食品X

は成分Aまたは栄養素Aが低い。」または、「（a）成分

Aまたは栄養素Aの多い健康的な食事は病気Dのリ

スクを減らす可能性がある。（b）食品Xは成分Aま

たは栄養素Aが高い。」

3）適用条件

栄養・健康強調表示を行う場合の前提条件として、下

記の項目が定められた。

① 栄養素表示、含有表示については、他のCodex規則、

各国の規則に従うこと。

②比較強調表示は、微量栄養素はNRV（栄養基準摂取

量）の10%、微量栄養素以外の栄養素はその含有量

とカロリー値の25%以上の差異が、比較する食品と

の聞に存在するときに「低LE」、「高p」、「供給源」な

どの表示ができる。

③ 健康強調表示

i）健康強調表示は関連する最新の科学的実証に基づ

いていなければならず、表示の内容は科学的に受

け入れられるデータに基づいて実証できる充分な

レベルに達していなければならない。科学的実証

は入手可能な最新の情報により評価・考察されな

ければならない。

日）健康強調表示は、製品の販売される国の信頼ある

機関に受け入れられるものでなければならない。

iii）食品成分が表示する有用性を持つ場合は、有用性

を有する食品成分を定量するための正しい分析法

が必要である。

iv）健康強調表示をする場合には、「有用成分の定量

法」、「対象とする人」、「有用性を発揮するための

食品の使用法j、「過敏な人への警告表示J、「最大

安全摂取量」、「食生活に合致した利用法」、「健康

な食事の維持が重要である」等の記載が必要であ

る。

(2）今後の予定

今回は議長団の積極的な議事運営により、上記の内容

のガイドラインが最終段階であるStep8に進むことなっ

た。このことにより健康強調表示に関する本表示部会で
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の討議は完結し、本年7月にローマで開催されるコーデ

ックス本会議にガイドライン案として提案されることに

なる。このテーマに関して今後は、ドイツを議長国とす

る「栄養・特殊用途食品部会Jにおいて健康強調表示の

科学的根拠、評価に関する討議が実施されることになる。

現在の日本の特定保健用食品には、疾病の名称を保健

の用途に記載することはできない。今回、「疾病のリス

ク低減表示jが最終ステップに進むことが決まり、コー

デックスのガイドラインに採用されることになったのを

機会に、疾病の名前が特定保健用食品の表示の範囲に加

えられ、更なる規制緩和を進めることが望まれる。

3. 栄養及び健康強調表示以外の議題

( 1）その他のコーテrツクス部会から付託された事項

1) 栄養・特殊用途部会

「健康強調表示の科学的根拠に関するガイドライン

案J作りに着手することに対し、合意された。

2) アジア調整会議

「機能性食品jに関するFAO/WHO専門家会議の組

織化が勧告された。

(2）コーデックス規格基準案における表示規則の検討

1) 鮮果実野菜部会

6種の果実、野菜についての表示規則案が承認された。

2) 加工果実野菜部会

「果実缶詰の包装指針案j及び3種4品目の表示規則

案が承認された。

3) 油脂部会

「オリーブオイル及びその絞りかすオイル」の表示

規則案が承認された。

4) 魚・魚加工品部会

「乾燥塩漬けアンチョビ煮jの表示規則案を、他の

表示規則との整合性をもっ名前に修正することが承

認された。

5) 乳・乳製品部会

「クリーム・加工クリームj、「ホエイパウダ－Jの

表示規則案を承認した。「発酵乳」の表示規則案に

関し、「加熱処理した発酵乳Jの項に、「加熱処理ヨ

ーグルト」を加えるという修正案をスペインが提案

し、メキシコ、インド等の発展途上国が支持したが、

原案通り承認した。冷蔵庫のない開発途上国にとっ
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ては、加熱処理は必要であり、乳－乳製品部会では

充分討議できなかったと異議を表明した。

6) 食品添加物・汚染物質部会

「照射されたことの確認」の項については、「分析・

サンプリング部会Jで検討されており、表示規則案

には「含めなLE」ことで合意した。

(3）包装食品の表示に関する一般規格修正案

この案は前回の部会でステップ6となっていたが、「乳

蛋白MilkProteinJの含有量を30%、35%、50%のいず

れにするかの議論が続いていた。各国のコメントにおい

て、 50%以外の提案が無かったこと等から、議長より

「50%Jでの合意が求められ、最終的にステップ8に上げ

ることで合意された。

(4）栄養表示のガイドラインに関する修正案

前年の会議でステップ6まで進んだ現在の修正案は、

エネルギー・タンパク質・炭水化物・脂肪の4項目を義

務表示としている。これらに加えて、糖類、食物繊維、

飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウムのどれか一つ

以上を強調して独自に表示する場合、これら全てを義務

表示とする案が論議されている。特に、 トランス酸

(Trans Fatty Acids）については、その安全性に関する充

分な科学的根拠が定まっていないとする意見が出され、

議論が沸騰していた。なお、日本はナトリウムが必須で

あることは適応外として認められている。さらに、ビタ

ミン・ミネラルを表示する場合の最低含有量設定とそれ

らの表示を、ー食当たりとするか、またはlOOg当たりと

するかなどの表現法については栄養特殊用途食品部会に

検討を委ねることになった。

栄養表示のガイドラインに関する修正案は7月のロー

マでのコーデックス総会にステップ8として採択にかけ

ることが合意された。

WHOより「食事、栄養及び慢性疾患予防に関する報告

書」が策定されたことについての説明があり、 2004年1

月を目途に「食事、運動及び健康に関するグローパル戦

略jが取りまめられるという報告がなされた。

(5）バイオテクノロジー由来食品の表示に関するガイド

ライン案

1) 用語の定義

本テーマはステップ6に進んできているが、昨年、

長い時間が議論に費やされたものの結論に達してい

なかった。その内容は、 ModernBiotechnologyの用

語を使用するか否かが中心であった。モダン（現代）

バイオテクノロジー（生物工学技術）の意味があいま

いであり、消費者をミスリードするとの意見が出さ

れた一方、「遺伝子組換え食品」の表示は、消費者に

安全で、ないという不安を与えることにより、消費者

をミスリードすると言う意見が出されていたU

結局この問題は、合意に達せず、 2004年に議論が持

ち越されることになった。定義が定まらないまま後

述の議論がなされたため、定義に立ち戻って、議論

される場面があり、議論の進展が妨げられる状態が

しばしば生じていた。

2) 表示の範囲

これはステップ3であり、前年まで下記の3項目の

内、どこまでを表示の対象範囲とするかで鋭い対立

の議論がなされていた。

①対応する従来の食品と比較して、データの適切な分

析により、その含有成分量、栄養的価値、食品また

は食品成分の目的とする用途に、受け入れられる範

囲の自然の変動を考慮した上で差異がある場合

②遺伝子組換技術により得られた遺伝子組換えの生物

体、タンパク質、またはDNAが含まれている場合

③遺伝子組換の生物体、タンパク質、またはDNAが

含まれていなくとも、遺伝子組換え技術を用いて製

造された場合

アメリカ合衆国が、表示の範囲を上記①のみとするこ

とを提案していた。従来の食品と実質的に差異がないと

考えられる②と③の表示をすれば、消費者に安全でない

ことを暗示して、購買のミスリードに繋がることが削除

する理由である。これに対して、主に「モダンバイオテ

クノロジー食品Jの用語に反対を唱えていた参加者から、

消費者には充分な情報を与えて、消費者自らが選択する

機会を与えられるべきであるので、②と③を削除するこ

とには反対であるとの意見が出され、この問題で最終合

意には達することができなかった。

今年3月下旬に、議長が主要13カ国にレターを送付し、

毎回議論が白熱するこの議題についての解決策を検討す

るワーキング・グループ（Friendsof the Chair）を結成す

ることと、その検討した結論を2004年の部会に答申する

ことが提案されていた。各国とも、透明性の確保と参加

の公平性が重要であると指摘し、同意が得られた これ
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により、日本も含めた23か国で構成されるワーキング・

グループの結成が決定された。第1回会合は、今秋カナ

ダにて開催予定である。これにより、全体会議での議論

は1年間、先送りする結果となった。

(6）有機食品の生産、加工、表示および流通に関するガ

イドライン案

有機食品の「判断基準」のテーマはステップ6まで進

んできており、有機食品に使用可能な物質リストを作成

するに当たっての「判断基準の原則Jおよび「施肥及び土

壌改良目的」、「植物病害、害虫駆除及び除草目的J、「食

品製造或いは品質保持目的jの条件、判断基準が示され

ている。

「使用許可物質リスト」は、「判断基準」に基づき作成

される使用許可物質リストであり、ステップは3である。

基本的には各国が、判断基準に基づき作成すべきものと

され、このリストは各国が作成する際の、国際的に合意

されたアドバイス・リストを提供するものであるとされ

ている。

本会議に先だって聞かれたワーキング・グループによ

り、両テーマについて討議が行われ、その結果が報告さ

れた。本会議での論議の結果、一部修正し、「判断基準」

はステップ8に、「使用許可物質リスト」はステップ5に

進めることとなった。ステップ8に進んだ「判断基準j

については7月のコーデックス委員会において承認を得

ることとなった。

(7）包装食品の表示に関する一般規格の修正案：量的原

材料表示

ステップ3である前回の部会会議において、ヨーロッパ

を中心に、量的原材料表示は、消費者保護の観点から有

意義なことであるとして、ワーキング・グループで検討

することになっていた。英国をコーオテ守ィネーターとし、

電子メールによる議論を踏まえて修正案が提出された

が、修正案は、表示を行うための条件が暖昧であったり、

重視事項が多いなどで、多くの園、団体が反対をした。

議長が項目ごとに検討を行った結果、検討案のほとんど

の項目が検討課題のまま残されたため、このガイドライ

ンはステップ3に止め、改めて次回の会議で継続議論さ

れることとなった。
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(8）原産国表示に関する討議資料

昨年の会議で原産国表示を表示部会会議の議題として

取り上げるか否かについて議論が分かれていた戸今回、

英国が正式議題とするか否かの討議資料を作成した。こ

の資料を基に討議した結果、 wro、wcoで同様のテー

マが検討されているので重被すること、現行のテキスト

に示された製品の原産国表示の内容で充分である等の意

見が多く、議長は本議題を打ち切ることとしたν

(9）食晶表示とトレーサビリティーに関する検討

現在、関連のテーマで検討されている一般原則部会・

食品輸出入検査認証部会で、の結論を待って、必要であれ

ば本部会で議論すべきとする意見と、本部会でも今から

検討する必要があるとする意見に分かれたまま結論が出

ず、更に議論を次回に持ち越すことになった。

(10）ミスリーテeィングに関する討議資料

米国が2001年に提案し、 2002年に初めて論議された。

昨年、オーストラリアをコーディネーターとしたワーキ

ング・グループが作られ、電子メールによる検討がなさ

れていた。各国よりの意見を基に検討したがまとまらず、

結論として「今後重要になってくる問題ではあるが、現

段階の情報で取り組むのは時期尚早である。」とされ、次

回再度論議することとなった。

4. 終わりに

コーデックスは、 WTOに委託されて世界の食品の規

格基準を定める会議である。各国の代表および関連する

国際団体がそれぞれの国と組織の利害を基に、用語の設

定から定義について、細かい部分の議論が行なわれる。

基本的な討議内容は事前に実施される分科会での議論が

重要であり、分科会での意見をまとめた報告書が本会議

で討議されているが、本会議でも、分科会の討議に立ち

返って議論されることもしばしばある。特に先進国と発

展途上国、産業界団体と消費者団体とが対立することが

多く、意見の一致を見ることは困難になってきているた

め、議長国の議員運営が重要となってきている。

健康強調表示に関しては、高度（栄養機能表示以外の）

機能表示に加えて、疾病のリスク低減表示がStep8に進

むことになり、各国での制度化が進むと考えられる。日

本においても、科学的根拠を実証することを前提に、特
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定保健用食品の表示の範囲が拡大することが必要で、ある

と考える。健康強調表示の制度を各国に根づかせる具体

的な段階において、日本は特定保健用食品に「疾病のリ

スク低減表示Jを認めるなど、圏内の規制緩和を進める

ことで、特定保健用食品の許可品目が拡大することが期

待される。

今回の議事運営については、日本からの派遣団は牛尾

調整官を初めとして、保健機能食品の制度の実績を踏ま

えて、積極的に議論に参加し、議長国からも日本の貢献

が評価され、会議出席者にも日本のプレゼンスが充分に

認識されていた。次回の表示部会は、来年5月10日から

カナダのモントリオールで開催される予定であり、その

翌年からはマレーシアのクアラルンプールを予定してい

る。 2005年以降はアジアに議長国が移ることにより、ア

ジアのプレゼンスが関われることになる。栄養・健康強

調表示に関しては、ステップ8に進んだため、表示部会

での討議はひと区切りついたことになるが、日本は機能

性食品の定義付け、研究開発から、健康強調表示の制度

化についても、世界に先駆けている。特に、栄養機能表

示は栄養機能食品、高度（その他）機能表示は特定保健

用食品と対応している。コーデックスの基準と整合性を

有する制度を実際に機能させている唯一の国であること

を強く認識し、国際的なイニシアティブを発揮し、この

分野の真のオピニオン・リーダーとなるために、省庁問、

学界、産業界の連携を充分取り、国際的な貢献を進める

ことが望まれる。
略歴

清水俊雄（しみず としお）農学博士

1970年 東京大学農学部農芸化学科生物化学研究室卒業

1970年 旭化成工業株式会社入社

機能性食品と植物バイオテクノロジーの研究開発

1990～94年基礎研究所生化学研究室室長

1995-99年食品研究所部長

1990-96年農水省生物特定研究機構傘下の株式会社植物防御

システム研究所取締役

1993-99年 （財）日本健康・栄養食品協会：特定保健用食品部技

術部会副都会長

1997-99年健康と食品懇話会副会長

2000年4月 旭化成（株）を退社し、食品の科学と制度に関するコ

ンサルタントとしてフレスコ・ジャパンを設立

日本国際生命科学協会（ILSIJapan）顧問、“食品機能表示全般”分

科会長、協会誌編集委員

日本臨床栄養協会評議員、日本サプリメントアドノ川ザ一機構認

定委員長、日本栄養・食糧学会栄養成分表示・栄養教育検討委員
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ILSI HESIワークショッフ。

「トランスジ‘工二ックマウスを用いた短期発がん

性試験のリスク評価における有用性」
三菱ウェルフアーマ株式会社

創薬本部研究部門安全性研究所

務台衛

1997年に第4回医薬品規制に関する国際調和会議において、医薬品の発がん性評価にト ランス ジェニックマウス

(Tgマウス）を用いた試験モデルの応用を推奨するガイドラインが採択された。これを契機にTgマウスを用いた発

がん性試験の有用性を検証するための国際共同研究が、 ILSI環境保健科学研究所（HES！）を事務局として組織された。

2000年秋にはHESIによりこの共同研究を総括するワークショ ップが開催され、 Tgマウスを医薬品の発がん性評価

に利用するための基盤的データが整備された。HES！は本年2月にフ ォローア ップのワークシ ョップを開催し、 医薬

品の発がん性評価へのTgマウスの適用状況と今後の課題について日・米・殴での情報の共有化を図った d ワークシ

ョップでは、 Tgマウスを用いた発がん性評価が米国を中心に既に定着しつつあること、 今後の利用拡大においては

試験計画の最適化の検討や、さらなる背景データ収集の必要性が指摘された。

＊ サk 女安安＊会決サk * ＊サJr* * * * * ＊サ.* 

<Summary> 

Short-term carcinogenicity assays using transgenic mice were adopted as relevant testing models for evaluating 

carcinogenic potential of pharmaceuticals in the Fourth International Conference on Harmonization. To validate utility 

of transgenic mice assays, !LSI Health and Environmental Science Institute (HES!) had organized an international 

research program that was collaborated with pharmaceutical industries, regulatory agencies and academia of 3 regions, 

Japan, United States and European Union. The results of this research program were reviewed in the workshop held by 

HES! in 2000, and a plaぜormdatabase for use of transgenic mice assays was established. In February of 2003, HES! 

hosted a follow-up workshop that provided general information regarding the application of transgenic assays to risk 

assessment in regulatory agencies, and facilitated discussion regarding selection of models, optimization of study 

design as well as impact of transgenic assay results in an integrated risk assessment. It was clarified in the workshop 

that transgenic mice assays have already been utilized in the US-FDA, and are expected by Japanese and European 

authorities but still have some future tasks in background data and optimization of study designs. Transgenic mice 

assays will be widely used in the near future. Therefore, continuous investigations including additional validation efforts 

are required to optimize study conditions of these assay models. Further contribution of !LSI HESI in this field will be 

expected 

Report of ”Workshop on the Utility of Transgenic 
Assays for Risk Assessment" held by the ILSI HESI 

Alternatives to Carcinogenicity Testing Committee 
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ILSI HESIワークショッブ「トランスジ工二ックマウスを用いた短期発がん性試験のリスク評価における有用性」

1. はじめに

本年2月20日にワシントンDCにてILSI環境保健科学

研究所 (ILSIHealth and Environmental Sciences Institute, 

ILSI HESI)により主催されたワークショップ「トランス

ジェニックマウスを用いた短期発がん性試験のリスク評

価における有用性（Workshopon the Utility of Transgenic 

Assays for Risk Assessment）」に出席した。参加者は、

日・米・欧の医薬品規制当局の審査担当者、政府研究機

関の研究者および製薬企業研究者など計80人余りであ

り、日本からは国立医薬品食品衛生研究所の井上達先生、

実験動物中央研究所の玉置憲一先生、臼居敏仁先生およ

び製薬企業から2名（筆者を含む）が出席した。

本稿では、最初にトランスジェニックマウス（Tgマウス）

を用いた短期発がん性試験とILSIHESIの関わりについて

紹介し、その後、今回のワークショッフ。の内容を報告する。

2. 医薬品の発がん性評価と ILSIHESI 

( 1）医薬品の発がん性評価に関わるICHガイドライン

1997年に開催された医薬品規制に関する日・米・欧の

国際ハーモナイゼーション会議 (ICH-4）において、医薬

品の発がん性評価に関わるガイドラインI)が合意された。

このガイドラインでは、これからの医薬品の発がん性評

価には、従来適用されてきたラットおよびマウスの2つ

の動物種を用いた発がん性試験の成績に基づく評価に代

えて、ラットを用いた長期試験とTgマウス等を用いた

短期試験を中心に、個々の医薬品の特徴に応じた様々な

データに基づいて総合評価することが推奨された（表1）。

従来の発がん性評価は、ラットとマウスを用いた3年

間という長期間にわたる大規様な試験が中心であり、医

薬品の開発プロセスの中で多額の試験費用と時間、そし

て多くの動物を要するなどの様々な問題があった。この

ガイドラインは、それらを踏まえ、新しい科学技術の導

入を推奨することにより、医薬品の発がん性評価法を見

直しつつ、新医薬品の効率的な開発や使用動物数の削減

にも配慮、した未来指向型のものであると言える。

(2) Tgマウスを用いる短期発がん性試験

発がん性評価に応用できる可能性のあるTgマウス（便

宜上、ノックアウトマウスも含めている）としては、

ICHガイドライン合意時には4つのモデルが知られてい

た（表2）。これらのモデル動物は、がん遺伝子を導入し

たマウスあるいはがん抑制遺伝子やDNA修復遺伝子を

欠損させたマウスであり、自然発生の発がん率が高く、

化学発がん物質への感受性も高いことが示唆されてい

表1 ICHガイドラインに示された医薬品の発がん性試験法

Table l Carcinogenicity studies for pharmaceuticals cited in the ICH guideline 

試験糸 実験期間 動物数 許価に安する期間

’resting model E理:>erimen句1’Totalnumber of Periods needed for 
period animals full evaluation 

a) Rat 2年 400匹以上 3年

2y 
b) Mouse 1.5～2年

1.5・2y
c) Tg-mouse 6ヵ月～

6mo三三

400壬 3y
400匹以上 2.5～3年

400壬
200匹以下

三玉200

2.5・3y
1年

ly 
d) その他の短期試験モデル 2ヵ月～1年 200匹以下 6ヵ月～1.5年

Other short-term models 2 mo・ly 孟200 6 mo・1.5y 
1. 従来のガイドライン： a、 b）を王体に辞仙する。必要に応じメカニスム検討を

含める。

Existing guideline: Carcinogenicity is evaluated based on a) and b）、

mechanistic studies included tf !lecessary. 
2. ICHガイドライン： a）に加え評価対象に応じて適切な c）またはめを選択し、

薬理作用やメカニズム検討を含め総合評価を行う。 C、 d）の代わりに、従来ど

おり b）を選択することも可能とする。

ICH guideline: Carcinogenicity is evaluated totally from all available 
information. 'I¥vo studies、a)+ c) or d) are required、howeverchoice of a) + 

b) is st国 accepted.
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表2 ILSI HESI ACTで検討されたTgマウスモデル

Table 2 Tg-mice models studied in the ILSI HESI ACT 

モデル（マウスの糸統） 導入・欠損遺伝チ

Model (Strain 
rasH2 mouse (CB6Fl）吋

p53 knockout mouse 
(C57BIJ6)•> 

がん抑制遺伝子： p53 （片側アレル）欠損

Inactivated heterozygous p53 tumor suppresser 
gene 

Tg.AC mouse (FCV)•> がん遺伝子： v-Ha-ras導入

’I'ransfected v-Ha-ras oncogene 

XPA knockout mouse 
(C57BIJ6)•> 

DNA修復酵素： XPA （両側アレル）欠損

Inactivated homozygous XPA (DNA excision repair) 
gene 

XPA-p53 double knockout p53 （片側アレル）欠損、 XPA（両側アレル）欠損

mouse (C57BIJ6) Inactivated heterozygous p53 and homozygous XPA 
en es 

a) ICHガイドラインで例示されたモデル（Testingmodels cited in the ICH 

guideline) 

た。 Tgマウスを用いる短期発がん性試験とは、これら

のマウスを用い、従来法に比べてより短期間（6ヵ月）か

っ少ない動物数（従来の半分以下）で発がん性を検出す

る試験モデルである。

(3) ILSI HESIの国際共同研究

ICHガイドラインが合意された時点では、これらのTg

マウスを用いた短期発がん性試験モデルが医薬品の発が

ん性評価に有用であるかについては、充分な検証がなさ

れていなかった。すなわち、 ICHガイドラインの示した

総合評価の枠組みを実現していくためには、がん原性の

有無が既知の医薬品を使った検証研究、およびその結果

得られたデータベースに基づいた各モデルの有用性評価

が必要であった。しかし、短期発がん性試験モデルとい

えども実験期聞は6ヵ月から1年を要することから、短

期間で大規模なデータベースを確立するために多機関が

参加した共同研究の必要性が高まった。そこで、 ILSI

HESIが事務局となり、日・米・欧の規制当局、製薬企

業および受託試験機関が参加する国際共同研究 (ILSI

HESI Alternatives to Carcinogenicity Testing Committee, 

ILSI HESI ACT）が1997年に発足しだ）。

この国際共同研究には、日－米・欧から計40余りの研

究施設が参画した。そして、ヒトに発がん性のある医薬

品、 Ifっ菌類にのみ発がんd性を示す医薬品、および発が

52一一ILSINo.75 

ん性のないとされている医薬品として計四物質を選び、

4年間をかけて、表2に示す5つのTgマウスを用いた短期

発がん性試験が行われた。これらの試験成績は、 2000年

11月にワシントンDC郊外でHESIが主催したワークショ

ップで総括され、各モデル動物の特徴．既知がん原性物

質の検出力，陽性対照物質への反応再現性などから、各

モデルの発がん性評価への有用性と状況に応じた使い分

けの根拠となるデータベースが確立されたト5）。その結

果、動物の安定的供給，遺伝的安定性．陽性対照物質へ

の反応再現性，既知発がん性物質の検出率などから、日

本の実験動物中央研究所がヒト由来のがん遺伝子（c司Ha-

ras）を導入し、作出したrasH2マウス 6.7）とがん抑制遺伝

子（p53）を不活性化させることにより米国で作出された

p53ノックアウトマウス削）の有用性が高く評価された。

3. HESI ACTワークショップ：トランスジェ

ニックマウスを用いた短期発がん性試験

のリスク評価における有用性

本年2月20日にワシントンDCにてHESIにより主催さ

れたワークショップでは、 ICHガイドライン合意後5年

聞を振り返り、 Tgマウスモデルの全般的状況、日・

米・欧の医薬品規制当局におけるTgマウスを用いた短

期発がん性試験の評価状況、バイオ医薬品の評価への適
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用するための新しいモデル確立、モデルの選択と実験計

画の最適化、これら短期モデルを発がんリスクの総合評

価への活用法等について報告され、日・米・欧の規制当

局、製薬企業およびアカデミアの研究者の間で自由な意

見交換が行われた。

( 1）日・米・欧の当局の現状およびTgマウスモデルヘ

の期待

米国： FDA（食品医薬品局、 Dr.A Jacobs) 

FDA医薬品評価研究センター（CDER）は、これまでに

Tgマウスの短期発がん性試験について79件の試験計画

と23件の試験成績を審査している。これらの過半数は

p53ノックアウトマウスを用いた試験であった。遺伝子

障害性を有する化合物またはその疑いがある場合、

FDA-CD ERはp53ノックアウトマウスを用いた試験が有

用であると判断しており、試験計画・成績の審査事例の

過半数は本モデルであった。その一方、 p53ノックアウ

トマウスの問題点として、試験聞における陽性対照物質

に対する反応性のばらつきを指摘した。皮膚に塗布する

薬剤の場合、 FDAはTG.ACマウス 10）を推奨しているが、

溶媒の種類により結果が変わることに注意する必要があ

ることを指摘した。また、このモデルは発がん性物質と

発がんプロモーターを区別できないことから、リスク評

価においての限界があることを示唆した。日本で作出さ

れたrasH2マウスについては、遺伝子障害性の有無に関

わらず適用しうるモデルであるとの見解を示したが、審

査事例としては現在のところ4つの試験計画と 1つの試

験成績のみであるとのことであった。これまでの総括と

して、いずれのモデルを用いた場合でも単一の試験成績

で早急に結論を導くのは誤りであり、発がんリスクの総

合評価に関わる試験成績の1つにすぎないことを充分認

識する必要があること、供試動物の週齢や試験期間など

の試験条件について改善の余地があること、を指摘した。

欧州： EMEA（欧州医薬品審査庁、 Dr.J. W. van der La.an) 

2002年7月にEMEAの医薬品委員会（CPMP）は、安全

性作業部会の答申を受けて、 Tgマウスを用いた短期発

がん性試験のうちp53ノックアウトマウスとrasH2マウ

スを用いた6ヵ月試験の成績を申請資料として容認するj

との趣旨の文書11）を公表したことを紹介した。この決定

は、検証化合物数、その試験成績、試験成績の医薬品評

価への効果の検討の上でなされたとのことであった。す

なわち、上記の2つのモデルは遺伝毒性物質について充

分な感受性を持っていることが評価され、一方TG.ACマ

ウスは皮膚に塗布する薬剤については有用性があるが、

発がん性評価全般に適用する場合の信頼性は不充分、

XPAノックアウト 12）およびXPA司p53ダブルノックアウト

マウス 12）についてはさらなる検証が必要と判断された。

また、短期発がん性試験の試験計画上の留意点として、

20～25匹／用量を用いること、 トランスジェニックマウ

スだけでなく野生型マウスを用いた対照群および陽性対

照群を含めることが必要で、あるとの認識を示したっ

日本：厚生労働省（国立食品医薬品研究所安全性生物試

験研究センタ一、井上達センター長）

井上先生は、 Tgマウスモデルの試験成績を解析する

ことにより、発がんメカニズムや発がん闇値の検討が可

能となることを事例に基づいて解説した。これらのモデ

ルを用いた発がんリスク評価については、 1つのモデル

での試験成績に複数の発がんメカニズムが関連している

ことに留意する必要があると指摘した。また、 ICHガイ

ドラインの理念を実現するためにはTgマウスを含む新

しい試験系として、試験期間の短縮を含めた簡便化や、

評価目的に応じた最適な試験モデルの組合せ選択ができ

るように、様々なモデルの開発を進めていくことが重要

であるとの見解を示し、厚生科学研究における取り組み

状況を紹介した。日本および欧米で開発されている様々

な発がん性評価に適用可能なTgマウスモデルについて

総括した上で、現時点では遺伝子障害性物質の検討には

p53ノックアウトマウスあるいはrasH2マウスが、非遺

伝子障害性物質の検討にはrasH2マウスが選択され得る

ことを示唆した。

(2）日・米・欧規制当局の考え方の相違について（ミシ

ガン州立大学、 Dr.J. Goodman) 

Dr. Goodmanは3極規制当局の見解を総括し、 Tgマウ

スモデルを用いた発がんリスク評価に進展がみられてい

ること、これらの試験成績と他のリスク評価に関わるこ

とを統合して解釈することの重要性を示したc 日・米・

欧の当局の共通認識として、 p53ノックアウトマウスと

rasH2マウスは医薬品の発がんリスク評価に有用である

と判断しているが、 TG.ACマウスについては皮膚に塗布

する医薬品に限定して意義があり、 XPAノックアウトマ

ウスに関しては実用化に至っていないと総括したハまた、
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Tgマウスでの試験成績は総合評価の一部分であり、単

独の試験成績で結論を導くのは早計であること、発がん

リスク評価には、関連する様々な試験成績を踏まえる必

要があることを強調した。

(3）総合討論

上記の規制当局の見解を受け、現時点で、のTgマウスの

利用に関する課題について、総合討論が行われた。 p53ノッ

クアウトマウスについては、モデル選択時の理由となる「遺

伝子障害性Jの考え方の明確化、染色体異常誘発物質やヒ

ト発がん性物質に関する感受性の追加検討の必要性が提

案された。一方、 rasH2マウスに関しては、遺伝子障害性お

よび非遺伝子障害性の両者に感受性をもつことから高い期

待が表明され、さらなる検証データの蓄積が望まれた。本

モデルについては、近い将来、米国での供給体制が整うた

め、基礎データの蓄積が加速化されることが期待された。

試験に用いる動物数については、統計学的な見地から、

ILSI HESI ACTの標準的な試験計画で規定されていた実

験群あたり 15匹では評価に不充分であり、 20～25匹程

度が妥当であるとの見解が確認された。 p53ノックアウ

トマウスについては、試験期間，試験開始時の週齢．陽

性対照物質の選択等に関する追加検討の必要性について

の意見が出された。

Tgマウスを用いた試験成績を発がんリスク評価にい

かに活用していくかに関しては、いくつかのケーススタ

ディに基づいて活発な意見交換が行われた。

4. おわりに

ICHガイドラインが合意された1997年の時点では、医

薬品の発がん性評価の枠組みを根本から変える内容であ

っただけに、研究者の中には実績の少なL、Tgマウスを

用いた短期試験モデルの有用性を疑問視する考え方もあ

った。しかし、 ILSIHESI ACTの共同研究が大きな成果

を収め、実証的な基盤ができたこと、またFDAが積極的

にp53ノックアウトマウスの利用を推進したことも’あり、

これら短期試験モデルを医薬品の発がん性評価に用いる

ことへのためらいは少なくなってきている。また、今回

のワークショップでは日本が作出したrasH2モデ、ルの品

質と有用性が高く評価され、米国での本格的な利用も始

まろうとしている。 6年前のガイドライン合意の頃には

想像できない進展である。
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Tgマウスを用いた短期発がん性試験モデルは、科学

的有用性のみならず医薬品開発コストの低減と使用動物

数の削減の点でも期待が大きいだけに、本ワークショッ

プを含めHESIA口がこれまで果たしてきた寄与は貴重

なものといえる。また、これからの継続的な検証作業に

ついてのHESIACTへの期待も大きいものと思、われる。
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1999年 三菱東京製薬株式会社に出向、安全性研究所グルー

プマネージャー

2001年一現在合併により三菱ウェルファーマ株式会社に社名変更

ILSI No.75 - 55 



第4回「栄養と工イジング」国際会議開催に向けて

第4回

「栄養と工イジング」国際会議開催に向けて

ご案内

ILSI Japan栄養と工イジング研究部会

明治製菓側ヘルス－バイオ研究所

徳永隆久

ILSIJapanは、本年11月19日（水）～20日（木）の2日間、建築会館ホール（東京）において「ヘルスプロモーション

の科学」のテーマで国際会議を開催いたします。

国内外で活躍されている先生方に、各国の健康増進施策、健康増進プログラムの効果、生活習慣病予防における

栄養管理の重要性、健康管理を見据えたニュートリゲノミクスの活用について講演いただき、効果的なヘルスプロ

モーションの在り方を討論いたします。健康増進にご関心の皆様の多数の参加をお待ちしております。

→＊＊＊＊＊＊セ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

The escalating lifestyle-related diseases that result in increased medical expenses are a deepening concern worldwide. 

Many countries suggest health promotion programs focusing on basic targets “diet，”“exerciseヘ“relaxation，”and

“education”to maintain and promote healthier lifestyles. However, when considering diet, nutrient intake control is not the 

sole consideration.τ'he use of functional foods are also note-worthy, as well as systems for health claims labeling and 

evaluation of food function, which are being widely discussed across the globe. Understanding the effects of health 

promotion programs, namely diet, exercise, and education, and reviewing up-to-date evaluation systems will be important 

for achievement of an on-going success in combating life-style related diseases. In response to the pressing issue of 

lifestyle-related diseases, ILSI Japan is convening the 4th International Conference on Nutrition and Aging: Science in 

Health Promotion on 19-20 November, 2003 in Tokyo. 

国際会議の趣旨

生活習慣病の増加とそれに伴う医療費の増大は、世界

的な関心事となってきました。多くの国で「運動J「栄養」

The 4th International Conference on Nutrition and 

Aging 
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「休養J「教育jを軸とする健康増進プログラムが提案さ

れています。特に「栄養」の観点からは、栄養素摂取量

の調節のみならず、機能性食品摂取を通じた健康維持へ

のアプローチが注目され、精力的に食品への健康強調表

TAKAHISA TOKUNAGA 

Task Force on Nutrition and Aging, ILSI Japan 

Director of Nutritional Science Center 

Health & Bioscience Laboratories 

Meiji Seika Kaisha, Ltd. 



示の在り方、有効性評価基準の在り方について検討が続

けられています。

健康増進プログラム、特に運動、栄養、教育の効果を

確認し、最新の効果確認指標を吟味することは、生活習

慣病の予防という面から、重要と考えられます。

ILSIJapanはこの差し迫った課題に対応すべく、第4

回「栄養とエイジング」国際会議『ヘルスプロモーション

の科学Jを開催することとしました。

会議の構成

§ 1. 「世界の健康増進政策一概要と進行状況ー」

「健康日本21」と「ヘルシーピープル2010（米国）」の二

つのプログラム概要を紹介し、政策レベルでの健康増進

効果を検討します。ケース事例として「ヘルシーピープ

ル2000」の総括を紹介します。また、コミュニティーレ

ベルでのプログラムが医療費削減に実効を上げているケ

ースを紹介し、市町村レベルでの活動の重要性を考えま

す。また、健康増進プログラムの今後の課題について情

報交換を行い、解決のための方策を議論します。

§ 2. 「生活習慣病と健康増進プログラム」

介入試験の例とその効果について具体的に紹介し、健

康増進プログラムに対する理解と協調を推進します。

§ 3.「栄養改善効果と評価指標」

生活習慣病と合併症予防のための健康管理指標に関し

て議論します。遺伝的要因を加味した目標数値の設定、

及び個人レベルでの健康管理のための指標組み合わせに

ついても討論します。

§ 4. 「ニュー卜リゲノミクスが拓く健康づくりj

ニュートリゲノミクス技術は、ゲノムレベル（個のレ

ベル）で健康評価ができます。また、この技術は迅速か

っ簡便であるので、疫学研究にも応用できます。これら

の特性を踏まえ、この技術がどのように健康増進に役立

てられるかを討論します。

Sポスターセッション

従来と同様にポスターセッションの場を設けました。

関連テーマの演題を募集します。

第4回「栄養と工イジングj国際会議開催に向けて

参加登録方法ほか

6月下旬にお送りするファーストサーキュラーに登録

申込用紙、ポスターセッション参加申し込み用紙を同封

いたします。必要事項をご記入の上、郵送もしくはファ

クシミリで日本国際生命科学協会にお申し込み下さい。

国際会議への登録申込は2003年10月31日（金）とします。

ポスター発表の申込締め切りは8月28日（木）とし、英

文のアブストラクトを9月26日（金）までにご提出下さい。

アブストラクトは講演要旨集に掲載いたしますc

会登録料（登録料には 2日間の会議参加費、講演要旨集

の費用を含みます。）

会員

一般参加者

懇親会費

20,000円

30,000円

7,000円

大サーキュラー請求先

日本国際生命科学協会事務局

干 102-0083 東京都千代田区麹町2ーら7

（麹町R・KビルlF)

電話： 03-5215-3535 FAX : 03-5215-3537 

登録料、懇親会費の振り込み先はファーストサーキュ

ラーで御案内申し上げます。

国際会議は建築会館ホールにて開催されます。下図を

ご参照下さい。

干104-8414 東京都港区芝5-26-20

JR田町駅西口（三田口）から徒歩5分

都営地下鉄三田駅出口A3から徒歩3分
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プログラム

＜第1日目＞ 11月19日（水）

Wednesday November 19 

8:30～ 

9:30～ 9:40 

9:40～12:10 

9・40-10：・20

10:20～11:00 

11:00-11:40 

11:40～ 12:10 

受付・登録

Registration 

開会の挨拶

木村修一 (ILSIJapan理事長）

IntroductorγRemarks 

Shuichi Kimura (President, ILSI Japan) 

§ 1.世界の健康増進政策「概要と進行状況j

Health promotion policy around the world: Over、匂wand current status 

［基調講演】

日本の健康増進政策「健康日本21Jと展望（仮題）

長谷川 俊彦 （国立保健医療科学院 政策科学部）

“Healthy Japan 21”：Health Promotion Policy in Japan 

Toshihiko Hasegawa (National Institute of Public Health) 

米国の健康増進政策「ヘルシーピープル2000Jの総括と

「ヘルシーピープル2010J（仮題）

アイリーンケネディ (ILSI本部）

Overview of ・・Healthy People 2000・ and ・・Healthy People 2010・ 

Health Promotion Policy in the USA 

Eileen Kennedy (Global !LSI) 

地域における健康施策の成功例 （仮題）

石津政雄（茨城県鹿嶋郡大洋村役場）

A Successful Example of Health Promotion Program for Region 

Masao Ishizu (Taiyo village office, Ibaraki prefecture) 

質疑応答

Question and Answer 

座長 高久 史麿

座長 高久 史麿

座長 高久史麿

12:10～13：・30 休憩

13:30-17:50 

13：・30-14:10

14:10～ 14:50 
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Break 

§ 2.生活習慣病予防と健康増進プログラム

Lifestyle-related diseases and health promotion programs 

「学童を対象とした介入プロ グラムと効果の実証J（仮題）

江.SISEA

座長 戸上貴司

Intervention Program in School Children and Verification of Its Effect in Asia and Singapore 

ILSISEA 

「職域におけるハイリスク者に対する疾病予防プログラムとその有用性J 座長 戸上 寅司

荒尾 孝（（財）明治生命厚生事業団体力医学研究所）

Effect of a worksite health promotion program for the prevention of cardiovascular diseases in 

middle aged and high-risked employees 

Takashi Arao (Meiji Life Foundation of Health and Wellare) 



第4回「栄養と工イジング」国際会議開催に向けて

14:50-15：・10 質疑応答

Question and Answer 

15:10～ 15:30 休憩

15:30～16：・10

16：・10～ 16:50

16:50～ 17：・30

17・：30-17：・50

18・：00～

Break 

「要介護予防のための健康増進プログラム

鈴木隆雄（東京都老人総合研究所）

Health Promotion Program for Prevention of conditions 

Requiring Long-term Care in the Elderly in Japan 

Takao Suzuki (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology) 

「生活習慣病予防と健康増進プログラム」

ローラ シモンズ（米国タフツ大学）

Prevention of Lifestyle-Related Diseases and Health Promotion Programs 

Laura Simonds (Tufts University) 

「生活習慣病の予防、治療における運動・栄養の役割j

森谷敏夫（京都大学大学院）

座長 黒田善 雄

座長 黒田善雄

座長 黒田善雄

The Role of Exercise for Prevention and Treatment of L出style-relatedDiseases 

Toshio Moritani (Kyoto University) 

質疑応答

Question and Answer 

懇親会

Reception 

＜第2日目＞ 11月20日（木）

Thursday November 20 

8:30～ 

9:00～11:30 

9:00～9:50 

9:50～10:30 

10:30～ 11:10 

受付 ・登録

Registration 

§ 3.栄養改善効果と評価指標

Effect of nutritional improvement and standard for evaluation of nutritional improvement 

［基調講演］ 座長 武藤泰敏

「生活習慣病の一次予防とその評価 （栄養アセスメント）指標」

香川 靖雄（女子栄養大学）

Primary Prevention for Lifes句r!e-relatedDiseases and Standard for Evaluation of Care 

Yasuo Kagawa (Kagawa Nutrition University) 

「肥満と糖尿病ケアに運動と栄養が果たす効果j

池田 義雄（タニタ体重科学研究所）

Effect of Exercise and Nutrition on Obesity and Diabetes 

Yoshio Ikeda (Body Weight Scientific Institute) 

「高脂血症治療へのアプローチとその評価j

斎藤 康（千葉大学大学院）

Treatment of hyperlipidemia and if s evaluation 

Yasushi Saito (Chiba University) 

座長 小林修平

座長 小林修平
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11:10～ 11:30 

11:30-13:30 

13:30-18:00 

13：・30～ 14:10

14:10～ 14:50 

14:50～ 15:10 

質疑応答

Question and Answer 

ポスターセ ッシ ョン および休憩

Lunch Break and Poster Session 

§4.ニュートリゲノミクスが拓く健康づくり

Health promotion based on nutrigenornics 

「疾病予防と疾病治療におけるニュートリゲノミクスの重要性j

ジョンミルナー（米国国立がん研究所）

座長 荒井 綜ー

Importance of Nutrigenomics in Prevention and Treatment Strategies of Disease 

John A. Milner (National Cancer Institute) 

「ゲノムサイエンスから見た食物摂取効果の評価・展望と可能性」

白川 太郎（京都大学大学院）

座長 荒井 綜ー

Evaluation of Food Consumption仕omthe Point of View of Genomic Science 

・ Prospects and Its Possibility 

Taro Shirakawa (Kyoto University) 

質疑応答

Question and Answer 

15:10～15:30 休憩

15:30～16:10 

16:10～16:50 

16:50～ 17:30 

17：・30～ 18:00

18:00-
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Break 

「食品の機能性と安全性評価のための新しいバイオマーカー：

ニュートリゲノミクスj

べンファンオメン （オランダTNO栄養・食品研究所）

座長 篠原 和毅

Nu出genomicsand nutritional system biology in a new biomarker for efficacy and safety concept 

Ben van Ommen (TNO) 

「長鎖脂肪酸の遺伝子発現に及ぼす作用のDNAアレイ解析j

松本明世（城西大学）

座長 篠原和毅

Analysis of the Comprehensive E丘ectsof Iρng-chain Fatty Acids on mRNA Expression using 

a DNA 

Akiyo Matsumoto (Josai University) 

「ビタミンD受容体遺伝子多型からみた骨粗暴言症の栄養指導」

武田英二（徳島大学）

座長 篠原和毅

Nutritional Guidance for Osteoporosis Based on Types of Vitamin DReceptor Gene Polymorphisms 

Eiji Takeda (Tokushima University) 

質疑応答

Question and Answer 

閉会の挨拶

桑田 有 (ILSIJapan栄養部会長）

Closing Remarks 

Tamotsu Kuwata (!LSI Japan) 



会報

・会報・

I .会員の異動（敬称略）

入 ム一
A

入会年月日 表社 名 代

2003. 4. 25 ソニー（栂 ライフサイエンスラボラトリー統括部長

虞峯隆義

評議員の交代

交代年月日 社 名 新 ｜日

2003. 4. 14 月島食品工業（鞠 研究所次長兼第一研究室長 取締役研究所長

東海林茂 荏原 紘

2003. 5. 7 北海道糖業（梼 バイオ事業部長 技術研究所所長

森屋和仁 枝JII 滋

笈X)3. 6. 19 山崎製パン（梼 常務取締役研究所長 常勤監査役

丸岡 宏 山崎晶男

2003. 7. 2 大塚製薬欄 消費者商品事業開発部部長 チルド製品部

大野正広 清水精一

2003. 7. 7 （掬ニチレイ 加工食品カンパニー 取締役常務執行役員

研究開発部 村上英彦

益田和明

Il. ILSI Japanの主な動き (2003年3月～2003年6月）

※特記ない場合の会場はILSIJapan会議室

3月2～ 10日

3月 5日
3月10日

3月11～14日

3月13日

3月18日

3月24日

3月26日

3月27日

4月 4日

4月 9日

ヨーロッパ出張－JAS協会委託調査（福冨事務局長）

PAN報告会

栄養研究部会

Codexバイオテクノロジー特別部会

韓国支部B.S.Sung事務局長来訪

運営委員会

JAS協会国際システム委員会

編集部会

糖類研究部会

栄養研究部会

食品産業センター／コーデックス検討委員会

冠講座戦略会議

食品産業センター／コーデックス検討委員会

健康表示研究部会／表示全般分科会

於：文京シビックホール

於：横浜

於： JA S協会

於：；食品産業センター

於：食品産業センター
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会報

4月11日 栄養研究部会

健康表示研究部会／ニュートリジ、エノミクス分科会

4月14日 バイオテクノロジー研究部会セミナー

食品産業センター／コーデックス検討委員会 於：食品産業センター

4月16日 国際協力委員会

4月17日 食品安全研究部会／微生物分科会

4月22日 「油脂で作る健康」シンポジウム準繭会

4月23日 編集部会

冠講座戦略会議

4月24日 食品安全研究部会／アレルギ一分科会

PAN荒尾班

4月25日 食品安全研究部会／食品安全調査分科会

4月28日 食品安全研究部会／微生物分科会

4月30日 栄養研究部会

冠講座東大事務方打合せ 於：東京大学

5月 7日 食品安全研究部会／リスクアナリシスプロジェクト会議

5月 9日 「栄養とエイジング」国際会議打合せ

5月13日 運営委員会

ILSI Japan機能性食品セミナー（オランダ使節団） 於：オランダ大使館

5月14日 編集部会

健康表示研究部会／ニュートリジ、エノミクス分科会

5月15日 糖類研究部会

「栄養学レビュー」編集委員会

冠講座東大打合せ 於：東京大学

5月16日 JBA リスク評価委員会 於： JBA

5月20日 健康表示研究部会／運営委員会

5月21日 国際協力委員会

冠講座戦時会議

5月22日 食品安全研究部会／微生物分科会

5月26日 PAN荒尾班

5月28日 平成15年度第2回理事会

5月29日 国際協力委員会電話会議

5月30日 バイオテクノロジー研究部会／植物分科会

6月 3日 食品産業センター／コーデックス検討委員会

6月 4日 「栄養とエイジングj国際会議組職委員会

6月10日 健康表示研究部会／表示全般分科会

6月11日 韓国支部Shin会長、 Sung事務局長来訪

6月12日 栄養強化食品研究部会

6月13～14日 「油脂で作る健康Jシンポジウム 於：昭和大学

6月15日 粟飯原先生一周忌 於：国際文化会館

6月16日 PAN荒尾班

6月18日 運営委員会

6月19日 糖類研究部会

品安全研究部会／アレルギ一分科会 於：食糧会館

6月20日 情報委員会

「栄養とエイジング」国際会議打合せ

6月24日 食品安全研究部会／食品安全調査分科会

6月25日 食品安全研究部会／分科会長会

6月26日 「栄養とヱイジングJ国際会議打合せ

食品安全研究部会／微生物分科会 於：ニチレイ

健康表示研究部会／機能評価分科会 於：食糧会館

6月27日 事務局会議
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m. ILSIカレンダー

「ILSIJapan耐熱性好酸性菌シンポジウム」

一 世界における食品汚染実態と対策の方向性

微生物学的基礎知識と検査方法の詳細－

2003年8月27日

東京、千代田区麹町（弘済会館）

プログラム

10 : 10-10 : 55 

11 : 00～12 : 00 

13 : 00 -14 : 30 

14: 40-16: 10 

16: 10-16: 40 

オープニング（社）日本缶詰協会専務理事 農学博士森光園氏

「最近の微生物による食品事故の潮流とリスクマネジメントJ
I ）三井農林（術 後藤慶一 氏

「耐熱性好酸性菌の基礎知識とその対策法J

11 ) ABECitrus Antonio Carlos Goncalves氏

「ブラジル果汁における耐熱性好酸性菌汚染の状況と対策j

田）TNO Nutrition and Food Research Bob Hartog, M.Sc.氏

「TABcontamination and control, the European situationJ 

N）キリンビパレッジ（掬 丹羽源！責氏

「耐熱性好酸性菌の検出方法

-Peroxidaseを用いたA.acidoterrestris迅速判定キットJ

会報

16 : 40-17 : 00 総括 サントリー（掬微生物科学センタ 一所長佐脇徹也氏

17 : 10-19 : 00 交流会

参加費： 15,000円（テキスト代および交流会を含む、会議費代として領収書発行可）

第4回「栄養とエイジングJ国際会議

2003年11月19、20日

東京、港区芝（建築会館ホール）

フ。ロクーラム

＜第1日目＞ 11月19日（水）

Wednesday November 19 

8:30～ 

9:30～ 9:40 

9:40～ 12:10 

受付 ・登録

Registration 

開会の挨拶

木村修一 (ILSIJapan理事長）

Introductory Remarks 

Shuichi Kimura (President, ILSI Japan) 

§ 1.世界の健康槽進政策「概要と進行状祝」

Health promotion policy around the world: Overview and current status 

ILSI No.75ーの



会報

9:40～10:20 

10:20-11:00 

11:00-11:40 

11:40～12:10 

12:10-13：・30

13:30～17:50 

13：目30～14:10

14:10-14:50 

14:50～ 15：・10

［基調講演］ 座長 高久史麿

日本の健康増進政策「健康日本21Jと展望（仮題）

長谷川 俊彦（国立保健医療科学院政策科学部）

・‘HealthyJapan 21”：Health Promotion Policy in Japan 

Toshihiko Hasegawa (National Institute of Public Health) 

米国の健康増進政策「へルシーピープル2000Jの総括と 座長 高久 史麿

「へルシーピープル2010J（仮題）

アイリーンケネディ（！LSI本部）

Overview of "Healthy People 2000・・ and .. Healthy People 2010 .. : 

Health Promotion Policy in the USA 

Eileen Kennedy (Global ILSI) 

地域における健康施策の成功例（仮題） 座長 高久 史麿

石津政雄（茨城県鹿嶋郡大洋村役場）

A Successful Example of Health Promotion Program for Region 

Masao Ishizu (Taiyo village office, Ibaraki prefecture) 

質疑応答

Question and Answer 

休憩

Bre心〈

§ 2.生活習慣病予防と健康精進プログラム

Lifestyle-related diseases and health promotion programs 

「学童を対象とした介入プログラムと効果の実証J（仮題） 座長 戸上 貴司

!LSI SEA 

Intervention Program in School Children and Verification of Its E旺ectin Asia and Singapore 

ILSI SEA 

「職域におけるハイリスク者に対する疾病予防プログラムとその有用性j 座長 戸上 貴司

荒尾 孝（（財）明治生命厚生事業団体力医学研究所）

Effect of a worksite health promotion program for the prevention of cardiovascular diseases in 

middle aged and high-risked employees 

Takashi Arao (Meiji Life Foundation of Health and Welfare) 

質疑応答

Question and Answer 

15:10-15:30 休憩

15:30-16:10 

64一一！LSINo.75 

Break 

「要介護予防のための健康増進プログラム

鈴木隆雄（東京都老人総合研究所）

Health Promotion Program for Prevention of conditions 

Requiring Iρng-term Care in the Elderly in Japan 

Takao Suzuki (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology) 

座長 黒田 善雄



16:10-16:50 

16:50～ 17・：30

17:30～ 17:50 

18:00-

「生活習慣病予防と健康増進プログラムJ

ローラ シモンズ（米国タフツ大学）

Prevention of Lifestyle-Related Diseases and Health Promotion Programs 

Laura Simonds (Tufts University) 

「生活習慣病の予防、治療における運動・栄養の役割」

森谷敏夫（京都大学大学院）

会報

座長 黒田善雄

座長 黒田善雄

The Role of Exercise for Prevention and Treatment of Lifestyle-related Diseases 

Toshio Moritani (Kyoto University) 

質疑応答

Question and Answer 

懇親会

Reception 

＜第28目＞ 11月20日（木）

Thursday November 20 

8:30～ 

9:00～ 11:30 

9:00～ 9:50 

9:50～ 10:30 

10：・30-11:10

11：目10～ 11:30

11・：30～ 13・：30

13:30-18:00 

受付・登録

Registration 

§ 3.栄養改善効果と評価指標

Effect of nutritional improvement and standard for evaluation of nutritional improvement 

［基調講演］

「生活習慣病の一次予防とその評価（栄養アセスメント ）指標j

香川 靖雄（女子栄養大学）

座長 武藤泰敏

Primary Prevention for Lifes匂rle-relatedDiseases and Standard for Evaluation of Care 

Yasuo Kagawa (Kagawa Nutrition University) 

「肥満と糖尿病ケアに運動と栄養が果たす効果J

池田 義雄（タニタ体重科学研究所）

Effect of Exercise and Nutrition on Obesity and Diabetes 

Yoshio Ikeda (Body Weight Scientific Institute) 

「高脂血症治療へのアプローチとその評価j

斎藤 康（千葉大学大学院）

Treatment of hyperlipidemia and it' s evaluation 

Yasushi Saito (Chiba University) 

質疑応答

Question and Answer 

ポスタ ーセ ッシ ョン および休憩

Lunch Break and Poster Session 

§ 4.ニュートリゲノミクスが拓く健康づくり

Health promotion based on nutrigenomics 

座長 小林修平

座長 小林修平
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会 報

13:30～ 14:10 

14:10-14:50 

14:50～ 15:10 

「疾病予防と疾病治療におけるニュートリゲノミクスの重要性J

ジョンミルナー（米国国立がん研究所）

座長 荒井綜ー

Importance of Nutrigenomics in Prevention and Treatment Strategies of Disease 

John A Milner (National Cancer Insti削除）

「ゲノムサイエンスから見た食物摂取効果の評価・展望と可能性」 座長 荒井綜一

白川 太郎（京都大学大学院）

Evaluation of Food Consumption企omthe Point of View of Genomic Science 

: Prospects and Its Possibility 

Taro Shir rnwa (Kyoto University) 

質疑応答

Question and Answer 

15:10～15:30 休憩

15:30～ 16:10 

16:10～16:50 

16:50～ 17:30 

17:30～18:00 

18:00～ 
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Break 

「食品の機能性と安全性評価のための新しいバイオマーカー：

ニュートリゲノミクス」

ベンファンオメン（オランダTNO栄養・食品研究所）

座長 篠原和毅

Nutrigenomics and nutritional system biology in a new biomarker for efficacy and safety concept 

Ben van Ommen (TNO) 

「長鎖脂肪酸の遺伝子発現に及ぼす作用のDNAアレイ解析」 座長 篠原 和毅

松本明世（城西大学）

Analysis of the Comprehensive Effects of Long-chain Fatty Acids on mRNA Expression using 

aDNA 

Akiyo Matsumoto (Josai University) 

「ビタミンD受容体遺伝子多型からみた骨粗軽症の栄養指導」

武田英二（徳島大学）

座長 篠原和毅

Nutritional Guidance for Osteoporosis Based on Types of Vitamin DRe田ptorGene Polymorphisms 

Eiji Takeda (Tokushima University) 

質疑応答

Question and Answer 

閉会の挨拶

桑田 有 (ILSIJapan栄養部会長）

Closing Remarks 

Tamotsu Kuwata (ILSI Japan) 



w.発刊のお知らせ

食品申のアクリルアミドの健康への影響
2002年6月25～27日 FAQ/WHO合同専門家会合報告書

(Health Implications of Acrylamide in Food翻訳）

目次： 1. 背景

2. 専門家会合の目的

3. 分析方法

4. 食品中のアクリルアミドの生成とその動態

5. 食事による曝露

6. 吸収、代謝、分布、排池

7. 発ガン性以外の毒性

8. 発ガン性（遺伝毒性と発ガン性のメカニズムを含む）

9. 結論及び勧告

資料lFAO/WHO合同専門家会合参加者リスト

資料2FAO/WHO合同専門家会合議事日程

資料3FAO/WHO合同専門家会合によって使用された主要な参考資料リスト

資料4略号

添付：英文報告書原文

会員.1,200円 非会員： 1,500円（各送料込み）

ILSI Japan事務周にご注文下さい。

会報

Nutrition Reviews(Vol. 61, No. 5(Partll), 2003) 

-International Symposium on Glycemic Carbohydrate and Health 
NtltritiC)O 

(ILSI Japan20周年記念国際シンポジウム Proceedings)

Glycemic Carbohydrate and Health: Background and Synopsis or the Symposium 

Brain Mechanisms of Sweetness and Palatability of Sugars 

Glycemic Carbohydrate and Body Weight Regulation 

Effect of Glycemic Carbohydrates on Short-term Satiety and Food Intake 

Effects of a High-sucrose Diet on Body Weight, Plasma Triglycerides, and Stress 

Tolerance 

Glycemic Carbohydrate: An International Perspective 

Carbohydrate and the Regulation of Blood Glucose and Metabolism 

Glycemic Iρad and Chronic Disease 

Glycemic Index of Local Foods and Diets：τ'he Mediterranean Experience 

一一一一ー
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A.  
ヨミ 幸E

Carbohydrate, Memory, and Mood 

Dietary Carbohydrate, Glucose Regulation, and Cognitive Performance in Elderly Persons 

Pathophysiologic Characteristics of血eActivity-Stress Paradigm in Animal Models: Inhibitory Effect of Glucose on these 

Responses 

Is a Rかevaluationof WHO Body Mass Index Cut-off Values Needed? The Case of Asians in Singapore 

Glycemic Carbohydrates Consumed with Amino Acids or Protein Right after Exercise Enhance Muscle Formation 

値段等はILSIJapan事務局にお問い合わせ下さい。

栄養学レビュー（NutritionReviews日本語版）

第 ll巷 第3号（2002/SPRING)

総 説：減量時の高いタンパク食一一安全なのか、そして役に立つのか？ 実験的および疫学的データに関

するレビュー

食事による産熱効果と肥満一一矛盾した結果と方法論的変動について

食事評価における新しい食事摂取基準の適用一一迷路の案内図

報

栄養素の急性欠乏症対潜在性欠乏症

告：腎結石症患者に行なわれているカルシウム摂取制限を廃止せよ

アルコールの過飲一一重度の高ホモシステイン血症を起こした興味深い症例

新規のグルコキナーゼ活性化機序により少量の食事性フルクトースは肝グルコース取込みを劇的に

増加させる

概日リズムの調節に3種のビタミンがかかわっている

編集者への手紙：肥満においては食物の産熱効果は減少する

著者からの回答：食物産熱効果の科学調査における方法論的な多様性および矛盾によってもたらされる混乱

日本の動向：特定保健用食品の最近の動向と課題

定 価：本体2,205円（税込）（本体： 2,100円 送料： 210円／冊）

出版元（建吊社τ主じ03・3944・2611）に直接ご注文下さい。（会員：毎号配布）

一一～一一 一一一～…ー一一一一一一一～咋一千
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V. ILSI Japan出版物

む定期刊行物

誌名 内容・特集

食品とライフサイエンス ILSI Japan機関誌

No. 1～No.30 （内容・在庫等については事務局にお問い合わせ下さい）

ILSI・イ jレシー ILSI Japan機関誌

No. 31～No.59 （内容・在庫等については事務局にお問い合わせ下さい）

No.60 第9回「おいしさの科学Jフォーラム、 Codex残留農薬部会、

微生物にかかわるリスクアセスメント、

食品微生物への組換えDNA技術の応用を考える（5)

No. 61 第3回「栄養とエイジングj国際会議報告、第10回「おいしさの科学」

フォーラム、栄養と健康増進に係わる ILSIの世界的視野での活動、

ILSIブラジル国際機能性食品セミナー

No. 62 本部総会報告、アジア・パシフィック地域における ILSI、

EDC講演会、機能性食品セミナー

No. 63 新時代に向けてのILSI、健康日本 21、砂糖研究会研究報告、

FAO/WHOシンポジウム「バイオテクノ口ジーと食品の安全性J

No.64 食品機能論から機能性食品科学へ、ブ口ジヱク卜PAN始動、食事摂取

基準への歩み、 FAO/WHO合同食品規格委員会・第28回コーテペyクス

食品表示部会報告、コーデックス・バイオテクノロジー応用食品（CTFBT)

ワーキンググループ会議報告、機能性食品の健康表示

No.65 「健康日本21J計画と栄養学・食品科学研究に求められること、

第11回「おいしさの科学jフォーラム、「茶と健康jセミナ一、

シリーズ安全性評価 l「日本における農薬の安全性評価（1) J 

「GLP制度j、コーデックス・バイオテクノロジ一応用食品（CTFBT)

ワーキンググループ会議報告、機能性食品の考え方と進展・

フランスと日本の比較、第3回アジア食品安全・栄養会議報告

No.66 21世紀を迎えてILSIJapan の役割と展望、食と免疫、新しい保健

能性食品制度の概要、ベトナムにおける鉄欠乏症撲滅活動、

ワークショップ「プロジェクト“Take10！”J、シリーズ安全性評価

ト2「日本における食品添加物の安全性評価j「透明性の確保」

No.67 私の医学研究とILSI、オリゴ糖の機能性と食品への応用、遺伝子組換え

農産物（GMO）検知技術の現状、中国のORI、フランスにおける食品安

全への取り組み、シリーズ安全性評価卜3「日本における農薬の安全性

評価（2)J「動物実験データのヒ卜への外挿J、サッカリン、その発癌性

をめぐって、プロジェクト PAN、ベトナムにおける鉄欠乏症撲滅活動（2）、

ASEAN諸国の栄養・健康表示、 HESI、ILSISEA、今Codexでは（VI）、

「糖質と健康jシンポジウム

No.68 20周年特集、狂牛病と口蹄疫、なぜ今、脂肪酸栄養か？、シリース宮

全性評価ト4「日本における一般化学品の安全性評価J「InVitro試験j、

コーデックスと健康強調表示、健康増進へのアミノ酸の生理的役割、

Risk Science Institute 

No. 69 健康と科学、 21世紀の健康科学一要素還元主義を超えて一、

「糖質（GlycemicCarbohydrate）と健康jシンポジウム報告、

アミノ酸とペプチドの生理機能、シリーズ安全性評価ト5

「日本におけるダイオキシン類の安全性評価J

「化学物質の体内動態に関するデータ」、ヨーロッパにおける食品安全、

HESI事務局長来日、第2回ILSI機能性食品国際シンポジウム

会報

発行年月 備考

1981.11.～ 
1992. 3. 

1992. 6～ 

1999. 6. 

1999. 9. 

1999.12. 

2000. 3. 

2000. 6. 

2000. 9. 

2000.12. 

2001. 4. 

2001. 7. 

2001.11. 

2002. 1. 
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No. 70 l健康科学とそのあるべき姿、キノコカf産生する生体機能調節物質、 I 2002. 4. 

シリーズ「ヘルスクレームの科学的根拠J酸乳由来プペチドの血圧降下作用、

シリーズ安全性評価ト6「消費者と食品の安全性評価」、 PASSCLAIM、

ライフサイエンス活動計画（2002年度）、「機能性食品の科学をどのように

発展させるかJ
No. 71 I食品の機能表示について、脂溶性ビタミンの生理機能、シリーズ「ヘルl2002. 7. 

スクレームの科学的根拠jフラクトオリゴ糖の生理機能、 2002年コーデ

ックス食晶表示部会報告、 ILSISEA肥満に関するシンポジウム・ワーク

ショップ、 ILSISEAの科学活動

No. 72 I自主管理を中心とした化学物質総合管理、水溶性ビタミンの生理機能、 I2002. 10. 

シリーズ「ヘルスクレームの科学的根拠j大豆タンパクのコレステ口一

ル低減効果、 OECDにおける子宮肥大試験バリデーション、リスクアセ

スメントへの新たな取組み、シリーズ安全性評価11-1「遺伝子組換え食

品の安全性評価」「予防原則の適用」シンポジウム「身体活動の増進と

ヘルス・プロモーションJ、新しい欧州食品安全機関、 BSE周辺をめぐ

る世界の動向

No. 73 I食の安全に今後もねばり強く取り組む、 ILSIJapan の新たな飛躍を期待l2003. 1. 

して、ミネラルの生理機能（1）ーカルシウムを中心に一、シリーズ「ヘルス

クレームの科学的根拠J-4一難消化性デキス卜リンの糖代謝および脂質

代謝ヘ友ぽす影響、欧州連合の機能性食品評価フ。ロジ、工クト：PASSCLAIM

シリーズ安全性評価11-2「食品の微生物学的リスクアナリシス」、「定量的

リスクアセスメン卜j、遺伝子組換え食品に対するヨーロッパでの動き

一酵素業界からの見方一、今Codexでは（VII）、 ILSIJapanシンポジウム

「食品の抗酸化機能とバイオマーカ－J、「ILSINorth America & ILSI Europe 

主催Sugarsand Health Workshop tこ参加してJ、「第3回FOSIE全体会議」、

「第1回リスクアナリシス・ワークショップー食の安全のためのリスクア

セスメントー我が固におけるトレーニング・ニーズJ「茶葉分析プロジ‘工

ク卜始動j、［資料】韓国における健康機能食品に関する法律

No. 74 Iリスクコミュニケーションについて、シリーズ「ヘルスクレームの科学的 l2003. 4. 

根拠」－5ーヘルスクレームの科学的評価に必要な基礎理論、シリーズ

「ニュートリゲノミクスの食品機能への応用J-1ーニュー卜リゲノミクス

への期待、シリース安全性評価11-3「機能性食品の安全性」、「ヒトに

おける疫学データの安全性評価への活用J、「食品アミノ酸の適正摂取の

評価に関する第2回ワークショップJ、ワークショップ「世界の茶品種の

成分と世界の茶事情J、ライフサイエンス研究活動計画（2003年度）、

2003年度ILSIグローパル（本部）総会報告、「油脂で創る健康Jシンポジ

ウムの耳恵きどころ

No. 75 Iヒューマンサービ‘スと栄養学研究、ミネラルの生理機能（2）一微量元素一、l2003. 7. 

シリーズ「ヘルスクレームの科学的根拠J-6ージアシルグリセロールの

栄養特性、シリーズ「ニュー卜リゲノミクスの食品機能への応用J-2ー
ニュー卜リゲノミクスの誕生とその原理および食品への応用、食品ゲノ

ミクス研究センタ一 ILSI Japan寄附講座設置に向けて、シリーズ安全

性評価 11-4「水の安全性評価J一水質基準に基づく水の品質保証一、「水

の安全とモニタリング・データの信頼性J、微生物組換え体利用食品の

安全性評価実施基準案についてーコーデックス・バイオテクノ口ジ一

応用食品部会で合意された概要の紹介一、 2003年コーテεックス食品表

示部会報告、 ILSIHESIワークショップ「トランスジ、工ニックマウスを用

いた短期発がん性試験のリスク評価における有用性j、第4回「栄養と工

イジングJ国際会議開催に向けて
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栄養学レビュー Nutrition Reviews日本語版 ｜ ｜建吊社
（第 1巻～第 8巻までの内容については事務局にお問い合わせ下さい） I 1992.10～ 

2000. 8. 

第9巻第 1号｜茶と健康、高齢者の慢性疾患におけるエネルギーの代謝適応、栄養と l2000.11. 

感染症、日本の動向：新しい肥満の判定と肥満症の判断基準

第9巻第2号｜エネルギー代謝調節と加齢一最近の研究成果とその意義、体重と生存 1 2001. 2. 

率の関係に及ぼす年齢の影響、ビタミンEと記憶一一ビタミンEは血管

保護をしているか、低脂肪・高糖質食と動脈硬化のリスク、トランス

脂肪酸と血祭リポタンパク質、日本の新しい高血圧治療ガイドライン

第9巻第 3号｜人乳中のミネラルおよび微量元素の調節一外因性および内因性要因、 I 2001. 5. 

小児期の骨の健康状態に及ぼすカルシウムの役割、レプチンと骨一脳は

骨の生態学を支配するか、ノックアウト遺伝子がレチノイドの代謝にお

ける細胞内レチノール結合タンパク質の機能を確証する、ビタミンEと

高リスク患者の心臓病予防、特殊栄養補充法の証拠データベース、栄養

の視点、からみた五訂食品成分表

第9巻第4号｜ビタミンAとHIV感染、母乳単独栄養、セレンの動態および必要量を I 2001. 8. 
検証する新たな試み、リボタンパクリバーゼ遺伝子多型と性特異的な

虚血性脳血管疾患の危険性、アフリカ系米国人の肥満と死亡率、食事

推奨量一30年の歴史、食品強調表示に対する国際的な取り組みの現状、

食行動の仕組みと晴好性とのかかわり

第10巻第 1号｜肉の摂取と大鵬ー疫学結果の再検証、糖原病におけるミ卜コンドリ 1 2001.10. 

ア遺伝子発現一一栄養の影響、植物ステロール類とそれらの誘導体、果

物・野菜類の摂取と心臓発作の危険性、可溶性食物繊維および不溶性食

物繊維を多く含む食事は2型糖尿病患者の血糖統制を改善し、高脂血症

を低減する、食物繊維と大腸癌一一適切な助言はなにか、保健機能食品

制度と問題点

第10巻第2号｜食物繊維と体重管理、鉄と大腸癌のリスクヒ卜における研究、苦昧のl2002. 2. 

科学と複雑さ、勝癌と糖原病、過酸化脂質の臨床的意義

第10巻第 3号｜胎児形成不全と葉酸代謝、食物のエネルギー密度と体重調節、銅のホメオスl 2002. 5. 

タシス、アルコール摂取と死亡率、日本の動向：高血圧治療ガイドライン

第10巻第4号｜母体栄養と新生児生存、骨のリモデリングの瞬間一骨に影響を友ぼす栄養 l2002. 8. 

素の介入効果について、野菜、果物の摂取と結腸直腸癌リスクの関係

－何を信じるべきか、アメリカ心臓病協会の2000年版：食生活指針ー

要約レポート、糖尿病のガイドライン

第11巻第 1号｜高比重リポタンパク質一一アルコール，工ス卜ロゲン，植物エス卜口ゲン l2002.10. 

の影響、米国における食品強化の歴史と将来一一公衆衛生の展望、 E鉛お

よび鉄欠乏症を撲滅するための栄養強化戦略、亜鉛栄養とHIV感染、 ABC

一一ステロールの吸収と排池の調節にかかわる新しいトランスポータ一、

肥満症の診断と治療

第11巻第2号｜菜食への移行一一鉄とE鉛は大丈夫か、遺伝子組換え作物一一ヒトの栄 l2003. 2. 

養改善のための可能性、糖質と満腹、ビタミン812欠乏、 TNF－αおよび

上皮増殖因子一一ービタミン812の新規機能力、、脂肪細胞におけるク・ルコ

コルチコイドは内臓肥満を促進する、新しい動脈硬化性疾患診療ガイド

ライン

第11巻第3号｜減量時の高いタンパク食一安全なのか，そして役に立つのか？ 実験1 2003. 5. 

的および疫学的データに関するレビュー、食事による産熱効果と肥満

一一矛盾した結果と方法論的変動について、栄養素の急性欠乏症対潜在

性欠乏症、アルコールの過飲一一重度の高ホモシステイン血症を起こし

た興味深い症例
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む栄養・エイジンタ・運動
誌、名等 発行年月 備考

国際会議講演録 栄養と工イジング（第 1回「栄養と工イジング」国際会議講演録） 1993.11. 建吊社

国際会議講演録 晶齢化と栄養（第2回「栄養と工イジング」国際会議講演録） 1996. 4. 建鳥社

国際会議講演録 長寿と食生活（第3回「栄養とエイジングj国際会議講演録） 2000. 5. 建島社

栄養学レビュー特別号 ケロッグ栄養学シンポジウム「微量栄養素」一現代生活における役割一 1996. 4. 建吊社

栄養学レビュー特別号 「運動と栄養」一健康増進と競技力向上のために一 1997. 2. 建鳥杜

栄養学レビュー特別号 ネスレ栄養学会議「ライフステージと栄養J 1997.10. 建吊社

ワーキング・グループ報告 日本人の栄養 1991. 1. 

ILSI Japan Report Series 食品の抗酸化機能とバイオマーカー 2002. 9. 

ILSIヨーロッパモノゲラフシIJ-:J-' 栄養のヒ卜免疫能に友ぼす影響（翻訳） 2002. 7. 

その他 最新栄養学（第5版～第8版） （“Present Knowledge in Nutrition”邦訳） 建吊社

その他 世界の食事指針の動向 1997. 4. 建吊社

その他 高齢者とビタミン（講演録翻訳） 2000. 6. 

C 機能性食晶

誌名等 発行年月 備考

研究部会報告書 日本における機能性食品の現状と課題 1998. 7. 

研究部会報告書 上記英訳“TheStatus quo of Functional Foods and the Subjects to be Discussed" 1998. 6. 

研究部会報告書 機能性食品の健康表示一科学的根拠と制度に関する提言一 1999.12. 

研究部会報告書 上記英訳“HealthClaim on Functional Foods” 2000. 8. 

ILSI Japan RepoはSeries 日本における機能性食品科学 2001. 8. 

ILSI Japan Report Series 上記英訳“FunctionalFood Science in Japan” 2001.11. 

。油脂の栄養
誌名等 発行年月 備考

ワーキング・グループ報告 泊目旨の栄養と健康 1991. 9. 

研究部会報告書 パーム油の栄養と健康（「ILSI・イルシー」別冊 I) 1994.12. 

研究部会報告書 魚介類脂質の栄養と健康（「ILSI・イルシ－J別冊11) 1995. 6. 

研究部会報告書 畜産脂質の栄養と健康（「ILSI・イルシ－J別冊IV) 1995.12. 

研究部会報告書 魚の油ーその栄養と健康一 1997. 9. 

ILSIヨーロッパモノダラフシリーズ 油脂の栄養と健康（付：脂肪代替食品の開発）（翻訳） 1999.12. 

。バイオテクノロジー
誌名等 発行年月 備考

国際会議講演録
バイオ食品一社会的受容に向けて

（バイオテクノ口ジ一応用食品国際シンポジウム講演録）
1994. 4. 建吊社

研究部会報告書 バイオ食品の社会的受容の達成を目指して 1995. 6. 

研究部会報告書 遺伝子組換え食品を理解する 1999. 7. 

研究部会報告書 遺伝子組換え食品O&A 1999. 7. 

ILSI Japan Report Series 生きた微生物を含む食品への遺伝子組換え技術の応用を巡って 2001. 4. 

その他 バイオテクノ口ジーと食品（IFBC報告書翻訳） 1991.12. 建吊社

そのイ也 FAO/WHOレポート「バイオ食品の安全性」（第 1回専門家会議翻訳） 1992. 5. 建吊社

その他
食品に用いられる生きた遺伝子組換え微生物の安全性評価

（ワークショップのコンセンサス・ガイドライン翻訳）
2000.11 
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。糖類
誌名等 発行年月 備考

Nutrition Reviews -International Symposium on Glycemic Carbohydrate and 2003. 5. 
国際会議講演録

Health (ILSI Japan20周年記念国際シンポジウム講演録）

ワーキング・グループ報告 砂糖と健康 1990. 9. 

ILSI砂糖モノグラフシリーズ 糖と栄養・健康一新しい知見の評価（翻訳） 1998. 3. 

ILSI砂糖モノグラフシリーズ 甘昧一生物学的、行動学的、社会的観点（翻訳） 1998. 3. 

ILSI砂糖モノグラフシリーズ う触予防戦略（翻訳） 1998. 3. 

ILSI砂糖モノグラフシリーズ 栄養疫学一可能性と限界（翻訳） 1998. 3. 

その他 糖類の栄養・健康上の諸問題 1999. 3. 

。安全性
誌名等 発行年月 備考

国際会議講演録 安全性評価国際シンポジウム 1984.11. 

研究委員会報告書
加工食品の保存性と日付表示一加工食品を上手においしく食べる話一

（「ILSI・イルシ－J別冊Ill)
1995. 5. 

ILSIヨーロッパモノグラフシリーズ ADI、許容一日摂取量（翻訳） 2002.12. 

そのイ也 ビタミンおよびミネラル類のリスクアセスメン卜（翻訳） 2001. 5. 

そのイ也 食品中のアクリルアミドの健康への影響（翻訳） 2003. 5. 

(2002年6月25～27日 FAO/WHO合間専門家会合報告書

Health Implication of Acrylamide in Food翻訳）

。その他
誌名等 発行年月｜ 備考

その他 アルコールと健康（翻訳） 2001. 8. 

百．新着図書・資料のご案内

ILSI本部・各支部ならびに関連団体が最近発行した書籍および資料（事務局にて保管）をご紹介します。

『PASSCLAIM 一食品のヘルスクレームを科学的に保証するための評価プロセスー』

PASS CLAIM, Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Food，旨PhaseOne: Preparing the Way 

Supplement of European Journal of Nutrition, Vol. 42, Suppl. 1, 2003 

119頁、 SteinkopffDarmstadt 

ILSI EuropeがコーディネートしているEUの共同研究、ヘルスクレームのための科学的評価プロセス第1フェーズの

発表が2002年秋のワークショッフ。として行なわれた。このワークショップにおける検討結果が公表された。第1フェーズ

では、心疾患、骨粗軽症、運動とフィットネスに焦点が当てられた。

この内容は将来、 EUヘルスクレームの法制化に連なるものとして注目される。

ILSI No.75-73 



会報

『ビタミン類とミネラル類、禽昌への安全な強化法』

Vitamins and Minerals: A Model for Safe Addition to Foods 

Reprint from European Journal of Nutrition, Vol. 42, No. 2, 2003 

13頁、 SteinkopffDarmstadt 

不足しがちなビタミン類とミネラル類の食品への強化については、どのレベルまで強化するかが安全性の観点から

注目されている。 RDAを指標として、ビタミンB12、C、E、リボフラビン、ニコチン酸、パントテン酸はIRDAに、

ビタミンB6、D、葉酸、ビオチン、銅、ヨウ素、セレンはRDAの50～100%、また鉄、亜鉛、カルシウム、リン、マ

グネシウムではRDAの10～ 40%が妥当とされた。

『食晶用容器としてのポリエチレン』

Packaging Materials: 4. Polyethylene for Food Packaging Applications 

(ILSI Europe Report Series) 

20頁、 ILSIEurope刊（2003)

ILSI Europe包装材タスクフォースのまとめによるシリーズ4冊目で、食品用容器として汎用されているポリエチレ

ンについて、その本質、応用、安全性、環境問題について整理されている。

『ドイツにおげるアルコール歓潤摂取量と死亡率の傾向』

Trend in Mortali砂Attributableto Current Alcohol Consumption in East and West Germany 

ReprintかvmSocial Science & Medicine, Vol. 56, No.え2003

11頁、 Pergamon

1990年代の東西ドイツにおけるアルコール摂取量と死亡率についてのデータを基に、アルコール飲料の功罪両面か

らの検討を試みた。東西ドイツにおける差がみられる。

『開発途上国におげる栄養のためのバイオ食晶ーその必要性・機会・障害ー』

Biotechnology-Derived Nutritious Foods for Developing Countries: Needs, Opportunities, and Barriers 

Reprint企vmthe Food and Nu的・tionBulletin, Vol. 23, No. 4, The United Nations University, 2002 

40頁、 theUnited Nations University Press 

2002年1月、 ILSIおよびInternationalFood Policy Research Institute (IFPRI）ならび、にJointInstitute for Food Safety 

and Applied Nutrition (JIFSAN）がカンクーンで開催した開発途上国における栄養補給手段としてのバイオ食品につい

てのワークショップのまとめ。

開発途上国における栄養問題の解決に向けて、各地の特産農産物にモダン・バイオテクノロジーを応用することが

期待されている。このための研究開発の支援も必要である。
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・関連科学情報・

社団法人 日本食品科学工学会

創立50周年記念行事及び第50回大会開催のお知5せ

学会賞授賞式・受賞講演・記念式典・記念講演会・祝賀会

期日：平成15年9月11日（木） 9時30分～19時30分

場所：都市センターホテル東京（東京都千代田区平河町2-4-1)

(TEL. 03-326ら8211)

大学会賞授賞式及び受賞講演 9時30分～12時00分 3Fコスモスホール

学会賞授賞式 9時30分～10時00分

受 賞 講 演 10時00分～12時00分

女創立50周年記念式典 13時30分一14時30分 3Fコスモスホール

大記念講演会 14時30分～17時00分 3Fコスモスホール

講演1 日本の農業と食品産業に期待するもの

田中 秀征 （福山大学教授、元経済企画庁長官）

講演2 日本の宇宙開発の現状と将来

柴藤羊二 （宇宙開発事業団特任参事）

（宇宙日本食の開発に向けて）

松本暁子 （宇宙開発事業団医長）

講演3 食品の安全性評価とニュートリゲノミックス

荒井綜ー （東京農業大学教授）

大記念祝賀会 17時30分～19時30分 SFオリオン

授賞式、受賞講演、記念式典、記念講演会にご出席の方は無料です。祝賀会は有料（会員10,000円、学生8,000円、

非会員10,000円）です。

創立50周年記念第50回大会

期日：平成15年9月12日（金）ー13日（土）

場所：東京農業大学世田谷キャンパス（東京都世田谷区桜丘1-1-1)

(TEL. 03-5477・2325)

日程： 9月12日（金） 9時30分一 一般講演、展示

13時30分～17時 シンポジウムA,B. C 

17時30分～ ミキサー（レストランすずしろ）

9月13日（土） 9時30分～15時30分 一般講演、展示

大会参加費は、会員（前納7,000円、当日8,000円）、学生（前納、当日3,000円）、非会員（当日10,000円）です。

問い合わせ先

（社）日本食品科学工学会事務局

干30ら8642 茨城県つくば市観音台2-1-12

TEL. 029・838-8116 FAX. 029-838-7153 

ILSI No.75-75 



次号予告（2003年10月発行予定）

第4回「栄養とエイジングj国際会議開催を目前に控えて、その聴きどころを紹介します。

また、「食品ゲノミクスのためのILSIJapan寄附講座Jの開講も迫っており、関連の記念行事などをお知らせする

ほか、「油脂で創る健康」シンポジウムの報告などを掲載する予定です。

編集後記

「食品安全委員会jが内閣府に創設され、 7月1日から始動しました。 ILSIJapan は食品安全委員会にも有用な情報

の提供を続けていきたいと考えております。中村丁次先生による巻頭言にも、この分野でILSIJapan に寄せる期

待が示されています。

食品の機能性および安全性評価のための新しい取り組みとして、「食品ゲノミクスのためのILSIJapan寄附講座J開

設の準備が進められております。この取り組みについての紹介ならびに期待される領域についても紹介しました。

<T.H.> 
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SI川~ No.7ラ

CONTENTS 

• Human Service and Research of Nutrition 

• Physiological Functions of Minerals (2) : Trace Elements 

• Health Function仁laimsand the Scientific Substantiation -6 -

Nutritional仁haracteristicof Diacylglycerol 

• Applying Nutrigenomics to Food Sciences -2 -

The Birth of Nutrigenomics and Its Basic Principle, with Special Reference 

to the Food Application 

・ILSIJapan-Endowed仁hair: Research仁enterfor Functional Food Science and 

Nutrigenomics 

• Safety Assessment 11-4 

Safety Assessment of Water-Quality Assurance to Meet Water Standards 

in Japan 

Short Lecture on Safety Assessment (9) 

一 －Safetyof Water and Reliability of Monitoring Data 

• Outline of "Draft Guideline for the仁onductof Food Safety Assessment of Foods 

Produced Using Recombinant-DNA Microorganisms" which was agreed 

in March, 2003 

• Report of the仁odex仁ommitteeon Food Labeling 

• Report of "Workshop on the Utility of Transgenic Assays for Risk Assessment" 
held by the ILSI HESI Alternatives to仁arcinogenicityTesting仁ommittee

• The 4th International仁onferenceon Nutrition and Aging 

l僻 llLSl1APAN


